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平成２２年６月第２回定例会 

   議事日程第１号         第２回定例会 

   平成２２年６月１日（火曜日）  午前９時３０分開議 

 

   開  会 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

 〃  ２ 会期決定 

 〃  ３ 諸般の報告 

      （１）定例監査結果等報告について 

      （２）第１２３回山形県市議会議長会定期総会の報告について 

      （３）第６２回東北市議会議長会定期総会の報告について 

 〃  ４ 行政報告 

      （１）市政の概況について 

      （２）平成２３年度国県に対する重要事業の要望事項について 

      （３）平成２１年度寒河江市土地開発公社決算及び平成２２年度寒河江市土地開発公社

予 

         算について 

      （４）平成２１年度財団法人寒河江市体育振興公社決算及び平成２２年度財団法人寒河

江 

         市体育振興公社予算について 

 〃  ５ 全国市議会議長会表彰状及び感謝状伝達 

 〃  ６ 人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 

 〃  ７ 報告第２号 平成２１年度寒河江市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 〃  ８ 報告第３号 平成２１年度寒河江市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報

告について 

 

〃  ９ 報告第４号 平成２１年度寒河江市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 〃 １０ 議第３７号 平成２２年度寒河江市一般会計補正予算（第１号） 

 〃 １１ 議案説明 

 〃 １２ 委員会付託 

 〃 １３ 質疑、討論、採決 

 〃 １４ 議会案第３号 寒河江市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部改正について 

 〃 １５ 議会案第４号 特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部

改 

             正について 

 〃 １６ 議案説明 

 〃 １７ 委員会付託 

 〃 １８ 質疑、討論、採決 



 〃 １９ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（寒河江市市税条例の一部を改正す

る 

            条例） 

 〃 ２０ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（寒河江市都市計画税条例の一部を

改 

            正する条例） 

 〃 ２１ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（寒河江市国民健康保険税条例の一

部 

            を改正する条例） 

 〃 ２２ 議第３８号 平成２２年度寒河江市一般会計補正予算（第２号） 

 〃 ２３ 議第３９号 平成２２年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 ２４ 議第４０号 寒河江市情報公開条例の一部改正について 

 〃 ２５ 議第４１号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２６ 議第４２号 寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 〃 ２７ 議第４３号 寒河江市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 〃 ２８ 議第４４号 寒河江市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税課税免除条例の一

部 

            改正について 

 〃 ２９ 議第４５号 市道路線の廃止について 

 〃 ３０ 議第４６号 市道路線の変更について 

 〃 ３１ 議第４７号 市道路線の認定について 

 〃 ３２ 請願第３号 ３０人以下学級実現、教員賃金改善、義務教育費国庫負担制度拡充に係る

意 

            見書の提出に関する請願 

 〃 ３３ 請願第４号 口蹄疫にかかる万全の危機管理を求める意見書提出に関する請願 

 〃 ３４ 請願第５号 主食用米の緊急政府買い入れ等需給調整対策の実施を求める意見書提出に

関 

            する請願 

 〃 ３５ 陳情第２号 肺炎球菌ワクチンへの公費助成に関する陳情 

 〃 ３６ 議案説明 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 
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平成２２年６月第２回定例会 

 

開    会    午前９時３０分 

 

○髙橋勝文議長 おはようございます。 

  ただいまから、平成22年第２回寒河江市議会定例会を開会いたします。 

  会議を始める前に、議員並びに当局の皆様に申しあげます。過般の議会運営委員会におきまして、

エコスタイルの推進期間に合わせ、会議における服装について決定をしております。本会期中の会

議において、上着の着脱は自由といたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第１号によって進めてまいります。 

 

会議録署名議員指名 

 

○髙橋勝文議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により議長において、９番鴨田俊議員、11番松田 

孝議員を指名いたします。 

 

会 期 決 定 

 

○髙橋勝文議長 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  本定例会の会期など議事日程につきましては、議会運営委員会で協議を願っておりますので、そ

の結果について委員長の報告を求めます。伊

藤議会運営委員長。 

   〔伊藤忠男議会運営委員長 登壇〕 

○伊藤忠男議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議の結果について御報告申しあげます。 

  本日招集になりました平成22年第２回寒河江市議会定例会の運営につきましては、去る５月27日

及び本日６月１日、委員６名全員出席、議長以下関係者出席のもと議会運営委員会を開催し、協議

いたしました。 

  会期につきましては、提案されます議案数並びに一般質問の通告数などを勘案し、本日から６月

16日までの16日間とし、その間の会議等についてはお手元に配付してあります日程表のとおり決定

いたしました。 

  なお、議第37号については、会議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省略し、また議会

案第３号及び議会案第４号については、同じく議案説明及び委員会付託を省略し、本日採決するこ

とといたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申しあげ、御報告といたします。 

○髙橋勝文議長 お諮りいたします。 



  本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から６月16日までの16日間と決定いたしました。 

 

 

第２回定例会日程                       平成２２年６月１日（火）開会 

月    日 時   間 会           議 場   所

６月 １日（火） 午前９時３０分 本 会 議

開会、会議録署名議員指名、

会期決定、諸般の報告、行政

報告、表彰状伝達、人権擁護

委員の候補者推薦、報告、議

案上程、同説明、委員会付

託、質疑討論採決、議案

上程、同説明、委員会付託、

質疑討論採決、議案請

願陳情上程、同説明 

議   場

６月 ２日（水） 休                 会 

６月 ３日（木） 午前９時３０分 本  会  議 一 般 質 問 議   場

６月 ４日（金） 休                 会 

６月 ５日（土） 休                 会 

６月 ６日（日） 休                 会 

６月 ７日（月） 午前９時３０分 本 会 議 一 般 質 問 議   場

６月 ８日（火） 休                 会 

６月 ９日（水） 休                 会 

６月１０日（木） 休                 会 

６月１１日（金） 

午前９時３０分 本  会  議
質疑、予算特別委員会設置、

委員会付託 
議   場

本会議終了後 予算特別委員会 付 託 案 件 審 査 議   場

予算特別委員会

終 了 後 

総 務 常 任 委 員 会

分 科 会
付 託 案 件 審 査 第２会議室

厚生経済常任委員会

分 科 会
付 託 案 件 審 査 第４会議室

建設文教常任委員会

分 科 会
付 託 案 件 審 査 議会図書室

６月１２日（土） 休                 会 

６月１３日（日） 休                 会 

６月１４日（月） 午前９時３０分 

総 務 常 任 委 員 会

分 科 会
付 託 案 件 審 査 第２会議室

厚生経済常任委員会

分 科 会
付 託 案 件 審 査 第４会議室

建設文教常任委員会

分 科 会
付 託 案 件 審 査 議会図書室

６月１５日（火） 休                 会 

６月１６日（水） 午前９時３０分 予算特別委員会 付 託 案 件 審 査 議   場



月    日 時   間 会           議 場   所

予算特別委員会

終 了 後 
本  会  議

委員長報告、質疑討論採

決、閉会 
議   場
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    諸 般 の 報 告 

 

○髙橋勝文議長 日程第３、諸般の報告であります。 

  （１）定例監査結果等報告について 

  （２）第123回山形県市議会議長会定期総会の報告について 

  （３）第62回東北市議会議長会定期総会の報告について 

  このことについては、お手元に配付しておりますプリントによって御了承願います。 

 

行 政 報 告 

 

○髙橋勝文議長 日程第４、行政報告であります。 

  （１）市政の概況について 

  （２）平成23年度国県に対する重要事業の要望事項について 

  （３）平成21年度寒河江市土地開発公社決算及び平成22年度寒河江市土地開発公社予算について 

  （４）平成21年度財団法人寒河江市体育振興公社決算及び平成22年度財団法人寒河江市体育振興 

公社予算について 

  市長から説明を求めます。佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  私から、初めにさきの３月の定例会以降、現在までの主な市政の動きについて、その概況を御報

告申しあげたいと思います。 

  まず、景気の動向でありますが、国内の経済状況は５月の月例経済報告によれば、景気は着実に

持ち直してきているものの、なお自律性は弱く、失業率は高水準にあるなど厳しい状況にあり、本

市におきましてもいまだ回復には至っていないと実感しているところでございます。 

  そのため、市におきましては、市民の住環境の改善と地域経済の景気浮揚対策の一環として、新

たに４月から住宅建築推進事業を実施しているところであります。これは、市内にみずから居住す

る住宅等の新築・増改築を市内の建築業者と契約することなどを要件として支援するもので、利用

しやすい制度に努めたことや、事業の周知の徹底を図ったことなどにより、予想を上回る申請とな

っております。５月24日現在で申請件数114件、うち新築13件、助成額は1,679万円となっておりま

す。これに伴う経済効果は約４億円を超えるものと推計され、住環境の整備促進と地元関連業界の

活性化に大きく寄与するものと考えているところであります。 

  次に、次世代の社会を担う子供の健やかな育ちを応援する国の新たな施策であります子ども手当

支給事業でございますが、これまで児童手当の支給対象にならなかった中学生のいる世帯などから

の申請の受け付けを行い、６月10日の支給開始に向けて鋭意準備を進めているところでございます。 

  また、本日から６月でありますが、６月は本市のシンボルさくらんぼのシーズンでございます。 

  昨日、山形県さくらんぼ作柄調査委員会から発表になりました本年度の県内作柄は、４月の天候

不順の影響で開花は平年よりおくれたものの、開花期間中は天候に恵まれたことから平年収穫量に



対し115％以上と予想されております。本市においても、４年ぶりの豊作を大いに期待していると

ころであります。市といたしましては、生産者、ＪＡ等一丸となってブランド力の強化を図り、紅

秀峰の奨励や、大阪・首都圏等での販路拡大のために、私も関係者と力を合わせてトップセールス

を行い、「日本一さくらんぼの里」として積極的に情報発信に取り組む所存であります。さらに、

このシーズンは寒河江を売り出す絶好の機会でもございます。御案内のとおり、６月５日から28日

までは第８回となります「花咲かフェアＩＮさがえ」を開催し、高速道路の利便性を生かして多く

の観光客を誘致し、しゅんの寒河江をアピールしてまいりたいと考えております。 

  また、４月中の低温、日照不足が原因と思われる水稲「はえぬき」の発芽不良・育苗障害が大量

に発生し、田植え用の苗不足が心配されたことから、ＪＡさがえ西村山に対し、追加の栽培やＪＡ

間の融通により数量を確保することで、種苗の供給不足や苗等の盗難が起きないよう強く要請して

きたところでございます。 

  次に、現在宮崎県内で猛威を振るっております口蹄疫についてでございますが、県が４月末に行

った飼育農家への聞き取り調査では、全農家に異常がないことを確認しており、その後も感染の報

告はないところでございます。万一、県内に感染家畜が確認された場合の迅速かつ的確な対応マニ

ュアルについては、昨日の県の連絡調整会議で示されたところでございますが、現在本市におきま

しては、飼育農家に対して消石灰の無償配布を行うとともに、葉山高原牧場への一般市民の立ち入

り規制を５月20日から行うなど、独自の感染防止対策を講じているところでございます。 

  以上、３月定例会以降の市政の主な概況を申しあげましたが、今後とも議員各位の御支援と御協

力をいただきながら市政運営に努めてまいりますので、よろしくお願いを申しあげる次第でありま

す。 

  次に、平成23年度国県に対する重要事業の要望事項について御報告申しあげます。 

  国県に対する重要事業の要望につきましては、西村山地方総合開発推進委員会において要望事項

を取りまとめの上、県と調整をとりながら事業促進を図っていくものでございます。 

  また、そのほかに本市独自に総合支所を通じて要望を行うこととしております。本市の平成23年

度の要望事項は、地方財政や景気・雇用対策の充実強化を初め、子育て支援策の充実についてなど

27件で、お手元に配付いたしました別冊資料のとおりでございます。よろしくお願いを申しあげた

いと思います。 

  次に、平成21年度寒河江市土地開発公社決算及び平成22年度寒河江市土地開発公社予算について

御報告申しあげます。 

  平成21年度につきましては、委託事業としてチェリークア・パーク整備用地ののり面や、駅前交

番用地を処分したほか、社会福祉施設用地の取得あっせんを行っております。 

  また、自主事業として、寒河江中央工業団地や白岩さくら団地、寒河江みずき団地等を処分する

とともに、寒河江中央工業団地第４次造成用地の区画道路の工事などを行っております。この結果、

収益合計は２億7,905万9,000円、費用合計は３億6,906万円となり、9,000万1,000円の当期純損失

となっております。 

  平成22年度につきましては、公社保有地の処分に重点を置いて委託事業と自主事業を推進するこ

ととし、工業団地の第４次用地造成事業については引き続きオーダーメード方式により進めていく

こととしております。収益的支出予算として12億5,982万7,000円を、また資本的支出予算として38



億9,048万5,000円を計上しております。なお、詳細につきましてはお手元の別冊資料のとおりであ

りますので、よろしくお願いをします。 

  次に、平成21年度財団法人寒河江市体育振興公社決算及び平成22年度財団法人寒河江市体育振興

公社予算について御報告申しあげます。 

  平成21年度につきましては、指定管理者として各種スポーツ教室の開催やスポーツ講習指導要請

にも積極的にこたえるとともに、寒河江市総合スポーツクラブ、「アスポートさがえ」の運営支援

を行いながら、生涯スポーツの普及振興に努めてきたところであります。その結果、利用者数は約

14万人、当期収入合計6,381万5,000円、当期支出合計6,302万1,000円となり、当期収支差額は79万

4,000円と相なりました。 

  また、平成22年度につきましては、指定管理者として各施設の管理運営業務を円滑に行い、市民

がスポーツに親しむ機会を多く提供するため、予算総額6,421万2,000円を計上したところでありま

す。なお、詳細につきましては、お手元の別冊資料のとおりでありますので、よろしくお願いを申

しあげます。 

  以上の２件につきましては、地方自治法第243条の３第２項の規定により御報告申しあげたもの

でございます。 

  以上であります。 

 

 

 

 

http://192.168.9.1/gijiroku/giji/2010/2206/003.pdf
http://192.168.9.1/gijiroku/giji/2010/2206/005.pdf


平成２２年６月第２回定例会 

質     疑 

 

○髙橋勝文議長 ただいまの行政報告中、市政の概況について質疑はありませんか。松田議員。 

○松田 孝議員 水稲の発芽不良についてですけれども、これははえぬきが主流だったわけですけれ

ども、その穴埋めとしてどういう品種が作付になったのか、その辺わかればお聞かせ願いたいと思

います。 

○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 基本的には、はえぬきを調達をして確保するということで進んでおります。ですか

ら、要するに田んぼについてははえぬき用の肥料、その準備をしているということでありますので、

基本的にはやっぱりはえぬきの苗の、その土壌についてははえぬきをやはり準備をして、ほかから

持ってきたり、いろいろな調達をして対応しているという状況であるというふうに聞いております。 

○髙橋勝文議長 川越議員。 

○川越孝男議員 今、松田議員からも苗の問題、あったわけですけれども、地域的には初めての経験

というか、全くこれまで経験したことのない状態でしたけれども、市長初め農林課長、主幹などが

現地に来ていただいて、すぐ指導されたというふうなことについては、地域の方々も大変感謝をし

ています。そのことをまず御報告をしたいというふうに思います。 

  それで、対応されている苗は間に合うように供給されたようですけれども、その際も出されてお

ったんですが、原因究明の問題、それから大変な被害をこうむっておるので、それらに対する支援

体制などについて、どのようになっているのかお聞かせをいただきたいというふうに思います。特

に調査の関係については、市の行政でもできないということで県の試験場の方などにも要請されて

いるようですけれども、その辺の状況などわかる範囲で結構ですけれどもお聞かせをいただきたい

と思います。 

○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 まず、原因究明については、私も県の農林部の方に早速先般お願いをして、その日

の夕方に県としての状況を公表したという段階のところにお願いをいったところでありますけれど

も、やはり広域的な状況、寒河江だけの問題ではないという広域的な事態ということを県の方でも

重く受けとめて、その原因究明についても県を挙げて取り組んでいくということを確認していると

ころであります。そういった意味で、できるだけ早くその原因を究明しながら、先ほどおっしゃい

ました例の苗の補償の問題ということとも深く原因の究明がかかわってくることでありますので、

その辺を見きわめながら、市としてもできる限りの対応を農協等と一緒になってしていくという姿

勢で今おるところであります。 

○髙橋勝文議長 次に、平成23年度国県に対する重要事業の要望事項について質疑はありませんか。

川越議員。 

○川越孝男議員 今、市長から報告があった27件の報告があり、資料もいただいているわけでありま

すけれども、市の重要事業というのは、行政、議会まさに一体で取り組まなければならない課題だ

というふうに認識をしています。それで、これまでですと、行政報告でここで報告されるわけであ

りますけれども、議会に対しては正副議長と常任委員長、副委員長、こういう方々に事前に説明が

なされます。しかし、私は議会全体に、やっぱり重要事業ですので説明の機会を設けていくという



ふうに改めた方がいいのではないかというふうな考えを持っています。したがって、そのことにつ

いての市長の考え方をお聞かせをいただきたいと思います。具体的に言うならば、議会の全員協議

会で重要事業の説明をされると、そしていろいろ意見の交換もすると、そして西村山の総合開発の

方でまとめ上げあるいは検討、交渉しながら調整を図りながら国に要望していくという、こういう

手順を踏んだ方がいいのではないかというふうに思いますので、市長の見解をお聞かせをいただき

たいと思います。 

○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 重要事業につきましては、議会の方に対する事前説明ということに関しましては、

例年に従ってことしはさせていただいたわけでありますけれども、やはり市、部局それから議会も

一丸となって寒河江のこれからの課題について国県に要望していくということでありますれば、や

はり議員御指摘の点も考えなければいけない課題なのかなというふうに思います。ことしはもう進

んできておりますからやむを得ない点はあるわけでありますけれども、来年度の重要事業の要望過

程の中では、ただいまの御提案、御指摘も十分検討させていただいて、議会と一緒になって要望し

ていくようなことで御意見をちょうだいできる機会をさらにふやしていきたいというふうに考えて

いるところであります。 

○髙橋勝文議長 次に、平成21年度寒河江市土地開発公社決算及び平成22年度寒河江市土地開発公社

予算について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、平成21年度財団法人寒河江市体育振興公社決算及び平成22年度財団法人寒河江市体育振興

公社予算について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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全国市議会議長会表彰状及び感謝状伝達 

 

○高橋勝文議長 日程第５、全国市議会議長会表彰状及び感謝状の伝達についてであります。 

  事務局長から申しあげます。 

○柏倉隆夫事務局長 それでは、私から申しあげます。 

  去る５月26日、東京日比谷公会堂において開催されました第86回全国市議会議長会定期総会にお

きまして、本市議会から新宮征一議員、伊藤忠男議員、髙橋勝文議員が表彰を受けられました。ま

た、全国市議会議長会産業経済委員としての功績に対し、髙橋勝文議員に感謝状が贈呈されており

ますので伝達を行います。 

  最初に、表彰状の伝達を行います。新宮征一議員、伊藤忠男議員には議長から、髙橋勝文議員に

は副議長から伝達をお願いいたします。 

  初めに、新宮征一議員、御登壇お願いいたします。 

   〔新宮征一議員 登壇〕 

○高橋勝文議長 表彰状。寒河江市新宮征一殿。あなたは市議会議員として15年市政の振興に努めら

れ、その功績は著しいものがありますので、第86回定期総会に当たり、本会表彰規程により表彰い

たします。平成22年５月26日。全国市議会議長会会長五本幸正。 

  代読です。おめでとうございます。（拍手） 

   〔表彰状伝達〕 

○柏倉隆夫事務局長 伊藤忠男議員、御登壇願います。 

   〔伊藤忠男議員 登壇〕 

○高橋勝文議長 表彰状。寒河江市伊藤忠男殿。あなたは市議会議員として15年市政の振興に努めら

れ、その功績は著しいものがありますので、第86回定期総会に当たり、本会表彰規程により表彰い

たします。平成22年５月26日。全国市議会議長会会長五本幸正。 

  代読。おめでとうございます。（拍手） 

   〔表彰状伝達〕 

○柏倉隆夫事務局長 副議長、お願いいたします。 

  髙橋勝文議員、御登壇願います。 

   〔髙橋勝文議員 登壇〕 

○鈴木賢也副議長 表彰状。寒河江市髙橋勝文殿。あなたは市議会議員として15年市政の振興に努め

られ、その功績は著しいものがありますので、第86回定期総会に当たり、本会表彰規程により表彰

いたします。平成22年５月26日。全国市議会議長会会長五本幸正。 

  代読。おめでとうございます。（拍手） 

   〔表彰状伝達〕 

○柏倉隆夫事務局長 続きまして、感謝状の伝達を行います。 

○鈴木賢也副議長 感謝状。寒河江市髙橋勝文殿。あなたは全国市議会議長会産業経済委員会委員と

して会の運営の重責に当たられ、本会の使命達成に尽くされた功績はまことに顕著なものがありま

すので、第86回定期総会に当たり、親善なる感謝の意を表します。平成22年５月26日。全国市議会

議長会会長五本幸正。 



  代読。おめでとうございました。（拍手） 

   〔表彰状伝達〕 

○柏倉隆夫事務局長 以上で表彰状及び感謝状の伝達を終わります。 

 

人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 

 

○髙橋勝文議長 日程第６、人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについてを議題と

いたします。 

  本件については、お手元に配付しております文書のとおり、委員候補者２名の推薦について、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、市長から意見を求められております。 

  お諮りいたします。 

  これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、人権擁護委員の推薦については、市長の諮問のとおり同意することに決しました。 
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議 案 上 程 

 

○髙橋勝文議長 日程第７、報告第２号から日程第９、報告第４号まで、市長から報告を求めます。

佐藤市長。 

 

議 案 説 明 

 

○佐藤洋樹市長 初めに、平成21年度の補正予算で繰越明許の手続をとりました報告第２号平成21年

度寒河江市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について及び報告第３号平成21年度寒河江市公共

下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についての２案件を一括して御説明申しあげます。 

  報告第２号は、庁舎施設整備事業費等６億3,848万1,351円を、報告第３号は、公共下水道建設事

業費１億3,175万4,000円を、それぞれ平成22年度に繰り越したもので、地方自治法施行令第146条

第２項の規定により御報告申しあげるものでございます。 

  次に、報告第４号平成21年度寒河江市水道事業会計予算繰越計算書の報告について御説明を申し

あげます。 

  平成21年度建設改良事業において、配水管布設事業に係る工事費のうち、2,835万円の建設改良

費の予算を平成22年度に繰り越しをしましたので、地方公営企業法第26条第３項の規定により御報

告申しあげるものであります。 

  以上であります。 

 

質     疑 

 

○髙橋勝文議長 ただいまの報告第２号に対する質疑はありませんか。川越議員。 

○川越孝男議員 ３ページなり７ページに関係する関係でありますけれども、６の１の５の関係であ

りますけれども、繰越明許でありますので、経済対策など年度ぎりぎりに予算が通ったやつなどは

繰越明許というのは当然だというふうに理解をしていますけれども、この関係については、21年度

の当初予算で決定されていたものではないかなというふうな理解を私自身しています。そして、県

の方からもいろいろな意見も私のところにも寄せられました。それで、どういう事情で当初予算で

通ったものが繰越明許をしなければならない事態に至ったのか、原因と、それから再発防止のため

にどういうふうにやろうとしているのか。この点お聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、そういうたぐいのものが、この繰越明許の中にもっとあるのかどうかも、ないであろ

うというふうに思いますけれども、もしあるとしたらどういう部分なのか、教えていただきたいと

思います。 

○髙橋勝文議長 農林課長。 

○尾形清一農林課長（併）農業委員会事務局長 中向の農道橋の整備事業の繰り越しの理由でありま

すけれども、関係機関との協議におきまして、工事の手法並びに工程の変更により、工事期間が大

幅に延長になったことにより繰り越しをしたものであります。工事の手法といいますのは、当初設

計上で計画した内容につきましては、河川の工事と橋梁工の工事を同時並行して進めていくという



ことで設計を組んだわけでありますけれども、協議の中で河川の方の護岸工事を先にやっていただ

きたいという県からの指導がありまして、同時並行ができなくなったために工期が延長したもので

あります。 

○髙橋勝文議長 川越議員。 

○川越孝男議員 県の補助事業なんですね、県の方の。そして、私の方に県から言われているのは、

県の予算も西庁舎の関係で、村山総合支庁の中の西庁舎の関係で予算通っているのだけれども予算

執行されないと、どうなっているんだというふうに上部からも言われ、西庁舎でも寒河江の担当課

を呼んで、いろいろ途中でも指導したと。そして、秋の段階では、もう当初予算で通っているのだ

から、事業の業者の選定、入札をしてそして発注をしていくというふうな形ですけれども、今農林

課長から説明あったような状況ではないんです、県の方から言われているのは。したがって、そう

いうふうなことだったら県も理解をして、県が別なこともさんなねというようなことだったら理解

をしているというふうに思うんですが、業者も入札もしたと、決まったと、しかし発注がされてい

ないというようなことがあったんだそうです。県の方から私に対する話ですと。それでは非常に困

るので、状況をきちんと、やっぱり担当課、係任せではなくて、予算を通っていながらそういう状

況になっているとすれば、寒河江市全体で予算執行状況を的確に分析をしながら、何か問題があれ

ばそこに指導していくという、そういう対策が立てられないとしたら非常にまずい状態だというふ

うに私は思うんです。したがって、あとこれ以上言いませんけれども、市長、十分うなずいている

のでおわかりだというふうに思いますので、今後そういうふうなことのないようにきちんと対応し

ていただきたい、ということを申しあげておきます。 

○髙橋勝文議長 報告第３号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  報告第４号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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議 案 上 程 

 

○髙橋勝文議長 日程第10、議第37号を議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○髙橋勝文議長 日程第11、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 議第37号平成22年度寒河江市一般会計補正予算（第１号）について御説明を申しあ

げます。 

  このたびの補正予算は、住宅の新築・増改築経費の一部を助成する住宅建築推進事業費2,000万

円を追加するものでございます。その結果、予算総額は歳入歳出それぞれ147億8,000万円とするも

のでございます 

  以上、御提案申しあげましたが、よろしく御審議の上御可決くださいますようお願い申しあげる

次第であります。 

  以上であります。 

 

委 員 会 付 託 

 

○髙橋勝文議長 日程第12、委員会付託であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第37号については、会議規則第37条第３項の規定により、委員

会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しました。 

 

質疑、討論、採決 

 

○髙橋勝文議長 日程第13、これより質疑、討論、採決に入ります。 

  議第37号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより議第37号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 



  よって、議第37号は原案のとおり可決されました。 
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議 案 上 程 

 

○髙橋勝文議長 日程第14、議会案第３号及び日程第15、議会案第４号の２案件を一括議題といたし

ます。 

 

議 案 説 明 

 

○髙橋勝文議長 日程第16、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第３号及び議会案第４号については、会議規則第37条第３

項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、提案理由の説明を省略することに決しました。 

 

委 員 会 付 託 

 

○髙橋勝文議長 日程第17、委員会付託であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第３号及び議会案第４号については、会議規則第37条第３

項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しました。 

 

質疑、討論、採決 

 

○髙橋勝文議長 日程第18、これより質疑、討論、採決に入ります。 

  議会案第３号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより議会案第３号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議会案第３号は原案のとおり可決されました。 

  議会案第４号に対する質疑はありませんか。 



   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより議会案第４号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議会案第４号は原案のとおり可決されました。 
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議 案 上 程 

 

○髙橋勝文議長 日程第19、承認第１号から日程第35、陳情第２号までの17案件を一括議題といたし

ます。 

 

議 案 説 明 

 

○髙橋勝文議長 日程第36、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 まず、承認第１号、第２号及び第３号専決処分の承認を求めることについて、３件

とも関連がございますので一括して御説明申しあげたいと思います。 

  地方税法等の一部を改正する法律が平成22年３月31日に公布され、同年４月１日から施行された

ことに伴い、専決処分を行ったものでございます。 

  市税条例の改正内容は、個人市民税における給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告制

度の創設、たばこ税の税率の引き上げなどでございます。 

  都市計画税条例の改正内容は、地方税法の改正に伴う条項ずれ等を整備するものでございます。 

  また、国民健康保険税条例の改正内容は、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を

引き上げることなどでございます。 

  以上３案件について、議会を招集するいとまがなく急を要しましたので、地方自治法第179条第

１項の規定により専決処分を行ったものでございます。 

  よろしく御承認くださいますようお願い申しあげる次第であります。 

  次に、議第38号平成22年度寒河江市一般会計補正予算（第２号）について御説明申しあげます。 

  このたびの補正予算は、活力ある園芸産地創出支援事業費等を計上し、道路新設改良事業費等を

追加するものであります。その結果、１億1,106万2,000円の追加となり、予算総額は歳入歳出それ

ぞれ148億9,106万2,000円とするものでございます。 

  次に、議第39号平成22年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について御説明を

申しあげます。 

  このたびの補正予算は、非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減措置のシステム改修に伴う一

般管理費236万3,000円を追加するものでございます。その結果、予算総額は歳入歳出それぞれ39億

7,672万円とするものでございます。 

  次に、議第40号寒河江市情報公開条例の一部改正について御説明申しあげます。 

  市民に信頼される行政の構築を図るため、開かれた透明性の高い行政の推進に向け、情報公開請

求者の制限等を撤廃するなど所要の改正をしようとするものでございます。 

  次に、議第41号寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について御説明申しあ

げます。 

  これは、国家公務員に準じ、育児のための時間外勤務の免除制度や、短期の介護休暇を新設する

など所要の改正をしようとするものでございます。 

  次に、議第42号寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について御説明を申しあげま



す。 

  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業をとることができる職員の範

囲の拡充など、所要の改正をしようとするものでございます。 

  次に、議第43号寒河江市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申しあげま

す。 

  市立病院医師の勤務条件の改善を図るため、時間外勤務手当等の支給について所要の改正をしよ

うとするものでございます。 

  次に、議第44号寒河江市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税課税免除条例の一部改正

について御説明を申しあげます。 

  山形県内陸地域基本計画の変更に伴い、集積業種として指定する業種について所要の改正をしよ

うとするものでございます。 

  次に、議第45号市道路線の廃止について御説明を申しあげます。 

  道路網の再編を図るため、３路線を廃止しようとするものでございます。 

  次に、議第46号市道路線の変更について御説明を申しあげます。 

  道路網の再編に伴い、３路線の起終点を変更しようとするものでございます。 

  次に、議第47号市道路線の認定について御説明を申しあげます。 

  円滑な道路交通の確保と住民生活の向上に資するため、39路線を認定しようとするものでござい

ます。 

  以上、13案件を御提案申しあげましたが、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い

申しあげる次第であります。 

  以上であります。 

 

散    会    午前１０時２２分 

 

○髙橋勝文議長 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第２号         第２回定例会 

   平成２２年６月３日（木曜日）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

再    開    午前９時３０分 

 

○髙橋勝文議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。

 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進めてまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○髙橋勝文議長 日程第１、これより一般質問を行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、一議員につき答弁時間を含め60分以内とし、質問回数は

４回までとなっておりますので、質問者は要領よくかつ有効に進行されますよう御協力願います。 

  この際、執行部におかれましても、答弁者は質問者の意をよくとらえられ、簡潔にして適切に答

弁されるよう要望いたします。 

 

 

 



  一般質問通告書 

  平成２２年６月３日（木）                       （第２回定例会） 

番号 質 問 事 項 要           旨 質 問 者 答 弁 者 

１ 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化防止対

策について 

 

 

 

 

 

①二酸化炭素削減推進計画の策定につい

 て 

②市民の認識と取組の啓発について 

③太陽光発電システムの普及拡大につい

 て 

④クリーンエネルギーの小水力発電につ

 いて 

６番 

杉 沼 孝 司 

 

 

 

 

 

市   長

 

 

 

 

 

 

２ 

 

３ 

高齢者福祉につい

て 

災害時要援護者避

難支援について 

①高齢者地域見守り支援体制について 

②第４期介護保険事業計画について 

個別避難支援プラン登録について 

５番 

工 藤 吉 雄 

市   長

 

市   長

４ 

 

 

 

 

５ 

 

国の施策に対する

市長の見解につい

て 

 

 

中学校給食の業務

委託について 

補助金削減や一般財源化が進む中市長は

どのような市政をしようとしているのか

①保育行政について 

②国民健康保険について 

③教育行政について 

①プロポーザル方式にした理由は何故か

②受託者募集に１件しか応募がなかった

理由をどのように考えているか 

③複数事業者が応募出来る条件を整え再

募集する考えについて 

１５番 

佐 藤 暘 子 

市   長

 

 

 

教育委員長

教育委員長
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杉沼孝司議員の質問 

 

○髙橋勝文議長 通告番号１番について、６番杉沼孝司議員。 

   〔６番 杉沼孝司議員 登壇〕 

○杉沼孝司議員 おはようございます。 

  まず最初に、これまで私が就任してから３年幾らかになるわけでありますけれども、こんなにた

くさんの傍聴者の方が来てくださったということは本当に初めてで、大変うれしいことだと思いま

す。大変御苦労さまでございます。感謝申しあげます。 

  まず、多くの国民の期待を受け、昨年の９月に発足しました鳩山政権、残念ながらきのう鳩山総

理の辞任表明ということになってしまいました。私もちょうどテレビをつけておって、その一番最

初からずっとこう見させていただいたということであります。まずは国民生活のため、政治の停滞

のないことを願っておるものであります。 

  私は、新政クラブの一員として、議員活動の中で多くの市民から寄せられた意見について、通告

番号に従い一般質問に入らせていただきます。 

  通告番号１番、地球温暖化防止対策について伺います。 

  ことしは暖冬予想から一転、遅くまでの降雪、融雪のおくれ、低温などからか、桜の開花等が予

想よりおくれ、また、昨年は新型インフルエンザの発生、ことしは宮崎県での口蹄疫の発生等で、

国内、国民が混乱している。これも世界じゅうの地球全体の気候変動のあらわれかと危惧されるも

のであります。しかし、地球温暖化は着実に進んでおります。 

  そこで問題なのは、地球温暖化である。地球温暖化の原因は、二酸化炭素を代表とする温室効果

ガスと言われております。特に家庭からの排出量は1990年と比べると42.5％も増加している。地球

温暖化は50年前より急上昇し、2100年までの間に平均気温が5.8度ほど上昇すると予測されており

ます。温暖化が進み気温が上がると、氷河が溶け出したり海水が90センチメートルも上昇すると予

測され、海抜の低い地域では水没の危機に直面し、また、大型台風、ハリケーン、洪水等の異常気

象の多発、マラリア等の感染症の拡大という悪影響が予測されております。また、食料・水資源の

不足、生態系の崩壊といったおそれもあります。 

  さて、今、世界を挙げて取り組まなければならない問題として、世界じゅうの人と動物や生き物

の命を守るために、地球温暖化の防止、二酸化炭素の削減に計画的に取り組んでいかなければなら

ないものであります。地球温暖化がもたらす人類や農作物への影響ははかり知れないものがあるこ

とは、既に皆様も御承知のとおりであります。人類と生き物の命を守り、日本の国土を守るために

も、地球温暖化防止には私たち市民一人一人がもっと積極的に真剣に取り組む必要があるものと思

います。 

  鳩山総理は、昨年９月の国連気候変動サミットで、温室効果ガス排出量を2020年までに1990年対

比で25％削減するという目標を世界に表明しました。政府では、地球温暖化防止対策の国民運動と

して、家庭からの二酸化炭素削減のため、家電エコポイント制度、住宅エコポイント制度や太陽光

発電の普及による「チャレンジ25キャンペーン」を展開中であり、本県でも１人１日１キログラム

二酸化炭素削減運動を展開中であります。今、美しい地球を守るため、全国の県や多くの市町村で



は、市有施設の二酸化炭素削減のための実行計画や市全体の二酸化炭素削減推進計画を策定し、さ

まざまな方策で二酸化炭素削減に取り組み中であるが、本市での推進計画等の策定はどうなってい

るのか。また、同僚議員が前に地球温暖化について質問した際、省エネの自己評価取り組みのチェ

ックシートが取り上げられましたが、その活用状況はどう進んでいるのか、市民にどのように認識

してもらい取り組まれているのかを伺いたいと思います。 

  次に、発電時に二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーとしての太陽光発電の普及のため、

国や県で補助制度を設け、また、電力会社による余剰電力の買い取りを行うなど、温室効果ガス削

減のため官民挙げて二酸化炭素の削減に取り組み、さらに市・町独自の補助制度を設け、二酸化炭

素の削減に取り組んでおります。山形県内13市の中でも、既に六つの市で独自補助を実施し、二酸

化炭素削減に積極的に取り組んでおります。環境に配慮し、住んでみたい、住みたいと、子育てす

るなら寒河江市だと思ってもらえるまち、人口減少を食いとめるためにも環境を守るまちとしての

本市を内外にアピールするにおいても、二酸化炭素の削減への積極的な取り組みとして太陽光発電

の普及、拡大を図るべきと思います。市住宅建築推進事業補助金では、太陽光発電装置の設置につ

いても補助該当となっておりますが、太陽光発電装置が含まれる申請は現在何件あるのかお伺いい

たします。 

  次に、都道府県別の自然エネルギーの自給率ランキングが発表されております。１位が大分県の

25.2％、本県は6.03％で15位と、市町村別では熊本県五木村が1,599％と断トツの１位であります。

本県では、隣町の西川町が174.3％で、100％を大きく超えている。ランキングの上位はいずれも小

水力発電が主力となっております。本市は自然に恵まれ、最上川や寒河江川といった大河を初め、

豊富な水がたくさん流れている支流や農業用水路がたくさんあります。クリーンエネルギーな小水

力発電により、二酸化炭素削減に取り組むにはもってこいの地域であり、小水力発電やマイクロ水

力発電に取り組むべきと思うがどうか伺い、第１問といたします。 
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平成２２年６月第２回定例会 

○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  杉沼議員からは、地球温暖化防止対策ということで、大きく４点ほど御質問いただきましたので、

順にお答えを申しあげたいというふうに思います。 

  地球温暖化の問題につきましては、さまざまな議論があるわけでありますけれども、その影響に

ついては御案内のとおり、大型台風の発生を初めとする自然環境や生態系の変化、そして農業生産

力の低下による食糧危機の到来など、さまざま指摘をされているわけであります。まさに地球的な、

全地球的な取り組みが求められているという状況にあるわけであります。 

  こうした中で、寒河江市におきましては二酸化炭素の排出量を減らすという観点から、ごみの分

別収集について県内でも最も早い時期に実施を始めたところでありますし、生ごみの減量のための

生ごみ処理機購入に対する補助、さらには集団資源回収を広めるための助成、そして市報に掲載し

て、「あげます・譲りますコーナー」によるリサイクルの促進、そして「ノーレジ袋・マイバッグ

運動」の推進などということで、市民生活の観点からさまざまな方策を講じてきたところでありま

す。また、事業所に対しましては、特に今年度、村山地域地球温暖化対策協議会との共同事業とし

て、市内の事業所や工場に専門家を派遣して、エネルギーの使用状況を診断し適切な助言をしてい

ただく「省エネ診断」を実施する予定でございます。いずれにしても、二酸化炭素の排出量の削減

については、従来にも増して一層推進していかなければならないというふうに考えているところで

ございます。 

  御質問の寒河江市の推進計画等の策定についてでありますが、市町村が定める地球温暖化防止に

係る計画については、御案内のとおり二つの計画があるわけであります。一つには地方公共団体の

みずからの事業において、温室効果ガスを削減するための実行計画というものを策定することにな

っております。そしてもう一つは、市全体の温室効果ガス排出抑制のための計画、地域推進計画と

いうものを定めるということになっているわけであります。 

  最初の、市有施設などにおける地球温暖化対策となる実行計画についてでありますけれども、内

容的には、例えば市の公用車を順次低公害車に更新していくこととか、市の施設に、先ほど杉沼議

員のお話にもありましたけれども、太陽光発電装置を設置をするといった内容なども盛り込まれよ

うかというふうに思っているわけであります。この実行計画については、先般策定をさせていただ

きました市の行財政改革指針・前期アクションプランにお示しをしているわけでありますけれども、

今年度中に計画策定の検討準備を行い、平成23年度、来年度に策定を目指していきたいという考え

で今おります。 

  また、市全体の計画であります地域振興計画につきましては、環境省から計画策定のガイドライ

ンというものを示されております。これによりますと、計画の内容については、まず二酸化炭素排

出量の削減目標というものを定め、その目標を達成するために必要な市民生活並びに事業活動にお

ける具体的な取り組みを提示をするというものでございます。取り組みの一例を挙げてみますと、

市民生活の面では、冷蔵庫には物を余り詰め込み過ぎないようにとか、自動車の使用を自粛してで

きるだけ徒歩や自転車を利用するといったようなことでありますとか、また、事業活動面では冷房



は28度、暖房は20度を目安に温度設定をするとか、夏はクールビズ、冬はウォームビズを徹底する

といった内容が主な内容というふうになっているわけであります。 

  こうした取り組みについては、寒河江市におきましてもこれまでも市報などを通じまして幾度と

なく市民の皆さんそして事業所の皆さんにも呼びかけてきた事柄というふうに理解しているところ

であります。今年度策定を見直しを予定しております第５次の寒河江市振興計画の中でも、当然の

ことながら環境の問題というのは大きなテーマとして検討されていくことというふうに思っており

ます。今後ともそのガイドラインに示された取り組み、あるいは今まで申しあげました取り組みを

積極的に進めて、環境の対策というものを講じていかなければならないというふうに思います。地

域推進計画の策定については、まず何よりも市民の皆さんのさまざまな取り組みの実践状況、そし

て、先ほど申しあげましたとおり23年度、来年度に予定しております市の実行計画の進行状況など

を勘案していく必要があるというふうに理解しております。 

  また、先般の新聞報道によりますと、政府は温室効果ガス削減に向けて、政府を総動員して実施

をしていくんだと、こういうふうに表明しておりますし、県では今年度、山形県の地域推進計画を

見直すということになっているわけであります。ぜひ、その見直しの状況なども踏まえながら、ま

た、国の取り組みなども勘案しながら、鋭意地域振興計画の策定を検討していく必要があるという

ふうに考えているところであります。 

  次に、チェックシートの活用状況についてお尋ねであります。御案内のとおり、政府は2020年ま

でに温室効果ガスを1990年比で25％削減するという目標を掲げているわけであります。その中で、

家庭での対策というものを一つの大きな柱に掲げているわけであります。市民が地球温暖化に対す

る強い意識を持って、一人一人が温室効果ガスの削減に向けて取り組むということは大変重要なこ

とであるというふうに認識しているわけであります。本市におきましても、平成20年度から１人１

日１キログラムＣＯ２削減、家庭のアクション運動というものを、県と連携をしながら取り組んで

いるわけであります。家庭の中から温室効果ガス削減運動を展開しているところであります。これ

については、一人一人、個人個人がどのような取り組みをすれば何グラムの二酸化炭素削減が果た

されるかというようなことについて、さまざまな省エネ方法がチェックシートによって自己評価で

きるものであります。寒河江市の中からは平成20年度については195人が参加を、そのチェックシ

ートに参加しておりますし、21年度については227人が自己評価の参加をしているところでありま

す。地球温暖化に対する市民の意識は、そういった意味で年々徐々に高まってきているわけであり

ますけれども、さらに一層の取り組みが必要かというふうに認識しておりますので、今年度につい

ても市報に掲載をして呼びかけるなど、引き続き積極的にＰＲをしていきたいというふうに思って

いるところであります。できるだけ多くの皆さんに参加していただいて、この運動を進めていかな

ければならないというふうに理解しているところであります。 

  次に、太陽光発電システムの補助についての御質問でございますけれども、先ほど杉沼議員から

も御指摘ありましたけれども、寒河江市においては御案内のとおりこの４月から市民の住環境の改

善、それから地域経済の景気浮揚対策の一環として、「住宅建築推進事業」というものを実施をい

たしました。太陽光発電装置の設置についても補助対象としているところであります。先般の市政

報告でも申しあげましたけれども、５月24日現在で、この「住宅建築推進事業」については114件

の交付申請申し込みがあったわけでありますが、その中には太陽光発電装置に関する申請というも



のはございませんでした。しかしながら、電話での問い合わせが数件ありましたので、これから何

件かは太陽光発電装置を伴う申請も出てくるのではないかというふうに期待をしているところであ

ります。 

  最後に、クリーンエネルギーの小水力発電についての御質問でございましたけれども、地球温暖

化対策を推進する上で、石油代替エネルギーあるいは自然エネルギーとして期待されるものは、御

質問のあった太陽光発電それから小水力発電のほかに、風力発電、地熱発電、バイオマス発電とい

うようなさまざまなシステムがあるわけであります。小水力発電、マイクロ水力発電、取り組むべ

きではないのかというような御提案でありますけれども、御指摘のとおり、寒河江市そして西郡全

体は豊かな水資源に恵まれた地域でもありますので、十分参考にさせていただいて、他の事例など

も参考にさせていただいて、今後こうした自然エネルギーの活用について大局的に検討をしていく

必要があるというふうに理解をしているところであります。 

  以上であります。 
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平成２２年６月第２回定例会 

○髙橋勝文議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 第１問に対する御答弁ありがとうございました。 

  それで、市有施設の二酸化炭素削減計画について、先ほど御答弁ありました寒河江市行財政改革

指針、アクションプラン、これによって23年度に作成するということでありますが、できるだけ早

く策定し、温暖化防止のため二酸化炭素削減に取り組んでいただきたいというふうに思います。そ

れでなくても、減らそうとしてもふえている状況にある中でありますので、まず市民に手本を示す

というふうな意味からも、市の方で早く実施をしていただきたいものだというふうに思います。お

願いをしておきたいと思います。また、市の全体の計画につきましては、県の計画見直しや、よそ

の市とか国の動きというものもあるわけでありますけれども、検討するということですけれども、

これらもやはり早く策定し実行する必要があるわけでありますから、よその市や何かにとらわれる

ことなく、早く進めていただきたいというふうに思っておるわけであります。 

  特に、県では家庭より排出される二酸化炭素は、県全体の排出量に占める割合が20.9％となって

いると、そして2006年度よりも増加しているというふうに分析をしているようであります。東京都

のある市では、家庭の二酸化炭素排出量を把握するために、市内の全２万8,000世帯に環境家計簿

というものを戸別訪問で配布して、そして回収して全体量をきちんと把握するというふうな温暖化

防止対策に、計画に活用するというふうなものもございます。本市においても、できるだけ早く策

定をしていただきたいわけでありますけれども、計画策定するに当たりましては、特に家庭よりの

排出量の抑制のためにも、その排出量の把握をより実効性のある計画の策定にしていただくために

も、把握をしていただくようにお願いをしておきたいと思います。 

  さらに、二酸化炭素削減に対する市民の認識と取り組みの啓発についてでありますけれども、先

ほどありました１人１日１キログラム二酸化炭素削減運動、これらの運動に227人の参加があるよ

うでありますが、本市の世帯数から見ますと２％弱というふうに思われます。県内の他のまちでも

相当多く、この前の新聞報道ですと八百何人ですか、寒河江市よりも若干規模の小さいところでも

そのような参加人数というか取り組みが行われておったようであります。もっと多くの市民が気軽

に簡単に参加しやすいようなチェックシートを作成し、参加率の向上に努めていただきたいという

ふうに思います。 

  次に、地球温暖化防止対策の上で最も有効である施策の一つが、住宅用太陽光発電システム導入

に対する補助であると思われます。現在本市が実施している住宅建築推進事業の中に、先ほど御答

弁ありました太陽光発電装置設置に対するメニューが盛られておりますが、利用されている人がゼ

ロだと、若干の電話での問い合わせ等があるということでありますけれども、         

                                            

                                            

                                            

                               、その中ではなく二酸化炭素

削減という名目で独自に切り離して補助制度を設けるべきではないかなというふうに思います。例

えば、その際には、これも参考例でありますけれども、埼玉県の宮代町の制度は、補助金として支

払われるのではなく、町内の商店で買い物をした場合に限り領収書を持っていけば最大５万円が支



払われるというようなユニークな取り組みをしている事例もあります。こういったものを参考にし

てはどうなのかなというふうにも思うわけであります。二酸化炭素削減と地域経済の活性化と二重

の効果があるものと思いますので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。 

  次に、小水力、マイクロ水力発電等の自然エネルギーの活用についてでありましたが、これらに

つきましても、風力とか地熱、バイオマス発電、さまざまな自然エネルギーというかクリーンエネ

ルギーの発電種類はあるわけでありますけれども、さらには当地域が水の豊富なところと、これか

らも総体的に検討というふうなことでありましたが、やはりこういう自然エネルギーの活用につい

ては、最も二酸化炭素削減については有効なものではないかなというふうに思います。上下水道を

利用した発電、上水道や下水道を利用したもの、これが首都圏でさえ58カ所ほどあるようでありま

す。資源エネルギー庁によると、小規模水力発電の適地は全国に1,609地点あるそうであります。

そのうち未利用地1,389地点あると言っております。地球温暖化防止のため、ぜひ自然エネルギー

の活用についても前向きに御検討いただくことをお願い申しあげまして、第２問といたしたいと思

います。 
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○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 何点か御質問いただきましたので、お答えを申しあげたいというふうに思いますが、

地球温暖化の防止策そして環境問題というのは、何回も申しあげましたとおり非常に大きなこれか

らのテーマでありますし、行政としても積極的に取り組んでいくというふうに考えているところで

あります。先ほど答弁しましたけれども、実行計画、市みずからの事業それから市有施設の二酸化

炭素排出量の抑制計画、実行計画については、できるだけ早く23年度、つくっていきたいというふ

うに思いますし、それを一つの起爆剤というんですか、それをきっかけにしてさらに市全体の推進

計画の策定につなげていくということも、やっぱり視界目標として実施をしていきたいというふう

に考えております。それと同時に、計画ができてから実行するということだけではなくて、日常的

にというんですか、これまでもいろいろな対策を市民の皆さんにも御協力をいただいてしているわ

けであります。チェックシートについても、そういう観点で県の方とも連携をしながら進めてきて

いるわけであります。先ほど申しましたが、議員も御指摘のとおり、なかなか市民の皆さんにもま

だ利用する方々が少ないというのも実態でありますし、ここにあるわけでありますけれども、これ

はやっぱり一応登録をして申請をしてするということの手続上のいろいろな煩雑さなどもあります

し、市報などを通じてこういうチェック項目を掲載をして、そしてみずから家庭にいながらチェッ

クできるような啓発というんですか、そういうことについても今後検討して進めていきたいという

ふうに考えているところであります。 

  それから、住宅用の太陽光発電については、まだ住宅建築推進の事業の中では申請がないわけで

ありますけれども、いろいろ独自に各自治体で太陽光発電の助成措置を、国、県に上乗せをしてや

っているというのもあるわけであります。ただ、現状の補助の割合、補助の額からすると、この住

宅建築の助成の、住宅建築補助の割合については遜色のない制度ではないかというふうに思います

から、また、先日可決していただきましたので、さらに我々としても太陽光発電の設置についても

住宅建築の事業の推進の中で大いにＰＲをしていきたいというふうに思っているところであります

が、先般の宮代町での事例などは非常にユニークな制度だというふうに思いますので、さまざまな

面での波及効果というものを期待できるというふうに認識をしますので、我々としてもいろいろ調

査をさせていただきながら検討していきたいというふうに思っているところであります。 

  それから、水力発電、小水力、マイクロ小水力発電についても、先ほども申しあげましたけれど

も、これからのクリーンなエネルギーとしては大変将来性もあるのではないかという認識を持って

おりますから、その辺は今すぐというわけにはなかなかいかないわけでありますけれども、研究を

しながら、その可能性について調査をしていくということが必要かというふうに認識しているとこ

ろであります。 

  以上であります。 

○髙橋勝文議長 杉沼議員。 

○杉沼孝司議員 大変ありがとうございました。 

  太陽光発電についても検討されていくということでありますけれども、まず、市独自の補助につ

いて、これも市、特に山形市の参考例でありますけれども、テレビでコマーシャルまで出している

というふうなこともございます。ひとつ温暖化防止に対する気構えというようなものが違うのかな、



それにも負けないで当市においてもそういう気構えを持っておると思いますので、ぜひ積極的に取

り組んでいただければありがたいというふうに思います。これらをお願い申しあげまして私の質問

を終わりたいと思います。 
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工藤吉雄議員の質問 

 

○髙橋勝文議長 通告番号２番、３番について、５番工藤吉雄議員。 

   〔５番 工藤吉雄議員 登壇〕 

○工藤吉雄議員 おはようございます。 

  大勢の傍聴者の皆さん、どうも御苦労さまでございます。 

  私は、新政クラブの一員として、また、次に掲げる高齢者福祉問題に関心のある市民を代表して

質問します。答弁よろしくお願いいたします。 

  生活の多様化、個々の生活の尊重、核家族化の進展、こうした社会意識変化の中、メディアに登

場する孤独死あるいは無縁死とかの話題は、都会にだけにあるものと考えていました。しかし、こ

うした事柄は、山形にそして身近にあるものだと知らされた事件がありました。 

  その１に、ひとり暮らしの女性、80歳代で、先ごろまで元気な姿で生活されているところを近所

の方は見かけていると言われております。しかし、数日間姿が見えないので、近所の方が訪問して

みたが反応がなく、ポストに数日分の新聞がそのままの状態にありました。遠くにいる縁者に連絡、

警察の手により家の中に入ってみたら死亡していたということです。警察調べによれば、脳内血管

障害原因による気絶、そのまま３日ほど呼吸を続けられてから死に至ったと発表されております。

死後３日ほど後に発見に至ったとのことです。結局、１週間ほど経過してからおかしいぞと気づい

たのです。 

  その２、親子２人世帯、高齢者と障害者での出来事であります。息子が呼吸困難に陥り身動きが

できない状態でいるのを、近所の方により発見。救急車にて病院へ緊急搬送され、生死の境をさま

ようような状態になりました。残された母親は、薬を常時服用の必要がありました。90歳を超えて

いることを知っている近所の方々は、朝、昼、晩と見舞ったところでございます。これまで息子頼

りの服薬でありました。一人きりになり、不適当な服用となり、ぐったりしている状態で近所の方

により発見。病院に救急車で搬送されました。医師は一時的な薬あたりのようなもので、身体的に

は問題ないから帰ってよいと、しかし、同じことが次の日にも起こり、無理やり入院をお願いした

ところでございます。彼らの世話を頼める親戚、身内が近くになく、遠くにいることはわかってい

たが、住所、電話番号などがわからず、連絡のとりようがなかったので、とりあえず近所の人々に

よって２人の入院等々の手続を行ったところです。 

  市の福祉状況調査によれば、前述のようなケースになり得るかもしれない状況にある世帯が、年

ごとに増加しているのがうかがえます。65歳以上ひとり暮らし世帯、高齢者夫婦世帯、高齢者のみ

の世帯でいえば、平成20年には1,672世帯、平成21年には1,700世帯、ことし平成22年には1,837世

帯であります。核家族化が進み、高齢化が進み、結果今は80歳以上のみの世帯も多く見受けられま

す。私は、議員活動の中で、次のようなことが複数回ありました。「お母さん、しばらく見えなか

ったようでしたが何かありましたか」と尋ねたら、「少しぐあいが悪くなったので、半年ばかり娘

のところで世話になってきた。今はよくなったので１人でも暮らせる」とお話ししてくれました。

しかし、前述の事例にも述べているように、きのうは元気な姿を見せていたが、きょうはどうかわ

からない。倒れているかもしれない。そうでないかもしれない。例二つを通して考えると、死なな



くてもよい命がなくなったのではないのか、死線をさまようような思いをしなくても済んだのでは

ないのか、もしここに何かしらの手があったらと思うのです。 

  平成22年度市政運営要旨の中に、「安心して暮らせる長寿社会を目指し、地域での見守り支援の

体制づくりを実施」とあります。今、一生懸命準備されていると思いますが、見守る必要のある世

帯数の推移、そして地域見守り支援の方策を伺います。 

  だれもが元気で健康な姿で年を重ねたい。そのための支援事業、種々たくさんのメニューがあり

ます。特に、高齢者ふれあいサロンについて抜き出せば、新佐藤市長になってから急激にその数が

増しております。平成19年度22団体、平成20年度24団体、平成21年度49団体と、地域公民館におい

て積極的に実施されているのはうれしく思います。なるべく多種の事業に参加し、心身とも健康で

ありたいと思うものです。 

  しかし、介護が必要になってしまう方のあらわれも現実であります。当市において、認知症も年

ごとに高齢者認知症率が高くなっており、昼夜逆転、台所よりの危険、家族も疲れるのよと、話し

てくれる方もおられます。前例にも述べましたが、見た目には健康であっても毎日飲んでいる薬さ

え不適当な服用をしてしまう、これが実態であります。このような中、施設入所待機者も大勢おら

れると聞きます。第４期介護保険事業計画中、特別養護老人ホーム、認知症対応型グループホーム

等の施設整備はどの程度まで進んでおられるか伺います。 

  身近での事件を目の当たりにして、私なりに感じたことですが、支援対象該当世帯のうち、高齢

者夫婦世帯、その他の高齢者２人世帯は、２人でいるから支え合い生活が成り立っているというこ

とです。考え方をもう一つ別な方向に向けたとき、ひとり暮らし高齢者世帯、高齢者夫婦世帯、そ

の他の高齢者２人世帯にとって、ある日突然起こり来る緊急事態のときはどうするのでしょうか。

例えば自然災害が起こったときなどは、どうすればよいのでしょうか。個々のプライバシー保護に

努めなければならないとは思いますが、少なくとも防災関係者、自治組織の長は知っている必要は

ないのでしょうか。該当世帯とその事情を知らずして、初動対応はなし得ない気がします。知って

いればこそ、日ごろより心配りができるのだと考えます。緊急通報装置を取りつけても、その周辺

の認識がばらばら、または知らなかったでは力を発揮するに半減してしまうと思います。当市では、

昨年市報10月20日号にて、災害時要援護者避難支援、個別避難支援プランに登録のすすめの広報が

出されました。登録対象者の中の一つに、65歳以上高齢者、その中でひとり暮らし高齢者世帯、高

齢者世帯とあります。さきに述べている事例対象世帯と全く同じであります。現在、個別避難支援

プランに何世帯の登録がありますか。そして、この登録を地域見守り支援に活用できないのでしょ

うか。以上のことを伺って第１問とします。 
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○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 工藤議員からは、高齢者福祉をめぐる問題、そして災害時の要支援者避難支援につ

いての御質問をいただきましたので、順次お答えを申しあげたいというふうに思います。 

  まず、高齢者福祉の問題についてでありますけれども、御案内のとおり寒河江市におきましても

少子高齢化、人口減少化というものは進んでいるわけであります。今年３月末現在では、高齢化率

は26.3％というふうになっているわけであります。こうした状況の中で、高齢者の孤立化、そして

病気や介護不安によるストレスなど、高齢者の方が住みなれた地域で生活をしていく上で、さまざ

まな不安そして課題というものが表面化してきているのが現実ではないかというふうに思います。

孤独死それから無縁死という工藤議員、事例を挙げてお話しになりましたような最悪の事態という

ものは、何としても避けなければなりません。そしてさらに、さまざまな不安、課題というものを

取り除いて、すべての高齢者の皆さんが、多くの市民の皆さんの支え合いによって安心・安全に暮

らしていける地域社会を目指していくということが必要であります。そのためには、もちろん行政

のみならず、地域の方々、住民の方々がお互いに協力し合う、そういう仕組みづくり、取り組みと

いうのがやはり必要不可欠であろうというふうに認識しているところであります。工藤議員も御指

摘でありますけれども、そのためには公的な機関による見守りのみならず、最も身近な隣近所の皆

さん方を含めた、そういうふだんの見守り、支え合いというのが、やっぱり大変重要ではないかと

いうふうに認識しているところであります。御指摘のとおりだというふうに思っているところであ

ります。 

  まず、御質問にお答えしたいと思いますが、見守りの必要な世帯数の推移ということであります

けれども、先ほど工藤議員が御披露いただきましたけれども、65歳以上の寝たきりの方、ひとり暮

らしの方、それから高齢者夫婦の方そして高齢者のみの世帯という御披露がありましたが、我々と

しては一つの目安として、認知症の方、世帯というものを加えた数字を見守りが必要な世帯という

ふうにとらえているところであります。これは延べ人数になるわけでありますけれども、平成18年

は1,648世帯、平成19年は1,689世帯、20年は2,035世帯、21年は2,033世帯というふうになっている

わけであります。増加傾向にあるというふうに認識しているところであります。こうした方々への

地域見守り支援の方策でありますけれども、これまでもさまざまな支援体制というものはとられて

きているのは御案内のとおりであります。一つには民生児童委員の方々の日常活動による見守り、

さらには在宅介護や介護予防サービスの利用者の方、約1,000名おられますけれども、その方々に

ついては、担当ケアマネジャーを通しての見守り、さらにはふれあい給食による週３回の定期的な

配食による安否確認、106世帯の方を対面の配達で健康状態も含めて見守っているというわけであ

ります。それから、お話にもありましたけれど、ふれあい元気サロンについても、今年度はさらに

４カ所ふえて53カ所で2,407名の方が参加されるということであります。会員相互の見守りとして

有効に機能しているのではないかというふうに考えております。さらには、介護士資格を有する特

定高齢者指導専門員によります虚弱高齢者の方、291名ほどいらっしゃいますけれども、訪問見守

りも行っているわけであります。さらに、今年度設置をいたしました長寿推進員によります要支援

高齢者宅の直接訪問による状況把握、見守りというものを進めようとしているわけであります。先



ほど申しあげましたとおり、仕組みづくりというものも大事でありますので、今年度、民生児童委

員の方、それから交番の駐在所の警察官の方、そして地域包括支援センターとの情報交換のための

見守り支援会議というものを各地区民生児童委員協議会単位につくろうということで予定をしてい

るところであります。 

  しかしながら、これで十分ということにはならないわけであります。議員の事例もありましたけ

れども、ぜひそういったことを予防していく、防止をしていくというためには、縦の支援だけでは

なくて、面的な支援、要するに地域全体、地域としての支え合うシステムづくりというものがやは

り必要になってくるのではないかというふうに思っています。御案内のとおり、今年度寒河江市の

地域福祉計画というものを策定する予定にしております。この計画の中で、これまでの公的なさま

ざまな、先ほど申しあげましたとおり、そうした見守りに加えて、やはり地域の皆さん、もちろん

民生児童委員の皆さんも含めてですけれども、そうした地域の皆さんの全体での見守りのシステム

づくりを取り組んでいきたいというふうに考えているところであります。そうした方向性の中で、

今年度はその手始めとして、認知症高齢者見守り事業とその一環として柴橋地区において地域見守

りのネットワークの構築に向けた取り組みを実施をしていきたいというふうに考えています。そし

て、実施検証をした上で、さらに他の地域にも拡大できればというふうに今考えているところでご

ざいます。御理解を賜りたいというふうに思っているところであります。 

  次に、介護老人福祉施設の整備状況についてお尋ねがありましたが、御案内のとおり第４期の介

護保険事業計画は、平成21年度から23年度までの３カ年計画であります。その中においては、一つ

は在宅の介護サービスは、デイサービス、通所介護を中心に、利用者数は増加するであろうという

ふうに見込んでいるわけであります。また一方、介護施設整備につきましては、本年度、特別養護

老人ホーム長生園で20床の増床、来年23年度においては、特別養護老人ホームしらいわで30床の増

床の建築着工が予定されているところであります。また、認知症対応型共同生活介護施設、グルー

プホームでは、あしたばさんの方で今年度１ユニット９床の増床というものを予定されているわけ

であります。ほぼ計画どおり進んでいくのではないかというふうに認識しているところであります。 

  次に、災害時の要援護者避難支援について御質問がありましたので、お答えをしたいというふう

に思います。平成16年度、新潟県中越地震において、高齢者等災害時要支援者の方が大変犠牲にな

られたというケースがあったわけでありますので、国においては翌平成17年の３月に避難支援のガ

イドラインというのを定め、また県の方でも平成17年の12月に支援指針というものを定めているわ

けであります。こうした国、県の対応を受けて、市の方でも21年に要援護者の避難の支援計画とい

うものを定めたところであります。この計画に基づいて、自力で避難できない要援護者の方々、い

わゆる要介護者の方、それからひとり暮らしの高齢者の方、御指摘ありましたけれども、そのほか

もちろん障害者の方、さらには日本語にふなれな外国人の方などを対象にして、個別避難支援プラ

ンに登録していただいて災害に備えることとしたところでございます。このプランでは、登録者の

避難誘導さらには安否確認に活用していくために、避難支援者や各関係機関が登録者の個人情報と

いうものを共有することになっております。この登録については、先ほど御指摘がありましたけれ

ども昨年10月20日号の市報に掲載をしたわけでありますけれども、ことし５月末現在では715名の

方の登録があったわけであります。登録者名簿については、現在市それから各地区民生児童委員の

方が情報を常時共有をして、万一の災害に対応すべく準備をしているという状況にあるわけであり



ます。この登録について、地域見守り支援に活用できないかというような御提案でありますけれど

も、民生児童委員の方々の御協力をいただきながら、その辺のところは今後いろいろ工夫していけ

ればというふうに我々も考えているところであります。よろしく御理解のほどお願いを申しあげた

いというふうに思います。 

  以上であります。 
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○髙橋勝文議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 第１問に対しまして、丁寧な御答弁いただきましてどうもありがとうございます。

なかなか高齢者福祉といいますと、一口で語れないというか、多岐にわたっての部分があるという

ことで非常に難しい問題があるなというふうに感じるところでございます。私は、以前どこかの山

間の村で、ひとり暮らし高齢者の無事の確認に庭先に毎日の日課として赤い旗を掲げるというよう

な報道を見た記憶があります。前近代的な方法ながら、元気で健康でなければできない旗揚げ作業

がなされていたと、最も確実な確認作業だというふうに感じておりました。 

  当市においても、緊急通報装置146台が貸し出されているようですけれども、これは無事の確認

ではなく、無事ではない、助けてくれの装置かなというふうに考えるのであります。やはり、今御

答弁いただきました内容のように、見守りは絶対必要だというふうに考えるのであります。事例で

は、高齢者１人世帯の孤独死による余りにも悲しい旅立ちと、高齢者２人世帯に類する世帯で、１

人が事故に遭えばもう１人の家族も事故に遭うような、全く典型的なような事例でありました。こ

ういうふうな世帯こそ、日々安定した日常となるように考えるべきかなというふうに思うところで

あります。見守りが必要な世帯を把握決定するには、どのような方法をとっておられるかを伺いま

す。現在の社会はプライバシーを大切にし、個人を守るということが前提ではありますけれども、

やはりなるべく多くの方々に事故に起きてもらわないように、こうした制度を理解して自発的に申

し込みができるような形にできないものかなというふうに思うわけですけれども、この点をどうい

うふうにお考えなのかを伺いたいと思います。 

  それから、ウオーキングで体力増進、健康保持、多くの方々の姿を見受けられますけれども、市

としても数多くのメニューをもって介護予防事業を図っておられるのは非常にうれしく思っている

ところであります。同時に、先ほどお答えいただきました施設整備は特別養護老人ホームの50床増、

認知症対象型グループホームは１ユニット９床増というふうなことで、要介護家族を持つ世帯とし

ては非常にうれしい朗報となると思います。しかし、５年後には戦後ベビーブーム世代、団塊の世

代、昭和22年から24年までの方々のお生まれになった年齢になりますけれども、５年たつと全部、

全員が65歳を超えるわけです。そうなると、いや応なしにも高齢化率が今よりもぐんと上るという

ふうに、すぐいろいろな形になるというふうなことではないけれども、数字的なものでは非常に高

いものとなるというふうに考えます。施設のさらなる充実あるいは認知症への理解、対応の充実を

図らなければならないというふうに考えるわけですけれども、こうしたことを踏まえまして、今後

の計画の予定などはおありなのかを伺いたいと思います。 

  そして、ひとり暮らし高齢者世帯、高齢者夫婦世帯、高齢者のみの世帯の支援の実例の中から考

えてみました。地域見守り支援、個別避難支援、このプラン、考えてみますと全くサービスを受け

る側、言い方はちょっとおかしいかもしれないですけれども、サービスを行う方の側、サービスを

受ける方の側、全く同じではないかなというふうな気がするわけです。いろいろ制度的な法的な問

題もあろうかと思いますけれども、先ほどその辺を工夫して利用というふうな御答弁いただきまし

たけれども、この辺当たり前で活用できるような、利用できるような道はないかというふうなこと

を伺いまして、第２問としたいと思います。 
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○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 何点か御質問いただきましたので、順次お答えをしたいと思いますけれども、まず、

見守りが必要な世帯の把握の方法についてはどうかという御質問でありますけれども、現在は基本

的には民生児童委員の方々による実態調査というものに基づいて把握をしているというのが現実で

ありますが、さらにそれに加えて、介護でありますとか医療リスクの高い75歳以上のひとり暮らし

の方々については、高齢者実態把握調査というものを包括支援センターの調査、そして市内の居宅

介護支援事業所の委託調査という二つの調査をもとにして実態調査をしている、そして詳細を把握

しているということであります。そういった見守りについて、できれば自発的な申し込みがあるよ

うな仕掛けをつくれないのか、そうすべきではないのかというような御指摘でありますけれども、

我々としては、できる限りそういう方向で進めて、手を挙げていただければいいわけでありますけ

れども、なかなか現実的には手を挙げる人というのは大勢はいらっしゃらないのかなというふうに

思っているところであります。いろいろ工夫をしてみたい、検討してみたいなと、考えてみたいと

いうふうに思います。 

  それから、介護保険の関連施設のさらなる充実ということでありますが、御案内のとおり高齢化

率というものは進んでさらに高まっていくだろうというふうに思います。御案内のとおり、国が定

めた基本的な指針というものに基づいて整備が図られるということになるわけでありますけれども、

さらなる施設入所に対する需要というものも高まってくるであろうということは容易に想定される

わけであります。県の方でも、次期の計画策定に当たっては、やはりそうした状況を踏まえて柔軟

に対応していく必要があるのではないかというような認識を持っているというふうに聞いておりま

すので、我々としても現実の課題それから今後の動向などを踏まえながら、また、寒河江市にあり

ます高齢社会の支援計画検討委員会というのがありますが、そこの中でいろいろな御議論をいただ

きながら、今後の新しい計画の策定に反映させていただければというふうに思っているところであ

ります。 

  それから、最後に、一つの情報で制度が違う二つのサービス、見守りと個別避難支援プランにつ

いて共有できないかということでありますけれども、やはりそのプライバシーの問題というものも

ありますから、その辺はいろいろ検討していく必要があるというふうに思います。そして、必ずし

も、先ほど申しましたけれども、対象者が全く同じということでもないわけです。災害の避難につ

いてはやっぱり障害の方、それから日本語が達者でない方なども含めて、そういう要支援、要援護

ということになる、支援者ということになるわけでありますので、必ずしも情報が全くイコールで

はないわけでありますので、その辺いろいろ工夫してみたい、いろいろ研究をしてみたいというふ

うに思っているところであります。いずれにしても、そういうネットワークをつくっていくという

ことが重要でありますので、そして多くの方がそういういざというときのための安全・安心を確保

していくというのが最終的な我々の目標でありますから、そこに達成できるようなシステムという

ものをやっぱり構築していくために一層努力をしてまいりたいというふうに考えているところであ

ります。 

  以上であります。 
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○髙橋勝文議長 工藤議員。 

○工藤吉雄議員 どうもありがとうございます。やはり、この問題、一口で語れない部分が非常にあ

るというふうに感じるわけであります。なるべく多くの支援を受けなければならないというような

方々に、どういうふうにしてみんなで目を向けていくかというふうな認識が大事なのかなというふ

うに感じたわけですけれども、とにかく、年ごとに、先ほども言いましたけれども増加する高齢者

というふうなことで、こうした方々に保健、健康の健の方の保健、それから介護、医療、福祉、そ

れから防災の面からも、とにかくみんなで注意を払っていかなければならないかなというふうに思

います。そういう意味で、ますます福祉の関係にありましては、包括支援センターのさらなる充実

というふうなことに目を向けていただきたいものだなというふうに感じたところであります。そし

て、先ほど答弁の中にもありましたが、今から策定しようとしている地域福祉計画、この部分に十

分考えていただきたい。私、こうして質問させていただいて、この文章をつくるに当たりまして、

どうしても制度、制度の間に、ちょっとここにひっかかるけれども、でもまだバンとぶつかってこ

ない、該当しない、ではこっちの制度ではどうかなと、いや、ちょっとこれもまだちょっと足りな

いなと、いわゆるすき間に当たる方々にも目が向けられるような制度となるように、地域福祉計画

を考えていただきたいというふうに強く期待して、私の質問等終わります。どうもありがとうござ

います。 

○髙橋勝文議長 この際、暫時休憩といたします。 

  再開は11時５分といたします。 

 休 憩 午前１０時５０分  

 再 開 午前１１時０５分  

○髙橋勝文議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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佐藤暘子議員の質問 

 

○髙橋勝文議長 通告番号４番、５番について、15番佐藤暘子議員。 

   〔１５番 佐藤暘子議員 登壇〕 

○佐藤暘子議員 本日最後の質問者となりました。私は、日本共産党の議員として、日ごろ接してい

る市民の皆さんから、早く景気をよくしてほしい、仕事がなくて困ったという切実な声を聞くたび

に、国の政治がよくならなければどうにもならないと思う一方、市政に携わる議員の一人として責

任の重さを痛感しています。 

  市長は、４万市民の命や暮らしに責任を持つ行政の長として、国の施策に対してどのような見解

をお持ちかを伺いながら、具体的な寒河江市の施策について順次伺ってまいりますので、よろしく

お願いいたします。 

  前政権が進めてきた構造改革路線のもと、「官から民へ」の規制緩和が一気に進み、「民間ででき

るものは民間で」、「経済効果の上がらないもの、効果の悪いものは切り捨てる」、「競争に負けてい

くのも自己責任」といった新自由主義政策が進められてきました。さらに、リーマンショックの影

響は、戦後最大の不況と失業者を生むこととなりました。一昨年来、大きな社会問題となった「派

遣切り」による失業者の増大は、規制緩和という国の政策によって生み出された最大の弊害と言わ

ざるを得ません。国民の期待を集め誕生した鳩山首相がきのう辞任をし、政局は一層混迷を深める

こととなりました。この間、地方自治体の財源として最も頼りとなる地方交付税や補助負担金など

が軒並み削減され、地方自治体の財政を圧迫しています。保育行政でいえば、04年度より公立保育

所運営費国庫補助負担金が一般財源化されました。保育需要の増大で、都市部を中心とした待機児

童が急増し、国はこれらの対策として、保育所を新たにふやす対策をとらず、入所定数を大幅に規

制緩和して、国の責任を地方自治体に転嫁する対策をとってきました。 

  子供を育てるのには、単に安上がりであることや効率を優先させるのではなく、さまざまな環境

に置かれている子供たち一人一人が尊重され、大事に育てられなければなりません。国の方針が変

質する中にあっても、自治体は住民を守る立場をしっかりと堅持し、責任ある施策を行うべきと思

いますが、市長はどのように考えられるか伺います。 

  次に、国民健康保険について、これまでの国の施策について伺います。国民が今一番負担を感じ

ているのが国民健康保険税です。国民健康保険は、国民健康保険制度の根幹をなすもので、医療を

受けるためになくてはならない制度です。しかし、加入者は農業や自営業者、年金受給者や職を失

った人など、被用者負担を受けない人たちであり、最も負担感の重い税となっています。厚生労働

省の国民健康保険の実態調査によれば、国保加入者のうち職を持たない無職者の割合が1980年代半

ばは２割強であったものが、近年では６割近くにふえており、国民健康保険に加入している世帯の

収入に占める保険税、保険料の割合が、被用者保険、つまりサラリーマン世帯の保険料の倍以上に

なっているという調査報告があります。さらに、国保財政への国の負担割合も法改定のたびに引き

下げられてきたことも、国保財政悪化の大きな要因と言われています。国は、国保税を払わない人

からは保険証を取り上げ、短期間の保険証しか発行しないなどの制裁措置を義務づけましたが、こ

のことが未納や滞納をなくす解決策にはならず、医療が受けられずに重篤化したり、逆に医療費を



ふやしているといった事例も聞かれます。 

  医療はお金の有無で制限されることなく、だれもが生きる権利として保障されなければならない

と思います。国保はその最後のとりでであり、国がそれを支えなければならないと思います。多額

の保険料が払えなければ利用できない現在の国保は、憲法25条の趣旨からも逸脱するものであり、

国民の命を守る社会保障として国が十分な財政負担をすべきであり、市長は市民の命を守る立場と

して、そのことを強く求めていくべきと思います。さらに、国保制度を国民の生活実態に見合った

ものに変えていく必要があると思いますが、市長の見解を伺います。 

  これらのことを踏まえて、寒河江市の保育行政、国民健康保険について順次質問させていただき

ます。 

  初めに、保育行政について伺います。寒河江市では、これまでみなみ保育所、にしね保育所の２

カ所を指定管理者制度に移行してきましたが、同じ市立保育所ではあっても、子供たちを保育する

保育士の待遇や身分が違ったり、共通した保育認識がなかったりするならば、子供たちにとって好

ましいことではないと思います。これ以上の指定管理者による保育は進めるべきではないと考えま

すが見解を伺います。さらに、待機児童の解消や乳児保育の需要にこたえるには、保育所の増設と

か増築など、子供たちにとって快適な居場所づくりに力を尽くすべきと考えますが、見解を伺いま

す。 

  次に、国民健康保険について伺います。私は、以前市立病院の医療費滞納対策として、国民健康

保険法44条に基づく寒河江市独自の医療費の一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の制度を適用し

てはどうかと質問しました。この質問に対し、市長は、条例にはあるがそれを運用する要綱がない

ので、国の方のマニュアルができたら運用したいと言われました。山形県では、庄内町が初めて要

綱を作成し、今年の４月から医療費の一部負担金の減免制度を実施することになりました。寒河江

市でも医療費の一部負担金減免制度を実施することについて、市長の見解を伺います。 

  二つ目に、国保会計に対する一般会計からの法定外繰入についての考え方を伺います。 

  寒河江市の国保財政は、基金を取り崩し、ぎりぎりの運営をしていることは、皆様も御存じの通

りです。しかし、分母となる加入者の所得水準が非常に脆弱なため、ふえ続ける医療費を賄うため

の税収がなかなか上がりません。それでも大部分の人は、生活を切り詰めて必死の思いで納税をし

ているのです。そういった努力をしてもなお払えない人、滞納する人がふえています。できるだけ

国保税負担を軽くし、なるべくみんなが払える国保税にすべきだと思います。ことし山形市が大幅

な値上げ、１人当たり平均19.8％をしましたが、市が一般会計から法定外の繰り入れ４億5,000万

円をして、値上げをできるだけ抑える方法をとりました。寒河江市でも一般会計からの法定外繰入

をし、国保財政の健全化に努めるべきではないかと考えますが、市長の見解を伺います。 

  次に、教育委員長に質問いたします。 

  就学援助について、長引く不況のもと生活困窮者が増加しています。経済的に困難な家庭の子供

もひとしく教育を受けることができるよう国の就学援助の制度がありますが、教育委員会では経済

的な理由で子供たちの教育が妨げられることのないように、就学援助についても積極的に取り組ん

でこられました。資料によりますと、寒河江市の平成20年度の要保護該当児童生徒はゼロ、準要保

護児童は小学生127人、中学生79人、合わせて206名となっているようですが、現在の該当状況はど

うなっているのか伺います。 



  次に、2005年度より準要保護児童生徒への国庫補助がなくなり、国庫補助があるのは要保護児童

生徒の修学旅行のみとなり、国からの補助金が大幅に削減されたと聞いています。そのことにより、

準要保護児童生徒への認定基準を変更したということはないのかどうか伺います。 

  2005年の法改正により、寒河江市の要保護、準要保護児童生徒への援助の内容は、法改正前と比

べ変わったのかどうか、変わったのであればどのように変わったのか伺います。 

  文部科学省は、2010年４月から要保護児童生徒の就学援助金の対象費目を拡大し、クラブ活動費、

ＰＴＡ会費、生徒会費について国庫補助対象にすることを発表したとあります。その理由は、新学

習指導要領で部活動も教育活動の一環として位置づけることを挙げています。準要保護児童生徒に

対しても拡大した対象費目が一般財源化されるとしていますが、寒河江市ではどのような対応をさ

れるのか伺います。 

  次に、私立高等学校等補助制度について伺います。寒河江市の私立高等学校等学費補助制度は、

平成５年、私立高校に通う生徒の授業料を補助することを目的に制度化されたものであり、公立、

私立間の授業料の格差を少しでも埋めようと所得に応じて支給されてきたものです。この間、該当

要件を緩和したり、額を引き上げたり充実を図り定着してきたところですが、新年度の予算から消

えているのはなぜなのか、理由を伺います。 

  親の失業など経済的に困難を抱えている子供たちがふえている中、この制度はぜひ復活させるべ

きと考えますが、教育委員長の見解を伺います。 

  次に、中学校給食の業務委託について伺います。５月21日の議員懇談会で、中学校給食業務委託

についての報告をお聞きしました。この業務委託にプロポーザル方式を採用したことの理由を伺い

ます。 

  次に、受託者募集に１件しか応募がなかったことを、どのように考えておられるのか伺います。

意向調査に当たっては、市内３件の事業者から参加の意思があったと聞いているところですが、そ

の後４月21日の説明会には４社が参加されたと聞いています。なぜ応募まで至らなかったと思われ

ますか。教育委員会が業務委託をするに当たり、できるだけ質の高い内容の業務委託をと考えてお

られることはわかりますが、応募者が１社しかない中では比較することもできないし、例えば応募

した業者の提案内容などがいまいちといった内容であっても、その業者に委託せざるを得なくなる

のではないかと思われますが、そうなった場合の委託をどのように考えておられるのか伺います。

また、競争する相手がないことによる弊害はないのかどうかお聞きします。 

  今回の公募に当たっては、できれば市内の業者で、顔が見え安心できる事業者をと願っていまし

たが、市内の事業者に限定したことや、設備投資に相当なお金が必要ということで踏み出せなかっ

た事業者もあるのかと思いますが、募集範囲を山形、天童周辺まで広げるなどして再募集する考え

はないのかどうかお伺いいたします。 

  以上、お伺いいたしまして第１問といたします。 
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平成２２年６月第２回定例会 

○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 私からは、保育行政そして国民健康保険についてお答えを申しあげたいというふう

に思います。 

  まず、保育行政についての私の基本的な考え方という御質問でありましたので、お答えを申しあ

げたいと思いますが、私は立候補をした際にも申しあげているわけでありますけれども、子供から

お年寄りまで安心してそして元気に暮らせる寒河江の未来をつくっていこうということで当選をさ

せていただきました。とりわけ寒河江の宝であります子供たちが、すくすくと健康にそして明るく

安心して暮らせる社会、子育て支援というものには、やっぱり意を用いていかなければならないと

いうふうに思っているところであります。そうした意味で、保育行政の推進につきましても、さら

にこれまで以上に充実、強化をしていく必要があるというふうに認識しておりますし、寒河江の将

来を担う子供たちが、やはり今後とも寒河江を愛しそして思っていただいて寒河江をよくしていた

だきたいという願いでいっぱいであります。そうした基本的な理念を持ちまして、保育行政の推進

に取り組んでいるところでありますので、よろしく御理解をいただきたいというふうに思います。 

  具体的な御質問にお答えを申しあげたいというふうに思います。 

  まず、保育行政の推進でありますけれども、御案内のとおり市内の乳幼児施設については、７カ

所の公立保育所があるわけであります。ことし４月現在では666名の児童が入所しているわけであ

ります。また、民間の就学前の児童施設といたしましては、幼稚園が３カ所、認可外保育施設が５

カ所、そして事業所内保育所が２カ所ということで、合計10カ所に623名の乳幼児が入園、入所し

ているわけであります。公立、私立合わせますと17施設、児童数は1,289人となっているわけであ

ります。この入所の割合でいいますと、市立の保育所が51.7％、民間保育施設が48.3％ということ

でありまして、公立、民間でほぼ半々で、それぞれ役割分担をしていただきながら各施設が持つ特

色を生かして、保護者のニーズに対応した各種サービスを提供して子育て支援をしていただいてい

るというふうに、まず認識をしているわけであります。 

  御質問の指定管理者による保育に関しましてでありますが、御案内のとおり市立保育所の指定管

理者導入につきましては、民間のノウハウさらには柔軟性、機動性を活用した運営を行い、多様化

する保育のニーズに対して効果的にサービスを提供していただこうという目的のもとに進めている

ところであります。平成19年４月にみなみ保育所に指定管理者制度を導入して、今年３月まで３年

間を指定期間として実施をしてきたところであります。実施をしてきてどうだったのかと、そうい

うことが一番基本的な問題であります。導入の効果ということになろうかと思いますが、保育所で

は初めて土曜日の午後の延長保育というものが実施できました。さらには、指定管理者が経営する

幼稚園と、このみなみ保育所との運動会などの行事の相互参加というものを通して、子供たちの交

流、園外保育活動の輪も広がってきているようであります。このことは、昨年７月に全保育所利用

の保護者を対象にアンケート調査を実施いたしましたが、調査結果からみなみ保育所の評価を見て

みますと、「多様な遊びが取り入れられている」、「園外保育の内容や回数に満足をしている」、「老

人クラブ等との地域交流が盛んになっている」、「年齢に応じた社会的ルールが身につくような指導

をしている」といった項目について高い評価を得ているというふうに思っております。今申しあげ



ましたように、保護者の方からも好評を得ているわけでありますし、公立保育所と指定管理者制度

導入保育所によるなお一層の児童保育サービスの相乗効果も大いに期待できるということから、市

といたしましては、みなみ保育所の指定管理者制度を継続するとともに、本年度から新たににしね

保育所に指定管理者制度を導入をしたところであります。先ほども申しあげましたとおり、寒河江

市のあしたを担う子供たちの健やかな成長をはぐくんでいくというためには、子供たちが育ちやす

い、そして育てやすい環境をつくっていくということが何よりも重要であります。今後ともさらに

質の高い保育サービスを提供していくために民間のノウハウなども十分取り入れながら、また、保

育所における指定管理者制度の導入についても導入の検証なども十分に行いながら、子育て支援の

一層の充実に努めていきたいというふうに考えているところであります。 

  次に、保育所の増設等についての御質問がございましたが、御案内のとおり、近年本市におきま

しても少子化の影響で児童数は年々減少している傾向があるわけでありますけれども、共稼ぎ家庭

の増加それから核家族化の進展などに伴いまして、低年齢児の保育所入所申し込みが急増しており

ます。その結果、入所児童の年齢構成は数年前と比べて４～５歳児の割合が減少して、１～２歳児

の割合が増加しているという状態にあるわけであります。こうした状況を踏まえて、待機児童の解

消とさらなる乳児保育の需要にこたえていくということが喫緊の課題であるというふうに認識して

いるところであります。そうした中で、今般２カ所の認可外保育施設の方から、施設整備等を行い

認可保育所に移行したいという要望が出されたところであります。需要の多いゼロ歳から２歳まで

の乳児保育の受け入れを中心とした施設整備の充実という観点から、市としても２施設に対しまし

て支援を行いニーズにこたえていきたいというふうに考えているところであります。いずれにして

も、今後とも官、民挙げて市全体で保育環境の充実、子育て支援に努めてまいりたい、取り組んで

まいりたいというふうに考えているところであります。 

  次に、国民健康保険についてお答えを申しあげたいというふうに思います。 

  御案内のとおり、国民健康保険制度については、疾病や負傷に対する医療給付、出産育児一時金、

そして葬祭費などの給付を行って、住民の医療の確保と健康増進に大きく貢献をし、さらには将来

に対する安心を提供し、住民生活を支えてきた大変重要な制度であるというふうに認識していると

ころであります。その制度を安定的に運営し維持していくのは、やはり国の責務であるというふう

に考えているところであります。 

  国民健康保険制度が抱える脆弱な財政基盤という構造的な問題は、医療費の増加や少子高齢化、

雇用情勢の変化の中で、これから一層深刻さを増していくということが予想されているわけであり

ます。御指摘のとおりであります。こうしたことから、寒河江市におきましても、市町村国保の広

域化を図り、県単位で一体的に運営することなどによって、国保財政の基盤強化を図っていくこと

が必要であるというふうに我々も考えているところであります。このことにつきましては、高額医

療費共同事業や保険基盤安定制度、さらには財政支援安定化支援事業などの国保財政基盤強化策の

継続実施と一層の充実強化も含めまして、寒河江市としても国・県に対して強く要望を申しあげて

いるところであります。なお、先般、国におきまして国保法等の改正によって国保財政基盤強化策

を４年間延長する規定、さらには都道府県が広域化等支援方針を策定できるようにする規定が施行

されたところでございまして、今後とも市民が安心していけるような国保制度を構築していくよう

に、国・県に対して引き続き要望をしていきたいというふうに考えているところであります。 



  次に、国民健康保険法の第44条の規定による一部負担金の減免等についての御質問でございまし

た。規定では、特別の理由がある被保険者で一部負担金を支払うことが困難であると認められる者

に対しまして減免等の措置をとることができるというふうにされているわけであります。しかしな

がら、現在までその一部負担金の減免申請はないという状況になっているわけであります。申請が

なされた場合はどうかということでありますが、これも以前にお答え申しあげましたけれども、法

の趣旨に沿いながら個々のケースに応じて具体的かつ詳細に調査・審査をし、総合的に判断すべき

ものと考えているところであります。御指摘のように、一部市町村では要綱を定めているところも

あるようでありますけれども、寒河江市におきましても何らかの運用方針が必要というふうに考え

ているところでありますが、国におきまして実施をいたしました窓口負担未収金モデル事業の結果

を踏まえて、今年度中に国から一定の基準が示される予定でありますので、国の動向を注視してい

きたいというふうに考えているところであります。 

  次に、国保会計への繰り入れについて御質問がありました。国民健康保険は、加入者が納める保

険税そして国・県・市の負担金などによって、病気やけがをしたときの医療費の支払いなどに充て

る仕組みとなっているのは御案内のとおりであります。議員からは、一般会計から法定外の繰り入

れをして、保険税額の上昇割合を軽減してはどうかという御提案でありますが、国からの通知では、

国保制度の趣旨に沿って適切に運営すべきものということであります。国保会計への操出金につい

ては、財政援助的な繰り出しは法定分以外好ましくないというようなことも言われているところで

あります。市民生活に直結をいたします国保税率の上昇がさらに大きくならないように、これまで

も未収、未納金の収納対策、さらにはジェネリック医薬品の利用促進そして疾病予防事業など、医

療費の抑制のさまざまな対策を取り組んできたところであります。今後ともこうした対策に引き続

き積極的に取り組んで、国民健康保険財政の健全運営に努めていきたいというふうに考えておりま

すので、御理解を賜りたいというふうに思っているところであります。 

  以上であります。 
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○髙橋勝文議長 渡邉教育委員長。 

○渡邉滿夫教育委員長 佐藤議員からは、教育行政に関しまして、一つは就学援助制度、二つ目に私

立高等学校の生徒に対する学費の補助、３点目としまして中学校の給食業務についてのお尋ねがご

ざいました。順次お答え申しあげます。 

  まず初めに、就学援助制度についてお答えしたいと思います。この制度は、経済的理由により就

学が困難と認められる学齢児童及び生徒の就学機会の確保を図るため、その保護者に対して学用品

等就学に必要な援助を行うものであります。本市における平成22年５月末現在の認定者数の状況を

申しあげますと、要保護世帯の児童生徒はおりません。準要保護世帯は小学生151人、中学生68人、

合計で219人と相なっております。質問の中で言及されておりますように、市町村が行う就学援助

につきましては、平成16年度までは要保護世帯及び準要保護世帯のいずれもが国庫補助の対象であ

りました。平成17年度に補助金の交付要綱が改正されまして、国庫補助の対象は要保護世帯の児童

生徒のみになり、以来準要保護世帯の児童生徒に対する就学援助につきましては、市町村の一般財

源で運営されております。その際といいますか、お尋ねの認定基準、就学援助の申請があった場合

の要保護世帯、準要保護世帯の認定基準のことかと思いますが、これにつきましては変更はいたし

ておりません。 

  次に、就学援助の内容についてでありますが、学用品等につきましては、平成16年度の支給額と

比較して１割下げております。また、給食費につきましては、実費の９割支給から７割支給に引き

下げたところであります。そして現在に至っております。 

  次に、就学援助の支給対象範囲の拡大の件について申しあげます。要保護世帯の児童生徒に対し

ます就学援助につきましては、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を支給の対象に加えるとの改

正通知をごく最近受けたところでございますけれども、現段階におきましては、ただいま申しあげ

ましたように、本市における要保護世帯の児童生徒はいないわけでございますけれども、この通知

を見る限りにおいては、本市の場合、要保護世帯は支給の対象になるかは消極的に解釈せざるを得

ない。つまり、支給対象となるには疑義があるというように今のところ検討しておるところでござ

います。これと関連しまして、準要保護世帯の児童生徒についても、同じように支給の対象に加え

るということについてどのように考えておるかという点でございますが、この件についてはいまだ

不明なところが多うございまして、とりわけ肝心の財源措置等については何ら明らかでありません。

そのようなことから、地方交付税措置など今後の動向を把握しながら対応を検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

  次に、私立学校生徒に対します学費補助についてお答えいたします。本市におきましては、これ

まで生活保護世帯及び市民税非課税世帯に対しまして年額３万円、市民税所得割額が２万円以下の

世帯には年額２万円を支給してきたところであります。御案内のとおり、本年４月から国の公立学

校の授業料無償化がスタートいたしました。これにあわせて、私立学校の生徒にも就学支援金が支

給されるようになりました。この制度は、私立学校に在学する生徒全員を対象に、ただいまの公立

学校の授業料相当額として9,900円を支給することに加え、生活保護世帯や低所得世帯にはさらに

支給限度額を加算するというものであります。また、県におきましても、生活保護世帯や低所得世

帯には国の就学支援金に上乗せをして助成することとなっております。この結果でございますけれ



ども、生活保護世帯には国・県合わせまして月額２万5,900円、市民税非課税世帯には月額２万

4,750円、市民税所得割額２万円以下の世帯には２万4,750円から１万9,800円、逆に言うべきだっ

たでしょうか、が支給されることになりまして、私立高校生徒への支援はこれまでにもなく充実し

たものになっております。本市の私立高校生徒に対します学費補助につきましては、これまで保護

者の負担の軽減という点につきましては一定の役割を果たしてきたものというふうに認識しており

ます。しかしながら、ただいま申しあげましたように国や県の制度が従来の水準を超えて格段に充

実したことから、本市の補助事業につきましては廃止することとし、今年度の予算には計上しなか

ったところであります。本市といたしましては、このたびの国の就学支援金など新たな制度設計に

基づく支援の動向を注視してまいりたいというふうに考えております。 

  次に、中学校給食の業務委託に関しましてお答えいたします。中学校給食につきましては、民設

民営の方式によりまして、平成23年４月からの実施に向けて鋭意準備を進めておるところでありま

す。現在、プロポーザル方式によりまして委託事業者の選定を進めております。 

  まず初めに、プロポーザル方式にした理由についてお答えを申しあげます。普通地方公共団体が

契約を締結する際は、一般的には競争入札の方式がとられ、最も安い見積額を提示した者が契約の

相手方として選ばれます。しかしながら、専門性や特殊な技術、ノウハウが必要なもの、求められ

るような業務等の場合は、単に価格の安さだけでは発注者側が期待した成果が得られないこともご

ざいます。このような場合の契約手続の一つとしてプロポーザル方式がございます。この方式は随

意契約の一種でありますが、応募資格や業務内容等、あらかじめ公表して受託希望者を公募し、業

務遂行に関する企画提案書などの提出を求め、それを審査し、最も望ましい提案を行った事業者を

契約の相手方として選定するものであります。現在本市が準備を進めております民設民営方式によ

る中学校給食業務につきましては、調理業務に加え、配送業務、さらにはこれらの業務を遂行する

ために必要な施設・設備の整備も含まれております。このため、業務委託契約の締結に際しまして

は、国が示しております「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」を遵

守し、本市の次代を担う子供たち約1,400人分の安全・安心な給食を、確実に安定して提供できる

能力のある事業者を選定する必要があります。仮に競争入札を行い、価格の安さだけで受託を選定

した場合、先ほど申しあげましたような衛生管理基準を守れない事業者が選定されるおそれも出て

まいります。また、過去の実績等に基づきまして、特定の事業者を指定して随意契約を締結する方

法もありますけれども、公平性の観点から課題があります。このため、プロポーザル方式による受

託希望者を公募し、学校給食に対する基本的な考え方、業務遂行にかかわる管理運営体制、調理場

施設・設備の整備計画、給食業務に関する実施に関する要領、配送車両及び配送従事者の配置と業

務体制などに関する提案書の提出を求め、それを審査し、応募した事業者の中から中学校給食業務

を安全・確実に遂行できる事業者を公平・公正に選定しようとするものであります。長くなりまし

たが、以上がプロポーザル方式を採用した理由でございます。 

  次に、受託者募集に１件しか応募がなかった理由をどのように考えているかという御質問にお答

えいたします。ただいま申しあげましたように、学校給食は特に衛生管理面においてハードルを高

く設定されております。このことは、新しい給食センターを整備するという観点から、安全・安心

できる給食を実施するためには欠かすことのできないものであります。また、市内に本社がある法

人であって、市内に調理施設を新築、増築または改修などの方法により整備し、１日約1,400食の



調理を配送できることという要件を設定したわけでございますけれども、これは、実施方式を検討

する段階で、公設によります、要するに市によります1,400食規模の給食センター方式との比較に

おいて、それと同様あるいは同程度に遜色なく中学校給食を実施できるようにするため、条件を設

定したわけであります。また、市内の事業者とすることで、地域全体で次代を担う子供たちを育成

するという本市の教育理念を具現化するとともに、食育や地産地消の推進、地元企業の育成及び雇

用の創出による地域経済の活性化という効果も考えられるからであります。可能性ありとしていた

事業者からは説明会に参加していただけましたが、応募意思の表明の段階におきまして、応募要件

等を勘案した結果、事業者の総合的な判断により最終的に応募件数が１件のみということになった

ものではないかと考えております。教育委員会といたしましては、本市が目指すところの中学校給

食を実現するために、ただいま申しあげましたような要件を設定したところでありますが、結果と

してこのように応募が１件のみとなったことにつきましては、これを事実と受けとめながら、当市

の方針どおり実施要領に従い選定手続を進めているところであります。 

  次に、応募が１件だけなので、その事業者と契約せざるを得なくなるのではないか、また、競争

する相手がいないことによる弊害はないのかという御質問、御指摘がございました。このことにつ

いてお答えを申しあげます。 

  このたびのプロポーザルにおきましては、委託事業者の選定を公平・公正に行うために、学識経

験者、専門家、保護者代表、学校関係者などによって組織する「寒河江市中学校給食業務委託事業

者選定審査会」を設置したところであります。委託事業者として選定するかどうかは、あくまでも

この選定審査会においてプレゼンテーションあるいはヒアリングを行いながら、提案書の内容を十

分に審査していただいた上で最終的に決定をするわけであります。また、契約に当たりましても、

本市が求める要件を十分チェックいたしますし、契約後においても、発注者として業務遂行の状況

を常に把握し、必要な場合につきましては改善を求めていく考えであります。このようなことであ

りますので、議員御指摘のようなことが生じないよう十分に対応できるものであるというふうに考

えておりますし、積極的に申しますと対応してまいりたいというふうに考えております。 

  最後の御質問になりますが、募集範囲を山形、天童周辺まで広げ、複数事業者が応募できる条件

を整え再募集する考えはないかという御質問にお答え申しあげます。 

  ただいまるる申しあげてきましたように、今回のプロポーザル方式によりまして、本市が目指す

中学校給食を実施することが十分に可能であるというふうに考えております。教育委員会といたし

ましては、これまでの方針どおり、現在の委託事業者の選定手続を進めてまいりたいというふうに

考えております。よろしく御理解を賜りたいというふうに思います。 

  以上であります。 
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○髙橋勝文議長 佐藤議員。 

○佐藤暘子議員 大変丁寧な答弁をいただきました。ありがとうございました。残り時間が少なくな

ってしまいましたので、要点をとらえて質問させていただきたいと思います。 

  指定管理者の委託をすべきでないかと申しあげたのは、この制度によって国や自治体の責任がな

くなってしまうのではないかと、それが民間の方にもう移されてしまうのではないかというふうな

心配が一つあります。それから、もう一つは保育労働者の人件費の水準を低下させてしまうのでは

ないかというようなことも心配されます。と言いますのは、委託を受けた側は国の基準どおりの計

算をして、寒河江市の方では委託をするわけですけれども、人件費などについては、どれくらい払

うかというのはその委託を受けた側の裁量であって、それがどれくらいの人件費が支払われている

のかということはわからないわけですね。それを調べることも寒河江市ではできないというふうな

ことがあったわけです。ですから、どうしても人件費が高くなる年功者といいますか、経験を積ん

だ保育士さんというのはだんだんと少なくなって、若い経験の浅い保育士さんが大勢雇われるとい

うふうなことにつながっていくのではないかと。そのことは、経験を積んだ保育士さんであればい

ろいろなことに対応できる能力を持っていると、今、経済的にも困難な社会情勢の中で、さまざま

な事情を抱えた子供たちがたくさん入ってくるわけですね。そういう子供さんたちを家族ごと支援

をするといいますか、心配をして面倒を見てあげる、それが公立保育所の役目だというふうに思う

んですけれども、そういう経験が若い方に伝わっていかなくなるという心配があると私は考えてい

るんです。そういう一つの心配もあります。ですから、そういうことを民間に委託をしてしまうと

いうことは、寒河江市、本来自治体が果たすべき役割がどんどん責任が薄れてしまって、民間の方

に移されてしまうのではないかという心配があるわけです。そういうことから、私はこれ以上の指

定管理者制度に移すべきではないのではないかということを申しあげたわけです。そのことに対し

て市長はどのように考えていらっしゃるか、まずお尋ねをしたいと思います。 

  それから、国民健康保険医療費の一部負担金の減免制度についてですが、申請がないと市長はお

っしゃいました。そもそも申請がないはずです。こういう制度があることを市民は知らないんです。

ですから、まずはこの制度の実施要綱、そういうものをまず寒河江がつくって、そしてこういう制

度があるのだということを知らせていくという必要があると思います。そういう誠実さが必要では

ないかなというふうに思いますが、市長いかがお考えになるか伺います。 

  それから、就学援助についてでありますが、国の財政負担がなくなって、非常に大変になってい

るということはよくわかります。でも、準要保護の児童生徒さんというのは、要保護との基準、境

がつかないほどに生活には大変困っている方が多いわけですね。どの方が要保護に当たり、どの方

が準要保護になるかというふうな境というのは非常に難しいことだというふうに思います。ですか

ら、要保護の生徒さんと同じような支援が必要ではないかというふうに私は思っているところです。 

  参議院のホームページに出ていたんですけれども、国の補助金が打ち切られて準要保護生徒の状

況がどうなっているのかということを調査した資料があったんですけれども、今生活が困難な中で、

準要保護に当たる児童生徒がふえていると。しかしながら、国からの補助がなくなったために、自

治体での準要保護に該当する子供たちの数が少なくなっているということなんですね。ですけれど

も、やっぱりこういうことであってはいけないというふうに思うわけです。そして、この最後に結



果のまとめとして述べていることが、ヘックマン教授というアメリカの学者の言葉なんですけれど

も、低年齢児の人的資源は、その後の人的資本蓄積や進学率、賃金率に大きな影響を与えているこ

とが、アメリカのデータによって確認されていると。日本でも同様の状況が成立しているのであれ

ば、就学援助によって教育の機会を保障することは、単にその時点における経済格差の縮小効果だ

けではなくて、より効果的な人的資本の蓄積に寄与する可能性があるというふうなことを述べてい

るわけです。これはやっぱり米百俵の例えがあるように、やはり一時的な財政の支援という効果だ

けではなくて、将来の人間を育てる、そういう大切な仕事につながっているというふうに言われて

います。そういうこともお考えいただきながら、ぜひ準要保護への支援も御検討いただきたいとい

うふうに思います。 

  それでは、まず２問として市長にお考えをお聞きしたいと思います。 
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○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 時間がありませんので、簡潔にお答えをしたいと思いますが、保育所の指定管理者

の中で、やっぱりこれまでの長い歴史の中で、市立保育所の保育にかけるノウハウというものも大

変やっぱり貴重なものだと思いますし、それは重要に考えていかなければなりませんし、また指定

管理者を受けた施設についても、そういうノウハウというものを蓄積がないのであれば、やっぱり

お互いに情報提供しながら、さらに子育て支援に対してよりよい保育の方法というものを連携しな

がらしていく必要があるというふうに思います。お互い、先ほども申しあげましたけれども、それ

ぞれの相乗効果というものを大いに期待していきたいというふうに思いますし、何らかのそういっ

た連携できるような機会というものを設けていって、研修あるいは情報交換に努めていきたいとい

うふうに思っているところであります。 

  それから、国民健康保険の減免についても、やはり庄内町での事例もありますし、先ほども申し

ましたけれども、国の方でやっぱり一定の基準を示すということもありますから、その辺の動向を

見ながらしていかなければなりませんし、ある程度いろいろな機会を通じて、そういう制度として

あるんだということについても、やっぱり多くの市民の皆さんに周知を図っていく必要があるとい

うふうに認識しているところであります。 

  以上であります。 
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○髙橋勝文議長 渡邉教育委員長。 

○渡邉滿夫教育委員長 要保護世帯と準要保護世帯についての学費補助についての第２問でございま

すけれども、本市におきましては、要保護世帯、準要保護世帯、これは同じ要綱で同一に扱ってお

るところでありますし、そういう意味では、準要保護世帯がここから外れて一般財源化された中に

あってはかなり大きな市なりの努力をしてきたのではないかと、私から言うのもあれですけれども、

そんなふうに思っているところであります。このたびの準要保護世帯の取り扱いにつきましては、

今までの流れもあるところでございますし、ただ、一般財源化というふうな中で、その措置につい

て正直申しあげまして今のところ皆目わからないということでありますので、第１問でお答えしま

したように、国の動向など、その地方交付税措置等の一般財源の中身すら、あるいは内容というよ

うなものを十分見きわめたいというふうに思っておりますので、御理解賜ればというふうに思いま

す。 
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○髙橋勝文議長 佐藤議員。残り３分45秒です。 

○佐藤暘子議員 今、教育委員長からの御答弁の中で、財源措置については一向わからないというふ

うな御答弁がありましたけれども、私どもの入手した資料によりますと、国は交付税措置をすると

いうふうなことをいっているということがありましたので、ぜひそういう点では交付税措置が確定

した場合にはお考えいただきたい、実施していただきたいというふうに思います。 

  それから、保育所の件につきまして市長からいろいろと答弁ありましたけれども、乳児保育所が

今年度からまた多くなるというふうなことがありましたけれども、地域的に非常に偏っているので

はないかなというふうに思うんです。中心部から外れたところにその施設があるということがあり

ますし、やっぱり人口が集中する中心部にその乳児保育所、低年齢児の保育所というものも配置す

る必要があるのではないかというふうなことを思うわけです。それで、保育所自体がもう老朽化し

ておりますので、保育所の建設などの計画も立てていただきながら、乳児保育所の中心部への増設、

新築といいますか設置というものもぜひ考えていただきたいというふうにお願いをいたしまして、

第３問といたします。御答弁ありましたらよろしくお願いします。 
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○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 大変いろいろ御質問をいただきましたけれども、いろいろな子供、保育に関する施

設の整備初め、保育環境、子育て環境を整備していくということは、大変我々にとって非常に大き

な命題でありますので、いろいろ佐藤議員初め各議員の皆様、そして地域の皆様のいろいろなお声

を反映させていただいて、聞いた上で適切に対応していきたいというふうに考えておりますので、

御理解を賜りたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

 

散    会     午後０時０５分 

 

○髙橋勝文議長 本日の一般質問はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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平成２２年６月第２回定例会 

   議事日程第３号         第２回定例会 

   平成２２年６月７日（月曜日）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

再    開     午前９時３０分 

 

○髙橋勝文議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進めてまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○髙橋勝文議長 日程第１、６月３日に引き続き一般質問を行います。 

   

 

 一般質問通告書 

 平成２２年６月７日（月）                         （第２回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者

６ 

 

 

 

 

７ 

男女共同参画社会

の実現について 

 

 

 

子育て支援につい

て 

①行財政改革指針前期アクションプラン

に掲げる女性比率30％はどのように達

成していくのか 

②男女共同参画のまちづくり条例の制定

について 

①子育て知恵袋の配布について 

②子育て支援員制度の導入について 

③市立病院の夜間小児救急の設置につい

て 

４番 

辻 登 代 子 

市 長

 

 

 

 

市 長

 



番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者

８ 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

１０ 

政治姿勢について

 

 

 

 

 

 

 

教育行政について

 

 

 

 

職員定数について

諮問機関（審議会･委員会等）のあり方

について 

 委員会主体の審議にするために 

（イ）委員選任のあり方 

（ロ）ゆとりある審議期間 

（ハ）事務局の強化 

（ニ）仮称･まちづくり委員会につい

て 

①中学校給食について 

 （イ）現在進められているプロポーザ

ル方式の課題について 

②小学校給食調理業務委託契約にかかわ

る問題点について 

①行政本来の業務は、完遂されるべきだ

が、その現状と改善策について 

②適正配置なるよう点検･見直しについ

て 

③臨時･パート賃金の引き上げについて 

１６番 

川 越 孝 男 

市 長

 

 

 

 

 

 

 

教育委員長

 

 

教育委員長

監 査 委 員

市 長

１１ 

 

寒河江市の観光振

興について 

 

①観光振興策について、どのように取り

組んでいるのか。経過と今後について

②観光資源についての考え方、整備の方

策について 

３番 

石 山   忠 

市 長
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平成２２年６月第２回定例会 

辻 登代子議員の質問 

 

○髙橋勝文議長 通告番号６番、７番について、４番辻 登代子議員。

 

   〔４番 辻 登代子議員 登壇〕 

○辻 登代子議員 皆さん、おはようございます。 

  待ちに待ったさくらんぼの季節となりました。そして、寒河江市の大イベントの一つ、第８回花

咲かフェアＩＮさがえが開催されております。より多くのお客様がおいでになることを心から願っ

ているところであります。 

  私は、新清・公明クラブの一員として、通告番号に従い質問させていただきます。 

  通告番号６番、男女共同参画社会の実現についてであります。 

  本県において、昨年の１月に県知事に吉村知事が就任され、はや１年半を迎えております。東北

初の女性知事誕生で、全国においても注目を浴びていることと思います。私たち女性にとりまして

も、女性知事誕生は大きな喜びであります。女性でもできるのだと大変勇気を与えていただきまし

た。 

  男女共同参画の実現が求められている今日、県においても市町村における男女共同参画計画の策

定率を50％を基本目標として取り組まれております。男女共同参画策定の計画に取り組まれている

自治体は年々増加しつつありますが、2009年末時点での県内における各市町村の策定に対する取り

組みの状況は、策定済みが半分以下の16市町、45.7％であり、８市町が策定予定で、2010年度中に

実施されるのは鶴岡市のみとなっております。 

  先ごろ、新清・公明クラブでは福岡県八女市で施行されている男女共同参画まちづくりについて

視察を行ってまいりました。それらを踏まえて、男女共同参画のまちづくり条例の制定について質

問させていただきます。 

  男女共同参画社会とは男女が社会の対等な構成員として、みずからの意思により社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

益を享受することができ、かつともに責任を負う社会のことであります。本市において本年度、寒

河江市行政改革指針前期アクションプランが策定され、「市民が安心して豊かに暮らせる行財政基

盤の確立」を目標にしております。 

  その中の一つである、「市民主体の元気な活力ある寒河江市の形成」として、市民参画の推進に

ついて女性委員比率の向上は30％の目標になっております。本市では平成21年度４月現在で委員会

や審議会が41あります。委員数は全体では376名で、そのうち女性委員は59名で15.6％であります。 

  そこで、市長に伺います。女性委員の比率を30％と目標にされておりますが、どのような方法で

実施されるのかお伺いいたします。国において、平成11年６月に男女共同参画社会基本法が制定さ

れ、2020年度まであらゆる分野で指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30％程度を目標とし

て取り組まれており、年内に第３次男女共同参画社会基本計画の策定を予定しております。 

  福岡県八女市では、国が制定した男女共同基本法に基づき、男女共同参画のまちづくり条例が平

成16年４月１日から施行されました。市、市民及び事業者の協力による男女共同参画の推進を重要



な課題とし、だれもが生き生きと輝く男女共同参画のまちづくりの実現を目標にしております。特

色としては、基本的施策に農業者への支援や自営業者への支援があり、市は必要な支援を行うよう

努めていることであります。また、男女共同参画に関する人権侵害についての苦情や救出の申し出、

相談に応じ、必要な措置を講ずるために男女共同参画支援員を設置しております。 

  条例は１．人権の尊重、２．慣行等にとらわれない活動の選択、３．政策方針の決定過程への参

画、４．家庭生活と他の活動の両立、５．教育の場における男女共同参画の推進、６．国際社会と

の協調という六つの基本理念に基づき、１条から24条まで策定されております。この条例の制定、

施行により、市民の意識改革がなされているように思います。 

  そこで、市長にお伺いいたします。本市において市民主体の元気な活力ある寒河江市の形成を目

指すための、男女共同参画まちづくりの条例を制定することに対し、どのようにお考えになられる

のか御所見をお伺いいたします。 

  通告番号７番、子育て支援についてお伺いいたします。 

  このたび、民主党が看板政策に掲げた子育て支援対策の一つである「子ども手当」が実施される

ことになり、今後の子育て支援に対する大きな期待がなされております。本県においても知事は、

「子育てするなら山形県」を目標とし、県の新たな少子化対策として、「やまがた子育て応援プラ

ン」が実施されました。昨年10月に発足した「やまがた子育て応援団」と称され、子育て支援の県

民活動を広げようとする対策がなされております。 

  本市においても、市長就任以来、就学前の乳幼児医療の無料化や、妊娠健康診査に対する公費の

助成を５回から14回に拡大し、安心して子供を産み、子育てしやすい環境づくりを目指しておりま

す。このたび、平成22年度から平成26年度までの子どもすこやかプラン後期計画が策定され、子育

て支援がさらに充実されることを望むところであります。 

  そこで、千葉県市原市で実施されている子育て支援員制度について質問させていただきます。 

  市原市では、子育て支援の一環として乳児家庭訪問事業を実施しております。生後４カ月を経過

したころから、子育て支援員が各家庭を訪問し、子育てに関する心配事などの相談相手となったり、

必要に応じて市の関係部への取り次ぎを行ったりする行政サービスであります。家庭訪問の際に、

子育て体験談をまとめた冊子、「子育ての知恵袋」も配布しております。子育て支援員は市長の委

嘱を受けた制度でボランティアであります。また、「子育ての知恵袋」と称する子育てガイドブッ

クは、市民から実際にあった子育て中の体験を募集し、数多くの事例を１冊の本にまとめたもので

あります。 

  少子高齢化、核家族化が進行し地域とのかかわりが希薄化しており、子供を産み育てることに対

して不安や負担が増大している現状であります。この制度を実施することによって、安心して子供

を産み育てられるものと思います。 

  市長に伺います。市原市で実施している子育て知恵袋の配布と子育て支援員制度について、いか

がお考えになられるか御所見をお伺いいたします。 

  次に、市立病院への夜間小児救急の設置について質問させていただきます。 

  全国的にも医師不足により診療体制が縮小されてきており、特に小児科医が足りないために子育

てに関して最も重要な子供の命を守るための診療が充実されていないのが現状であります。寒河江

市立病院においては、平成７年度まで小児科が設置されておりましたが、その後廃止されておりま



す。 

  現在、山形市には平成21年９月から山形県小児救急電話相談窓口が設置されております。夜間救

急病院は山形市立済生館や県立中央病院、山形市夜間診療所がありますが、本市のほとんどの子供

たちは山形市の夜間救急を利用しておられるようであります。本市の子育て中の若者からの強い要

望で、子育て支援の一環として市立病院への夜間小児救急の設置をぜひお願いしたいとのことであ

ります。 

  市長に伺います。子供の命を守るための市立病院への夜間小児救急の設置についてどのようにお

考えになるか、御所見をお伺いいたします。 

  私の１問とさせていただきます。 
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○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  ただいま辻議員の方からは、男女共同参画社会の実現と子育て支援について何点か御質問をいた

だきましたので、順次お答えをしたいというふうに思います。 

  まず、男女共同参画社会の実現に関してでありますけれども、御案内のとおり本市では昨年度に

新たな行財政改革指針というものを策定して、平成24年までの前期アクションプランを定め、それ

に沿って取り組んでいっているところであります。その中で、市民参画の推進の方策として、政策

や方針の決定過程における女性参画の拡大を図って女性の声をできるだけ施策、市政に反映させて

いくために、市の各種審議会等の委員については女性委員の積極的な起用に努めるということとし

て、その構成率について30％を目標として掲げたところでございます。 

  議員御指摘のように、現在本市の審議会等においては女性委員の割合は15.6％ということであり

ますので、アクションプランの期間中にそれを倍増していくという意味で30％の目標を設定したと

ころであります。 

  この女性委員の割合、30％の目標どのように達成していくのかということでありますが、現在本

市における審議会、委員会等についてその構成メンバーや改選時期等、整理、分析しているところ

であります。それぞれの審議会の性格、特徴に合わせた対応を個別にしていくことが必要かという

ふうに思っているところであります。具体的な方策といたしましては、審議会等などでは公共的な

団体から委員を選出している場合が多いわけでありますので、そうした団体に女性団体を加えてい

くと、さらには各団体に対して女性委員と指定しての推薦を依頼すること。また、学識経験者とし

て女性の方をお願いをするということ、さらには公募委員に女性の枠を設けることなどを検討して

いるところであります。既に、委員が選任されたばかりの審議会等もありますので、直ちにすべて

について実施していくということにはならないわけでありますけれども、要綱等の改正が必要な場

合もございますので、委員の改選時期に合わせて適切に対応していく必要があると考えているとこ

ろであります。 

  なお、このたび予定しております振興計画の見直しのための振興審議会では、委員定数20名のう

ち女性委員が７名ということで、比率にいたしますと35％に予定させていただいているところであ

ります。 

  次に、男女共同参画のまちづくりの条例の制定についての御質問でありますが、御案内のとおり

男女共同参画社会の実現に関しましては、平成11年に男女共同参画基本法が制定をされ、男女共同

参画社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、国に対しては男女共同参画

の基本計画の策定、そして県に対しては男女共同参画計画の策定というものを義務づけているわけ

であります。市町村に対しては男女共同参画計画の策定に努めるという努力目標、努力義務の規定

が定められたところでございます。県におきましては平成12年度に計画を策定をし、平成17年度に

その見直しを行っているわけであります。そうして、議員が御指摘のように、今年度まで県内にお

ける市町村の計画の策定率を50％とする目標を設定をして進めているところでありますけれども、

現在16の市町において策定されているというふうになっているわけであります。 



  この男女共同参画社会の推進について、改めて考えてみますと、私は子供からお年寄りまで安心

して、そして元気に暮らせるまちづくりを推進するということを申しあげているわけでありますが、

そのためには男女の性別にかかわらずお互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、その個性と能

力を十分に発揮することができる社会を実現していくことが基本である、一番大切なことだという

ふうに認識しているわけであります。そして、仕事、地域、家庭などさまざまな場面において男性

と女性がともに納得して役割分担をしていくことが理想でありましょうし、その役割分担の度合い

は企業や地域、家庭でおのずと異なってくるのではないかというふうに考えております。 

  男女共同参画社会の形成に最も必要なこと、よく言われることでありますけれども、長い年月に

より培われてきた慣習を転換していくための意識改革であります。八女市の条例の中でもそういう

ことをうたっているようでありますが、その実現には行政の果たす役割というものも大変大きなも

のがあると認識しているわけであります。意識改革には、当然のことながら男性も女性もその意識

改革は必要でありますが、女性が仕事や地域において積極的に参画するためには、育児や家事など

における男性の参画というものが必須であります。そのためには特に男性の意識改革というものが

求められているというふうに認識しているところであります。 

  そのための取り組みとして、市におきましては市が主催する各種講座に男女共同参画に関する内

容を取り入れておりますほか、家事への参画を促すために男性を対象とした料理教室などを開催し

てきたところであります。また、今年度の人事異動に際し、女性幹部の登用を拡大いたしましたし、

また将来の女性幹部登用に意を用いた人事配置も行ったところであります。 

  御質問は男女共同参画のまちづくり条例の制定についてということでありますが、本市において

はまだ男女共同参画計画というものをまだ策定していない状況でありますので、条例を制定する前

の段階として、計画の策定が当面の課題であるというふうにとらえているところであります。 

  計画を策定しさまざまな施策を行っている八女市を初め、他の市の追跡調査結果など拝見いたし

ますと、具体性があり共感を呼んで参画しやすい計画内容にしていくことが大切であるというふう

に思っているところであります。男女共同参画計画の策定については、女性の方からも当然積極的

に策定に参画をしていただきながら、女性の意見を大幅に生かして計画を策定していくべきもので

あるというふうに考えておりますし、また計画を絵にかいたもちにしないためにも、まずその理解

を深めるために講習会を積極的に開催するなど意識の浸透と機運の醸成を図り、その上で計画の策

定につなげていきたいというふうに考えておりますし、ひいては条例の制定へと進んでいければと

いうふうに認識しているところであります。 

  次に、子育て支援について御質問をいただきましたので、お答えを申しあげたいというふうに思

います。 

  ことしの３月に策定いたしました次世代育成支援行動計画、子どもすこやかプランの後期計画の

中では子供をはぐくむ環境づくりの重要性を掲げまして、母子保健の充実や子育て機能の強化など

を中心的な施策として取り組むこととしているわけであります。主な事業としては、母子保健事業

や子育てに関する情報提供・相談機能の充実を挙げておるわけでありますが、具体的な取り組みと

しては母子健康手帳交付のときに安心して出産や子育てができるよう、妊娠・出産・子育てに関し

て必要な資料等を配付をしてきめ細かく説明をしております。また、出産後には生後二、三カ月の

乳児全員を対象に保健師による家庭訪問を実施をして母親の健康、乳児の発育発達等に対する訪問



指導を実施しているところであります。また、３カ月、９カ月、１歳６カ月、３歳児の乳幼児健診

時におきましては、保健師が子供の成長に合わせた必要な情報を提供し、育児を行う上でのアドバ

イスを行っております。そのほか、子育てについては悩まれる方も大変多いわけでありますので、

保健師による定期相談を初め家庭相談員や保育士による相談事業を実施をして、言葉のおくれや子

供の養育に関することなど各種相談に適切に対応しているところであります。さらに、今年度は特

に育児不安が強い親御さんに対して新たに臨床心理士による発達相談や育児相談を行うこととして、

充実を図っているところであります。 

  御質問の市原市の「子育ての知恵袋」でございますけれども、地域社会全体で子育て家庭を応援

していこうという趣旨で、市民の方々から実際にあった子育て中の体験を募集し多くの事例をまと

めたものと伺っております。また、地域の子育て家庭を訪問する子育て支援員制度につきましては、

多くの市民がボランティアで参画をし市民みんなで子育てを応援しようという取り組みであります。 

  御案内のとおり、市原市は東京都心から近く千葉県を代表する工業都市であります。人口約28万

人の都市であります。市原市に比べ本市は三世代同居率も高く、育児・生活全般において地域の結

びつきもありまして協力関係が保たれているものと思っておりますけれども、以前よりは近隣、地

域との関係も希薄になっているのも事実でありますし、今後その傾向はさらに強くなっていくもの

と思っております。市原市の取り組みについては多くの市民が協力し、子育てを応援していこうと

いう理念、大変すばらしいものがあります。今後、寒河江市においてもさらなる子育て支援を推進

していく上で大いに参考にさせていただきたいというふうに思っておりますし、市としても子供た

ちの健やかな成長を願い、多くの市民の協力をいただきながら一層の子育て環境の充実・強化に努

めていく必要があると改めて認識したところであります。 

  次に、夜間におきます小児救急の医療の設置についてお答えを申しあげたいというふうに思いま

す。 

  急病やけがなどの際にいつでも安心して受診できる救急医療体制の構築は、極めて重要な課題で

あります。小児救急におきましても、子供さんが急病の場合にはすぐに診察してもらえる医療体制

を願う親御さんは、大変多いのではないかというふうに思っております。 

  寒河江市におきます小児医療の実態は、平日・日中の外来診療につきましては市内に小児科を開

業している先生方がおられるわけでありますけれども、夜間・休日の救急診療や入院が必要な場合

などは、かかりつけの先生に診てもらえる場合は別として山形市内の病院などを利用しているケー

スが多いというふうに伺っております。これは県立河北病院が平成21年４月から小児科医師が１人

体制となりまして、休日・夜間の救急診療ができなくなったということも影響があるものというふ

うに思っております。 

  辻議員からは、市立病院に夜間の小児救急を設置してはどうかという御質問でありますけれども、

先ほど来辻議員からも御指摘ありましたけれども、市立病院では昭和51年から平成７年まで山大の

方から小児科医師の派遣をお願いし、週２回あるいは３回の診察を行ってきたわけでありますけれ

ども、山大からの派遣医師が中止となって小児科を廃止した経過があるわけであります。 

  市立病院として小児科を常設し、救急医療も含めた専門的な小児医療を実施していくことが大変

望ましいものだと認識しているところでありますけれども、このためには複数の常勤医師の継続的

な確保というものが何より不可欠であります。全国的にも小児科の医師不足が深刻化している現状



では、これは極めて難しいものがあるというふうに思っているところであります。夜間の小児救急

医療を市立病院で行うということについても、当然のことながら小児科の医師の確保というものが

必要であります。 

  また、御質問の中で平成21年９月から山形県で行っている小児救急電話相談事業のことについて

触れられておりますが、これは子供さんの発熱や下痢などの急病の際に、専門的な知識・経験を有

する看護師が電話相談、夜の７時から10時までに毎日応じているわけであります。家庭での対処方

法や医療機関への受診などについてアドバイスを行っていただいているわけでありますが、この電

話相談によって医療機関にかからないで家庭で対処できるケースも多いというふうに聞いておりま

す。これまでも市報でお知らせいたしたところでありますけれども、引き続き周知を図っていく必

要があるというふうに認識しているところであります。 

  いずれにいたしましても、市内には休日及び夜間の小児救急を行う医療機関がないという現状で

あります。これは寒河江市のみならず西村山地域における大きな課題であるというふうに認識して

おります。小児科医師が不足している現状の中で大変難しい課題ではありますが、今後、医師会さ

らには近隣の自治体、関係機関などと十分協議を進めながら、その対策を鋭意検討していかなけれ

ばならない課題であるというふうに認識にしているところであります。 

以上であります。 
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平成２２年６月第２回定例会 

○髙橋勝文議長 辻議員。 

○辻 登代子議員 １問に対する御答弁ありがとうございました。 

  これから、女性委員比率30％目標達成に向けて女性の枠を拡大していただき、より多くの女性委

員参加を望むところでございます。 

そして、男女共同参画まちづくりの制定について、これからもいろいろな施策を講じていただき

まして、より多くの女性の委員参加を望むところでおるのですが、各自治体においても女性管理職

登用への積極的な動きが見られております。本市においても、本年度より子育て推進課長に就任さ

れました柴崎課長に就任のお喜びを申しあげます。とともに、これまで培われた経験を十分に発揮

されまして、子育て支援に対する充実を図っていただきますようよろしくお願いいたします。 

  昭和22年度から昭和24年度までの生まれた人を団塊の世代と申しますが、2007年度の定年退職者

数は全国の日本人の12％を占めると言われております。その、女性は半分であります。定年後は再

就職する人や趣味を楽しむ人、孫を育てる人、ボランティア活動をして地域に貢献する人、人生そ

れぞれでありますが、中には根強く残る習慣や意識のため、一歩前進することができない方もいる

と思っております。ただいま、市長が申されましたように、男性におきましても意識改革が必要で

あると思っております。少子高齢化の進行に伴いましてこれからの社会情勢の変化に対応するため

にも、男女共同参画社会を目指す取り組みをよろしくお願いいたしまして、行政の役割を十分果た

していただきたいと思っております。 

  次に、子育て支援についてであります。その子育て支援の一つとして子育ての知恵袋の配布、そ

の本についてでありますけれども、いろんな、市の方では子育てするための施策といたしましては

多方面におかれまして実行されていると思っております。 

  市原市の子育てのガイドブックにつきましては、第１章乳幼児期の子育て編、そして第２章学齢

期小学校の子育て編、第３章学齢期中学生・高校生の子育て編、第４章子供の病気健康編と第１章

から第４章までとなっており、一例として申しあげます。このようなガイドブックからでございま

すが、第１章は乳幼児期の子育て編、子供の栄養に関することの中のミルクに関すること、「１断

乳、問題点はなかなか母乳をやめられなかった、解決方法としておっぱいにからしを塗ってやめま

した」とあります。子育てしている中の悩みの一つでありますけれども、市原市で実施されている

子育て知恵袋の本があったならば子育てもしやすいのではないかと思っております。子育てに悩む

お母さんの参考書にもなると思います。この本市で配布されている本の中に子育て知恵袋を加えて

いただければと思っておりますので、今後とも御検討よろしくお願い申しあげます。 

  それから、子育て支援員制度についてであります。本市の平成22年度寒河江市子育て情報により

ますと、妊婦から出産後までのさまざまな保健事業、子育て支援が実施されております。保健師さ

んは母子家庭等については現在７名で、先ほど市長が申されました赤ちゃんへの全戸訪問、３カ月、

９カ月、１歳半、３歳児までの健診とその結果に対する相談など、子供に対するいろいろな多方面

において仕事をなされております。保健師さんとの仕事は別としても、子育て支援員制度の導入に

より、子育てする方と地域とのかかわりが多く持たれるのではないかと思っております。地域に見

守られて子育てしているという安心感が持たれ、今話題とされている育児放棄や虐待防止にもつな

がるものと思っております。この点につきましても、今後充実していただきますようよろしくお願



いしたいと思っております。 

  そして、市立病院への夜間小児救急の設置についてであります。現在子育てに頑張っておられる

方の一例を申しあげます。深夜に子供が40度近くの熱を出したので河北病院に行ったのですが、専

門医師不在のために座薬だけをもらい山形市済生館に行き、新型インフルエンザ流行のために２時

間ほど待って診療を受けて帰ったとのことであります。子供がぐあいの悪くなるのは深夜か特に土、

日曜日が多いと言っておられました。平日は本市の開業医の診療を受けておられるそうです。 

  子供のいる家庭においてはこのようなことが常に起きているわけでありまして、本市におきまし

ても医師の確保が困難であることは十分にわかっておりますけれども、子供を持つ親からの強い要

望であることを十分に受けとめていただきまして、早期実現に向けての取り組みをお願いしたいと

思っております。 

  今後とも、男女共同参画社会の実現を目指していただき、子育て支援の充実を図っていただきま

すようお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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川越孝男議員の質問 

 

○髙橋勝文議長 通告番号８番から10番までについて、16番川越孝男議員。 

   〔１６番 川越孝男議員 登壇〕 

○川越孝男議員 佐藤市長が就任して２年目に入り半年を迎えます。そこで、佐藤市長の「みんなの

力で寒河江の未来を創ろう」というスローガンの具現化に向けた基本的な政策と当面する課題につ

いて、市長並びに教育委員長と監査委員に通告に従い順次質問いたしますので、率直な見解をお聞

かせいただきたいと思います。 

  通告番号８、政治姿勢について、諮問機関のあり方についてお伺いいたします。 

  市長は、施政方針の中で、市民と行政の信頼関係の向上のためには行政が所有する情報を積極的

に提供し、より風通しのいい市政をしていく必要があります。施策の形成過程についても積極的に

公開し、市政の透明性を確保することとし、その手始めとして新年度予算策定に際し市ホームペー

ジに担当課からの予算要求状況を掲載したところであります。さらに、寒河江市行財政改革指針の

策定に際しまして、積極的に委員の公募を行うとともに多様な手段を活用して市民の声を聴取し開

かれた行政を目指して取り組むことが述べられており、私も同感であります。 

  しかし、諮問機関についてはその運用いかんによっては功罪があることも明らかであります。佐

藤市長になって委員の公募制や兼任の解消、女性委員の数の拡大、ワークショップの活用、パブリ

ックコメント制の導入など改善策がとられていることは評価をするものであります。さらに、充実

したものとするために伺ってまいります。 

  一つは、委員の選任のあり方であります。現在、市民の中から選任されておりますが、以前のよ

うに市民に限らず複数の大学教授が選任されていたこともあります。したがって、大学教授や弁護

士などの専門の方を選任すべきと思います。 

  二つには、市民アンケートやパブリックコメントの導入、そして原案作成段階からの委員会によ

る審議など、市民の声を反映した民主的な審議をするためには３カ月や半年では無理があります。

ゆとりを持った審議期間を確保する必要があると思います。これが担保されなければ形式的なもの

にならざるを得ないと思います。 

  三つには、こういった民主的な手続を実行するためには事務局体制の強化が必須の条件になると

思いますが、市長の御所見をお伺いいたします。 

  私はことし１月に議会運営委員会で、岐阜県多治見市の市政基本条例の制定に際して市民や議会

のかかわりを調査すべく視察をしてまいりました。多治見市の市政基本条例は平成17年９月議会に

提案され、２回の継続審査を経て平成18年３月議会で審議未了廃案となり、平成18年９月議会に再

提案され全員一致で可決制定されたものであります。多治見市における市民のかかわりは、平成15

年10月市政研究会としてメンバーを固定しない自主的な団体が市内に100団体つくられ、それぞれ

が月２回のペースで34回開催されたそうであります。そこで出された意見を、市が12の小学区で年

２回開催するパブリックコメントの場である地区懇談会での集約を積み上げを図る中で、平成18年

９月議会での再提案は全員一致で可決成立となったそうであります。 

  このことから多くのことを学ぶことができます。議会の対応としては論点、争点を明らかにする

中で全員の合意まで至らなかったことから多数で決めずに審議未了廃案にしたこと。その後も全議

員による調査活動を継続したことであります。当局の対応としては、議案を強引に通すのではなく、



議会の審議を尊重したこと。加えて再提案に向けての市民の意見を反映する手立てと時間をとった

ことであります。市民の対応としては、メンバーを固定しないだれでも自由に参加できる自発的な

研究会を立ち上げたこと、そういった研究会をリードする活動家が育っていることであります。 

  そこで伺いますが、こういった手法について市長の感想をお伺いしたいと思います。通告では仮

称・まちづくり委員会としていますが、多治見市の市政研究会のような市民の自主的な運動と組織

活動を育てることによって、より多くの市民の声を市政に反映できると思いますが、こういった取

り組みについて市長の感想も含め考えを伺いたいと思います。 

  次に、通告番号９、教育行政について伺います。 

  ①中学校給食について現在進められているプロポーザル方式の課題について伺います。 

  ５月21日議会に対し、中学校給食の進捗状況が説明されました。それによると平成23年４月から

実施する民設民営によるセンター方式の委託業者の選定は、プロポーザル方式により寒河江市中学

校給食業務委託事業者選定審査会が選定することが明らかにされました。既に、手続が開始され説

明会には４社が出席されたが、応募の意思表明されたのは１業者のみでその事業者を応募資格決定

したことが報告されました。事業者名を求めたが明らかにされませんでした。 

  プロポーザル方式とは複数の事業者からの提案を受け、その中から最も適正な提案、適正な見積

もりを出した者と契約する方式であります。ところが、１社のみではプロポーザル方式本来の成果

が発揮されないと思います。１月の議会への説明では３社が可能としながらも、事業社名は示され

ませんでした。このとき既に、センター化に対応できる事業者は一つだけだったのではないかと思

われます。さらに、３月議会での債務負担行為として平成23年度から平成32年度分の中学校給食調

理業務として９億6,000万円が既に決定されています。 

  市民の中には「出来レース」ではとの懸念の声があります。「市教育委員会は、確実に参加でき

るのは１社しかつかめていないのに、形式的にプロポーザル方式や公募したのではないか」との疑

念が持たれているのであります。そうでないのなら、なぜ業者名を市議会の１月の全員協議会や５

月21日の定例懇談会でも公表できなかったのか理解できなくなります。５月８日に開催されたＪＡ

さがえ西村山第16回通常総代会資料には、アグリランド、フードセンターの実施計画には既に載っ

ているのであります。 

  プロポーザル方式による契約は随意契約であります。寒河江市契約に関する規則第29条では、随

意契約は２者以上の見積書を徴取するものと定められています。 

  そこで、市民の疑念を払拭し公正・公平な事業を進めるために、今後どのように対応するのか教

育委員長に伺います。さらに、職場の声として出されているアレルギーなどの個別調理への対応や、

各学校への配膳員の配置及び臨時日課にも対応した給食の配送の実現と、債務負担限度額９億

6,000万円の内容について教育委員長にお伺いいたします。 

  次に、②の小学校給食調理業務委託にかかわる問題点について伺います。 

  ことしから私の地元の高松小学校でも柴橋小学校、西根小学校に続いて調理業務が民間委託され

ました。それぞれの学校の調理師の方々が、学校行事への参加も含め一生懸命働いておられること

に感謝しています。 

  入学式での教職員紹介で、調理師の２名が市外の方であったことから疑問に思い調べてみますと

いうと、寒河江市の職員の場合は住所要件がありますが、契約書には従事者の住所要件が入ってい

ないことから、６社で入札が実施され予定価格の69％で落札したことなどがわかりました。 

  そこで、小学校給食調理業務の民間委託が始まった昭和61年度以降現在までの委託業者や委託金



額、調理師の数や入札の状況などを調査したところ、現在の柴橋、西根、高松の調理師８名中、市

内の方は２名であることがわかりました。また、入札の落札価格は３校の最近のもので見ますと、

柴橋小学校の平成20年２月４日の入札は、796万円の予定額に対し81.4％の648万2,000円で、大新

東ヒューマンサービス株式会社が落札。西根小学校の平成19年１月31日の入札は、808万円の予定

額に対し81.12％の655万5,000円、同じく大新東ヒューマンサービス株式会社が落札。高松小学校

は平成22年２月12日の入札は、609万円の予定額に対し69％の414万円で一富士フードサービスが落

札、それぞれ契約がなされています。 

  柴橋小学校の場合、平成19年度までは３年に１回入札し、その翌年度と翌々年度は落札業者と随

意契約をしています。これは当時のやり方としては可としますが、契約金額が異常であります。入

札時は低くして落札し次の２年間で元を取り、その次の入札時には再び安くし落札するパターンが

繰り返されているのであります。 

  千円以下切り捨てた数字で具体的に指摘したいと思います。入札の平成５年度が721万円、平成

６年度は随意契約で937万円、平成７年度は随意契約で875万円、平成８年度は入札で712万円、平

成９年度は随意契約で992万円、平成10年度も随意契約で1,029万円、平成11年度は入札で729万円、

平成12年度と13年度は随意契約で912万円と996万円、平成14年度は入札で936万円、平成15年度と

16年度は随意契約で969万円と976万円、平成17年度は入札で935万円、平成18年度と19年度は随意

契約で969万円と845万円となっています。さらに、随意契約時の見積もり徴取も契約相手１社きり

徴していないことも明らかになりました。これらの状況から見て、官製談合の疑いがあるのではな

いかという指摘を受けたのであります。委託料の主なものは人件費であることは明らかであります。 

  そこで３点について教育委員長にお伺いいたします。 

  一つは、高松小学校の場合、委託料が予定価格609万円の69％の414万円で落札され今後５年間続

くわけでありますが、安ければいいというものではないと思いますが、教育委員長の見解を伺いた

いと思います。 

  二つには、調理師に支給されている賃金は幾らか伺いたいと思います。短時間雇用職員の時間賃

金は870円となっています。市の調理師の賃金は、日々雇用職員の場合日額賃金が6,500円、短時間

雇用のパートの職員の場合は時間賃金870円となっています。これを下回るような調理師の有無と、

下回った場合改善策を検討すべきと思いますが、契約の問題もありさまざま難しいこともあろうと

思いますけれども、あわせて見解をお聞かせをいただきたいと思います。 

  三つには、現行の業務委託の状態は職安法第44条及び同法施行規則第４条に抵触していないのか

という意見が寄せられました。したがって、この点についても教育委員会としての見解をお聞かせ

をいただきたいと思います。 

  次に、前述しました柴橋小学校の入札と随意契約のあり方、実態先ほど申しあげました。そして

随意契約でありながら契約相手１社のみの見積もりの徴取をしているという、この関係であります

が、このことが問題ないのかどうなのか監査委員にお伺いいたします。 

  平成18年度及び19年度の随意契約については、契約相手からの見積もりきり徴していないことを

確認をしています。平成16年度以前の任意契約については教育委員会に資料がないということで確

かめることができませんでした。しかし、監査委員からの指摘や指導がなされていたならば、平成

18年度及び19年度においても正規の２社以上の見積もりが徴されていたものと思われます。 

  また、平成18年度の予定価格981万8,000円が、児童数が同じなのに平成19年度には849万9,000円

に、なぜ130万円も減ったのか疑問であります。身内に甘いと言われない厳正な監査委員の見解を



お伺いしたいと思います。 

  次に、通告番号10、職員定数について伺います。 

  市議会に提案される議案の正誤表による訂正が毎回のように起きています。また、当初予算で決

定された事業が執行されず翌年度に繰越明許なる事態も起きています。これらの原因が明らかにさ

れていませんが、要員不足に起因しているのではないかと心配でなりません。昔と違って時短が進

行し、時間外労働の抑制が求められている現在、要員の充足状況を検証する必要があると思います。 

  行財政改革のもと、毎年度定数削減を進める一方で日々雇用の方が78名、パートの方が85名、合

わせて163名の臨時職員をふやして市政の運営がされているわけであります。民間委託や指定管理

者制度を除いた臨時職員であります。職員定数適正化計画で毎年削減を続けることの是非について

も、ここで検証する必要があると思います。 

  そこで３点について伺います。 

  一つは、行政本来の業務は言うまでもなく完遂されて当然であるが、どうなっているのかその実

態を検証すべきと思いますが、この現状、どうなっているか、また問題があれば改善策についてど

のようにお考えになっているのかお聞かせをいただきたいと思います。 

  二つには、本議会初日に住宅建築推進事業費の追加補正が決定なりました。こういった部署やさ

まざまな計画の見直しや策定などを担当されている部署などでは、事務量は想定をはるかに超えて

いるところもあると思われます。業務量などを見定め、適正な職員配置となるよう点検見直しをす

べきと思いますが、このことについても市長の見解を伺いたいと思います。 

  三つには、臨時、パート賃金の引き上げをすべきと思います。 

  本市の場合、日々雇用の基本日額が6,500円であります。パートの時給基本が870円であります。

これでは、調理師の賃金でも述べましたが、年収200万円以下の労働者の増加が今社会問題になっ

ています。寒河江市自体が官製のワーキングプアをつくり出していることになりはしないでしょう

か。これでは結婚し、子供を産み育てることは到底無理であります。子育て推進課をつくってきめ

細かな施策の展開も必要でありますが、最も基本となる働く人々の市民の賃金を、行政が引き下げ

る役割を果たしていては、本末転倒と言わざるを得ません。他市の動向にとらわれずその是正に取

り組むべきと思いますが。もちろん一気に是正することは不可能だと思いますが、その是正策も含

め市長の見解をお伺いして第１問といたします。 

○髙橋勝文議長 この際、暫時休憩といたします。 

  再開は午前10時55分といたします。 

    休 憩 午前１０時４５分 
                  
    再 開 午前１０時５５分 
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平成２２年６月第２回定例会 

○髙橋勝文議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 私の方からは政治姿勢、それから職員定数の問題について何点か川越議員から御質

問いただきましたので、続けて答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

  御案内のとおり、市の審議会等につきましてはそれぞれの目的により委員の構成内容は異なるも

のがあるわけでありますけれども、委員の選任につきましては、必ずしも市民であることを条件に

するものではもちろんないわけであります。そうは申しましても、現実には市内の各団体からの委

員を選任させていただく場合が多いわけであります。委員の大方は市内在住者というふうになって

いるのも現実であります。これは本市の状況等を十分に把握している方、さらにはそれぞれの団体

の立場を代表して発言していただける方に対して委員をお願いして、市民の意見の総体としてまと

めていただくことを求めてきた結果であるというふうに認識しております。 

  一方、社会情勢の急激な変化や多様なニーズに対応していくには、専門的な視点や外部からの客

観的な見方も必要になってきているわけであります。ちなみに、今般第５次の振興計画の中間年の

見直しに際しまして、振興審議会の委員には学識経験者といたしまして市外の大学の先生に委嘱を

お願いする予定もしているわけであります。いずれにいたしましても、審議会等における委員の選

定につきましては、より中身の濃い充実した審議となるよう審議会の目的や内容に応じて適切に対

応してまいりたいというふうに考えております。 

  次に、ゆとりある審議期間をということで御質問いただきましたけれども、審議会によっては早

急に対応することが求められ短期間での審議をお願いしなければならない場合もあるわけでありま

すけれども、十分に審議をしていただけるように必要な期間を設けることがやはり基本であるとい

うふうに認識しているところであります。そのため、審議会を開催する際には準備を早目にしてお

くこと、さらにはできるだけそういった審議期間を多目にゆとりを持ってとっておくことなどを努

めたいというふうに考えているところでありますので、御理解を賜りたいというふうに思います。 

  次に、事務局体制についての御質問でありますけれども、一般的に施策を実行していく上ではあ

らかじめその目的や実施の方針、実施内容等を検討し決定していくこと、当然行わなければならな

いというふうに思っておりますので、基本的には審議会等の事務局の業務についても通常業務の一

環であるというふうに認識しております。しかしながら、定例的でない大規模な計画や新規の計画

に関する審議会等の事務局の業務については、通常業務の一環では対応が難しい場合もありますの

で、そうしたケースにおいては事務局担当者の業務を所属課内で調整していくことや専任スタッフ

を配置するなど、適宜対応していきたいというふうに考えているところであります。 

  次に、まちづくり委員会についての御質問がありました。多治見市の例を引かれての御質問であ

りますけれども、議員がおっしゃる仮称･まちづくり委員会、市政研究会というものについてはさ

まざまな市民の方が自由に参加をして意見を述べ合う市民組織ではないのかなというイメージを持

ったところであります。私は市民主体のまちづくりをより一層進めたいというふうなことを、いつ

も申しあげているわけでありますけれども、昨年度市内全域において地域座談会を開催させていた

だき、よいきっかけづくりになったのではないかというふうに思っておりますし、また職員の地域

担当制を導入をして幸生・田代地区においては地域づくり計画を策定させていただいて、今年度か

ら地域が主体となって具体的な地域づくり事業に取り組んでいただいているところであります。今

般の第５次の振興計画の見直しに当たりましても、各地域ごとに地域ワークショップを行うことな



どを計画しております。市民が地域づくりのためにみずから考え、発言する場を数多く設けてさま

ざまな市民の声をまちづくりに生かす取り組みを行っていきたいと考えているところであります。 

  こうした取り組みが契機となり、議員おっしゃるまちづくり委員会のような活発な活動ができる

市民組織が育っていくことになれば、目指すところの市民主体のまちづくりに大きな力になるもの

と期待しているところであります。 

  次に、職員定数の問題について何点か御質問をいただきましたので、お答えを申しあげたいとい

うふうに思います。 

  最初に、市の事業の執行管理についてでございますが、各種事業の執行に当たっては業務が一部

担当者のみに偏ることのないよう常に管理職の立場にある者が調整をして、係内さらには課内等の

打ち合わせ等によって事業の進捗状況を確認をして、計画的な進行管理に努めていかなければなり

ません。また、公共事業などについては財政当局が窓口になって、事業執行計画及び事業執行状況

等に関する調査、また四半期別発注計画の調査を実施し、執行管理を行っているところであります。

御指摘の点については十分我々としても検証を行い、今後こういったことが起こらないような体制

を整える必要があるというふうに思っております。 

  そのためには管理職が中心になって定期的に執行管理を行っていきたいというふうに考えており

ますし、今年度からは各課に総括担当課長補佐を配置しております。課長を補佐して事業の執行管

理と他課との調整を行えるよう研修会なども行いながら、全庁的な取り組みとして適正かつスムー

ズな事業の実施及びその管理に努めていきたいというふうに考えているところであります。 

  次に、職員の適正配置につきましては年度当初に当たって、より実行性のある施策展開に合わせ

た課や室等の組織の再編を実施をして、人員についてはその事業量等に応じた配置に努めたところ

であります。今後につきましても、寒河江市行財政改革指針の定員適正化計画を踏まえ職員の適正

な配置を行っていくことになるわけでありますが、御案内のとおり国政の大きな転換期でもありま

す。地方に対する施策展開の動向というものを見きわめながら、柔軟な対応をしていく必要がある

というふうにも考えているところであります。 

  また、適正配置に関して職員が病気休暇する場合、あるいは産前産後、そして育児休暇などの長

期休暇が出た場合にも、これまでも臨時職員で対応することにしているわけでありますけれども、

今後とも事務に支障がないように対応していきたいというふうに考えているところであります。 

  次に、臨時職員の賃金についての御質問でありましたが、先ほど川越議員御指摘のとおり、平成

22年５月末の日々雇用職員は78名というものであります。この臨時職員の賃金単価については、寒

河江市の場合職種ごとに単価を設定しておりますけれども、先ほど御指摘ありましたとおり日々雇

用職員で一般事務の場合日額6,500円、パートの場合時給870円となっているわけであります。今日

の経済情勢、景気、雇用の状況からしてなかなかその引き上げについては難しいものがあるという

ふうには認識しているところであります。 

  先ほど来、御指摘ありましたけれども、寒河江市の賃金単価については県内の市においては上位

の方にもあります。また、昨年は人事院勧告の中で一般職員の給与が減額改定になったわけであり

ますけれども、臨時職員の賃金は据え置いたところであります。一つの大きな課題であるというふ

うに認識させていただきたいというふうに思っているところであります。 

  以上であります。 
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平成２２年６月第２回定例会 

○髙橋勝文議長 渡邉教育委員長。 

〔渡邉滿夫教育委員長 登壇〕 

○渡邉滿夫教育委員長 最初に中学校給食に関する御質問にお答えを申しあげます。 

  これまでの進め方でしたけれども、御案内のとおり審議会等の御意見あるいは検討委員会等の識

者あるいは専門家の意見というものを十分いただきながら手続を踏んで、節目節目には議会の皆様

方あるいは市報等によります市民の方々にお知らせし、理解を求めてまいったところであります。

また、プロポーザル方式も公募によるということで、これもできるだけ公正・公平に進めてまいり

たいということからであります。 

  お尋ねの１社のみの参加の件に関してでございますけれども、これにつきましては去る３日の佐

藤議員の質問に対してもお答え申しあげましたところですけれども、委託業者の選定を公平・公正

に行うため選定審査会におきましてこれからも安全衛生と給食業務に関します重要な事項について

企画提案書の内容を十分に審査をいただいた上で、委託事業者として選定するかどうか最終的に決

定する運びであります。このようなことから、委託事業者の選定に当たっての公平性・公正性は確

保されるものというふうに考えております。 

  次に、アレルギー等個別的な事情について対応をどのようにしていくのかという御質問がありま

した。 

  このことにつきましては、中学校給食業務委託仕様書の業務内容の中で、アレルギーへの対応と

しまして除去食の提供を明記することといたしておるところであります。食物アレルギーを有する

生徒につきましては、現に小学校においても対応しているところでありますけれども、これと同様、

学校、受託者とも十分に打ち合わせしながらアレルギーの原因食物を除去した給食を提供できるよ

うに努めてまいります。 

  また、特別な事情を有し個別的な対応が必要な生徒さんにつきましても、保護者、学校とも相談

しながら対応してまいりたいというふうに考えております。 

  次に、債務負担行為の限度額９億6,000万円の内容についてでございますけれども、この内訳と

いたしましては調理業務、配送業務に要する経費として２億9,500万円、燃料光熱水費として１億

500万円、建物維持費、残滓処理等の経費として5,000万円、建物整備、調理に必要な器具等に要す

る経費として５億1,000万円を見込んだところであります。それらを合計して９億6,000万円の上限

額といいますか、限度額を設定させていただいたところであります。 

  次に、小学校の給食調理業務委託契約にかかわります件についてお答えを申しあげます。 

  最初に、高松小学校の委託料の件についてお答えしたいと思います。高松小学校の給食調理業務

につきましては、法令に定める契約のルールといいますか、自治法上のルールによりまして指名競

争入札を行い、予定価格の範囲内で最も低い価格を提示した者を落札者に決定し契約を締結したも

のであります。議員から御指摘ありましたけれども、単に安ければよいというような考えのもとで

はありません。契約後は、仕様書に基づいた適正な業務が遂行されるよう業務遂行の状況を、常に

把握してまいりたいと思います。 

  次に、調理師に支給される賃金の件についてお答えをいたします。調理師の賃金支給額につきま

しては現在のところ把握いたしておりません。賃金の支給額につきましては、あくまでも受託者の



被雇用者たる調理師と雇用者たる受託者との間の問題であるというふうに理解をいたしております。

委託者としてこれらの調理師の賃金に関する調べといいますか、把握を行うにはその根拠を見出す

ことはなかなかに困難ではないかというふうに認識をいたしておるところであります。 

  次に、現在の契約が職業安定法44条及び同法施行規則第４条に抵触してはいないのかというお尋

ねにお答えいたします。 

  御案内のとおり、現在柴橋、西根、高松の３小学校において学校給食の調理業務を委託しており

ます。いずれも、業務委託契約書、仕様書及び業務処理要領によりまして委託業務の内容を明確に

し、これに従い適切に業務を行いもって児童に安全・安心な学校給食が提供されているというふう

に思っております。調理業務につきましては、受託者が選任した現場の責任者の指揮監督のもと、

その指示に基づいて行われておるところであります。この請負の基準と、あるいは定義につきまし

ては、より厳しくなっているということは理解しているつもりでありますけれども、今申しあげま

したようなことから、法に抵触するようなことはないのではないかというふうに考えております。 

  以上であります。 
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平成２２年６月第２回定例会 

○髙橋勝文議長 片桐監査委員。 

〔片桐久志監査委員 登壇〕 

○片桐久志監査委員 私より、過去の柴橋小学校給食調理業務委託における随意契約の際の見積書の

徴取方法についての御質問がありましたので、お答えを申しあげます。 

  御案内のように、現在市内の小学校において給食調理業務を民間委託しているのは３校でありま

す。柴橋小学校で昭和61年度から、西根小学校で平成19年度から、高松小学校で本年度からの実施

となっております。現在実施されている委託契約方法でありますが、予算で５年間の債務負担行為

議決を得まして、指名競争入札により業者並びに委託契約金額が決定されております。 

  最も早く給食調理業務が民間委託実施された柴橋小学校におきましては、平成20年度からは債務

負担行為の議決を得まして５年間の複数年度契約となっております。が、それ以前は給食は教育の

一環であり、特に小学校においては児童と調理師が顔の見える環境であることが望ましいこと、調

理師が安心して業務に専念でき、モラルを高め、業務の改善研究意欲を喚起させることなど、特別

な職場環境を考慮して３年間同一業者に業務委託する方針としておりまして、初年度は指名競争入

札により業者と業務委託金額を決定し、２年目、３年目は随意契約により契約相手方１社から見積

書を徴取し、業務委託設計書に基づいて設定されました予定価格内の金額で業務委託契約を締結さ

れてきたようであります。 

  議員御指摘のように、寒河江市契約に関する規則第29条では随意契約によろうとするときには、

２者以上の見積書を徴するものとするとありますが、ただし書きではこれによりがたいときはこの

限りでないと、このようになっております。柴橋小学校におきましては前に述べましたように、契

約内容の特殊性により３年間同一業者に業務委託する方針で進められており、契約相手方が１社に

特定されることから、ただし書きの２者以上の見積書徴取によりがたい場合の事由として解釈でき

るものと思っております。随意契約といえども、公正確保や競争原理と経済性を発揮させることは

必要なことであります。この種の契約形態といたしましては、段階的に改善されてきた現在の業務

委託契約のような手法が望ましいと思っているところであります。 

  以上でございます。 
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平成２２年６月第２回定例会 

○髙橋勝文議長 川越議員。 

○川越孝男議員 私の１問目の質問で、通告番号10番のところ11番というふうに申しあげましたので、

ここ間違いでしたので、おわびして訂正をお願いをしたいと思います。 

  １問目の御答弁をいただきましたので、さらに理解を深めたい部分もあります。しかし、６分半

きりありませんので、絞ってお尋ねをしたいと思います。 

  まず一つは、小学校の調理業務の賃金の関係です。賃金の関係。委託契約をしてからその受託者

に雇われている人の賃金は見るすべがない、調べるすべがないという、端的に言うとそういう答弁

でありました。しかし、１問目でも申しあげましたように、予定価格があります。そこの中で従事

者の賃金も算定されています。それが69％で落札されたというふうな場合には、ほとんど人件費が

主です。実際問題、予定価格も皆見させていただいていますけれども、そうすると非常に下がって、

そして学校の、市の学校現場でまさにワーキングプアの状態が発生している。これを私は看過でき

ない。そのために、今回の一般質問の際のさまざま事務方との話し合いをしている中で、公契約条

例、公共事業の委託契約やなんかする際の労働者の賃金分、契約がしたがって、先ほども出ていた

ようですけれども、安かろう悪かろうではだめだというふうな、したがって寒河江市の入札の制度

の中でも低価格章のものがあるわけでありますけれども、同じようにかかわる労働者の賃金部分は

幾ら幾らでないとだめですよという区分を盛り込む条例、これが全国的にどんどん出ています。山

形県でも公契約条例は建設関係の請負の契約の中にでありますけれども、もうできています。 

  したがって、こういうものをつくらないというと、もう「民間委託をして何ぼけてっかわかん

ね」って、市でタッチできない、チェックもできないなんてとなったらば、まさしく大変な状態だ

というふうに思いますので、ぜひこの点については市当局も教育委員会も考えていただきたい、研

究していただきたいということを申しあげてこの点についての見解をお聞かせをいただきたい。今

の段階では法的に調査する、なかなか難しいというのはわかります。したがって、そういうものを

研究していかないというと、どんどん競争で安くさえするといいというふうなことになっていくと

だめなので、この点についての見解をお聞かせいただきたいと思います。 

  それから……。 

○髙橋勝文議長 残り時間わずかです。 

○川越孝男議員 そうですね。あとは別の機会でまた、この議場でだけでなくて、いろいろな機会に

やはり議会と執行部というふうな形の中で意見の交換をしながらよりよい市政運営ができるように、

私も議員として頑張っていきたいというふうに思いますので、２問はこの辺にして、お二方から今

の点についての考え方をお聞かせをいただきたいと思います。 
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平成２２年６月第２回定例会 

○髙橋勝文議長 渡邉教育委員長。 

○渡邉滿夫教育委員長 現行制度上、ルール、川越議員から御指摘あったような点は、法令上の問題

やむを得ないというようなことかと思いますけれども、ただいまの公契約条例に関しましては実の

ところ教育委員長たる私の答弁の範囲を超すものではないかと思いますけれども、なおこの件に関

しての知識が不足していますので勉強させていただきたいというふうに思います。 

○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 公契約条例については、今後市当局としても全体的な事業の適正な執行管理という

面で、いろいろ勉強しながら研究をしていく必要があるというふうに思っているところであります。 
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平成２２年６月第２回定例会 

石山 忠議員の質問 

 

○髙橋勝文議長 通告番号11番について、３番石山 忠議員。 

〔３番 石山 忠議員 登壇〕 

○石山 忠議員 ６月定例会の最後となりましたけれども、よろしくおつき合いのほどお願いいたし

ます。 

  世界的な金融危機による景気の低迷は、国における経済政策により国内景気に明るさが戻りつつ

あるとの報告もありますが、地域経済まで波及するには時間がかかり、私たちの景気に対する感覚

は依然として明るさの実感がなくまだまだ厳しいものがあり、地方自治体にとっても厳しい経済状

況が続くものと思います。 

  経済水準の低さは個人消費にも大きく影響し、小売販売や企業業績も低迷していますが、今こそ

景気拡大のため国・県の経済対策を大いに活用するとともに、安定した市民生活を確立するために

諸事業を展開しなければなりませんが、観光の振興も大きな大切な事業だと思います。そこでこの

たびは、新政クラブの一員として観光を主題として多くの市民から寄せられた意見とともに一般質

問をさせていただきます。 

  通告番号11番、寒河江市の観光振興について。観光振興策についてどのように取り組んでおられ

るのか、経過と今後についてお伺いいたします。 

  佐藤市長は、本年度の施政方針説明で五つの寒河江のまちづくりの柱を立てられました。その中

に、産業のさらなる活性化とにぎわいの創造による元気なまちづくり、西村山地域や仙台圏などほ

かの地域との交流提携を強化する大きな未来都市づくりを掲げ、施策の大要として商業の振興のた

めに集客が図られる祭りやイベントの開催によるにぎわいづくりが大切である。来寒される方への

魅力ある特産物の提供が欠かせない。新商品開発支援補助事業を実施してきた。さらに、これまで

長年実施してきたさくらんぼ祭りを初めとする祭り、イベントについて観客の減少など、継続する

上での課題が生じており、市民主役の原点に返り見直しを行いにぎわいのある新たな祭りの構築を

図る。観光振興については年間を通して魅力ある観光情報の発信により誘客を図り、滞在時間の拡

大による経済効果の向上に努めるため、観光資源である歴史文化、食、温泉、自然、祭りやイベン

ト等を組み合わせ、季節ごとに特色ある観光ルートの整備、充実を図る。さらに、西村山を中心と

した村山圏域自治体との連携を密にし、やまがた雛の道、出羽の古道、六十里街道など広域的な新

たな観光資源の発掘に取り組むとともに、観光による地域振興をより確実なものとしていくため、

西村山地域の観光振興プラン策定を進める。 

  大きな未来都市づくりについては魅力ある寒河江のイメージアップに努め、慈恩寺を初めとする

歴史と文化、花と緑とせせらぎが織りなす景観、さくらんぼを代表とする農産物等、全国的に誇れ

る寒河江の「宝」を仙台圏域を初め全国に積極的な情報発信を行う。また、仙台での物販や本市の

ＰＲを行う「さくらんぼキャラバン」や駅前広場等での「寒河江駅前自由市場」の実施により、新

たな寒河江の活力を構築するとしています。 

  佐藤市長は、就任以来今日まで総合的な元気づくりに向かってトップセールスを初め、農産物ブ

ランド化推進、観光キャンペーン推進協議会の設立を初め本市出身のタレント佐藤 唯さんを「さ

くらんぼ観光大使」に委嘱するなど果敢に政策の実行に努めておられますが、特に特徴ある事業を

展開するために、今年度よりイメージアップ推進室の創設により庁内において祭りの見直し検討を



進められているとお伺いしています。検討会議の役割、経過並びに取り組みの内容、今後の進め方

などについてお伺いします。さらに、本市の観光や祭りについては市民との協働が欠かせないと思

いますので、関係する組織や団体等のあり方について認識されている課題も含めてどのような取り

組みをなされておられるのか、多くの市民の関心事になっています。これからの方向性などととも

にお伺いいたします。 

  次に、観光資源についての考え方、整備の方策などについてお伺いいたします。 

  観光資源については、歴史文化、食、自然、祭りやイベントなどさきに述べさせていただいたよ

うに、まだまだ発掘、整備、活用を進めなければならないものと思いますが、これまで多くの市民

から寄せられた事例を御紹介しながら御所見をお伺いいたします。 

  まず、景観として自然の恵みを生かした事例として、寒河江八幡宮のソメイヨシノが挙げられる

と思います。八幡公園の桜の歴史は古く、左沢線の開通当時に植栽され、旧国鉄時代に指定公園と

なり、これまでに多くの市民や市外からのお客様を楽しませてきました。ことしの桜まつりは八幡

公園のぼんぼり点灯や出店もなく、長岡山の寒河江公園まで範囲を広げて実施されましたが、実施

に至る経過などが市民に十分伝わらなかったためか「八幡様に来たが、何もなかった。夜桜も見ら

れなかった」などの質問を受けることがたびたびありました。また、陵東中学校から石持までの区

間、石川西洲崎線の桜並木の大胆な剪定についても質問を受けることがありましたので、これらの

ことについてまず経過等についてお伺いいたします。 

  県内各地で桜回廊などを整備しキャンペーンを張っていますが、当市においても八幡公園や整備

や手入れがおくれている長岡山の桜の丘、さきに申しあげました石川西洲崎線などの市内の桜、そ

れに市民の記念植樹などで整備され、今見ごろを迎え月山や葉山とともに清流が美しい寒河江川の

堤防の桜などは、他に引けをとらない有望な資源の一つだと思います。ぜひ、整備を進め活用すべ

きと思いますが、いかがでしょう。 

  次に、さくらんぼの生産者からの意見について御所見をお伺いいたします。 

  当市は、「日本一さくらんぼの里」として行政やＪＡは言うに及ばず、生産者みずからが先進的

な機運を持ち、時代を先取りし資金的な負担も惜しまず努力の結果、現在の地位を確立してきまし

た。 

  観光さくらんぼ園の開園式も６月10日と迫ってまいりましたが、御案内のように本年の天候不順

の影響で果実が熟さず露地物での対応が困難なことから、佐藤錦を期待して訪れる観光客に紅さや

かで対応することになる上、無加温ハウスを提供することにより本来1,500円の入園料が大手観光

会社との露地物での事前約束のため800円となり、差額は加入している組織すなわち園主の負担と

なり、さらにＪＡや加入組織への負担があり対応が厳しいというものでした。これまでも、観光さ

くらんぼ園として対応に努力してきたが、折からの不況もあり観光客の伸びに期待できないこと、

農家の減少も進んでいること、さらに今後は無加温ハウスでの提供が中心になることなどから、後

継者対策の面も含め、生産者が意欲を持てるよう継続的な対策、農政支援を望むというものでした。 

  歴史文化、食などその他当市が誇れる多くの観光資源について活用の、整備の方向性を定め本市

の観光振興を図っていくことが肝要だと存じますし、多くの市民の期待も大きいと思いますので、

市長の御所見をお伺いし、第１問といたします。 
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平成２２年６月第２回定例会 

○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 寒河江市の観光振興について何点か激励も含めて御質問ありましたので、お答えを

したいというふうに思います。 

  まず、祭りの見直しの検討の状況と今後の進め方についてでありますけれども、寒河江市の祭り

を主催しております寒河江市四季のまつり実行委員会におきまして、ことし１月開催の役員会にお

いて祭りの見直しについて協議をし、４月の総会においてまつり充実対策検討委員会というものを

設置して見直し案の協議を進めているのは御案内のとおりであります。当然、市も実行委員会の構

成メンバーでありますので、このまつり充実対策検討委員会の協議にも加わっているわけでありま

す。 

  市としてはこれまで地域座談会での御意見、それから各方面からの声などを踏まえて戦略的な情

報を発信を行い、寒河江市の魅力を広く全国にＰＲしていこうということで４月にイメージアップ

推進室を設置し取り組むこととしたところでありますが、寒河江市の魅力の一つであります「祭

り」につきまして、現在この推進室を窓口にして検討しているところであります。その充実を図っ

ていくために、実は昨年７月からいろいろ検討会議というものを立ち上げさせていただいて、さま

ざまな検討を進めてきたところであります。市としては、今後市の考えというものがまとまった段

階で、その内容について四季のまつり実行委員会の中の検討委員会に提案をしていきたいというふ

うに考えているところでありますので、御理解を賜りたいというふうに思っているところでありま

す。 

  次に、観光や祭りに関係する団体のあり方について御質問がありました。 

  御案内のとおり、祭りについてはこれまでそれぞれ祭りごとに実行委員会が組織され祭りを開催

しておられたわけでありますけれども、お互いに相互に連携をとりながらより効果的な実施をする

ということで、平成17年からは各実行委員会を統合した寒河江四季のまつり実行委員会が組織をさ

れて現在に至っているわけであります。祭りは一つの大きな観光資源でありますが、寒河江市には

祭り以外にもさまざまな豊かな観光資源があるわけであります。このたび、そうした観光に関係す

る、関連する、関係者が一丸となって寒河江市の情報発信、観光ＰＲを一段と強力に進めていくた

めに、寒河江市観光キャンペーン推進協議会というものを設立されたところであります。この推進

協議会とともに、市といたしましてはこれまでの枠にとらわれず、より広い視点からの情報発信、

観光ＰＲ体制を強化をして、観光客誘致を一層進めていきたいというふうに考えているところであ

ります。 

  次に、ことしの桜まつりの経過について、御質問がありました。私も事後報告としてお聞きして

おりますので、その範囲内でお答えをしたいというふうに思います。 

  これまで、桜まつりについては八幡公園を会場として四季のまつり実行委員会が開催をして、ぼ

んぼりの設置や飲食店等の出店が行われてきたわけでありますが、しかし例年出店を行ってきた桜

まつり協力会が、開催間近になり来客数の減少を理由に八幡公園には出店しないこととなりまして、

まつり実行委員会では緊急措置として一般企業等から募集していたぼんぼりの設置を取りやめたも

のとお聞きしているところであります。今後の桜まつりのあり方につきましては、八幡公園のぼん



ぼり設置をどうしていくかということも含めて、先ほど申しあげました祭りの検討委員会において

協議中ということでありますので、まずその推移を見守っていきたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

  次に、桜の街路樹の剪定について御質問がありましたので、お答えをしたいというふうに思いま

す。 

  御質問のありました市道石川西洲崎線は平成14年から17年にかけて道路改良工事を行い、植樹桝

に234本のソメイヨシノを植栽いたしました。周辺はさくらんぼ等の優良な果樹地帯でありますが、

街路樹の成長に伴いましてさくらんぼの生育、とりわけ受粉や着色に影響を及ぼす懸念があるとい

う声が寄せられたところであります。また、寒河江警察署からは交通安全の確保のために樹木の剪

定を要請されているところであったわけであります。こうしたことから、昨年度に街路樹の剪定を

実施したわけでありますけれども、桜の開花時期には、市民の方から先ほど御指摘がありましたよ

うに、せっかくの桜を惜しむ声が多かったということもあります。また、剪定方法についてはどう

かという声も寄せられたところであります。今後この街路樹につきまして、周辺のさくらんぼと共

存できるような管理のあり方について専門家の意見などもいただきながら検討してまいりたいと考

えているところであります。 

  先ほど、市道石川西洲崎線について平成14年から17年と申しあげましたけれども、平成４年から

平成７年にかけての道路改良を行ったというものであります。おわびして訂正を申しあげたいとい

うふうに思います。 

  次に、市内の桜名所の活用ということで御質問がありましたけれども、石山議員御指摘のとおり、

市内にはさまざまな桜の名所があるわけであります。これらについては、これからの観光資源とし

て大変魅力を秘めている名所であるというふうに思います。例えば、広く西村山を初めとする隣県、

市町の桜の名所と組み合わせる観光ルートの構築など、その活用といいましょうか、利用といいま

しょうか、そういう方策について今後鋭意幅広い視点に立って検討してまいりたいと考えていると

ころであります。 

  次に、天候不順に伴うさくらんぼ狩りのハウス物での対応状況ということでありますが、御案内

のとおり天候不順の影響による開花、収穫期のおくれという事態に見舞われているわけであります

けれども、この事態に伴う新たな費用負担というものについては、周年観光農業推進協議会で組織

対応していくというふうにお聞きをしているところであります。さくらんぼ狩りを受け入れる周年

環境農業推進協議会には、観光エージェントとの信頼関係の維持、さらには受け入れ調整等に大変

な御苦労いただいているわけでありますけれども、ぜひ万全な対応に努めていただきたいというふ

うに思っているところであります。 

  次に、観光資源の整備と方針についてお答え申しあげます。 

  観光誘客を推進をして地域経済の活性化を図っていくには、一つには観光資源の発掘や新しい名

産品、商品の開発というのはやはり必要であります。 

二つにはソフト、ハードを含めた受け入れ態勢の整備というものを充実をしていかなければなり

ません。 

  三つには、先ほど来申しあげておりますが、広域的な取り組み、そういうものも広めていかなけ

ればなりません。 



  そして、四つには情報発信、宣伝による強力な誘客促進というものを行っていくことは大変重要

ではないかと思っているところであります。寒河江市におきましては、観光面においては、先ほど

来石山議員の御指摘もありますとおり、まだまだ発展する潜在能力を有しているというふうに認識

しておりますので、今後も関係者と一丸となって総合的に、そして真剣に取り組んでいく必要があ

るかというふうに思っているところであります。 

  以上であります。 
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○髙橋勝文議長 石山議員。 

○石山 忠議員 御答弁ありがとうございました。 

  第１問で触れさせていただいた課題等について丁寧に御答弁いただきましたけれども、特に今回

の桜まつりの対応やあるいは大胆な剪定と申し上げた部分については、町の人に本当に知らされて

いなかったのかなという感じがしますので、知らせるということも大切な仕事かなということでお

伺いをさせていただきました。特に、今市長からもありましたが、露天商組合と協力する出店の

方々についても、お客さんが来ないからできなくなったということよりも、組織としてはあるいは

観光対策する方の側としては、なぜ人が来なくなったのだろうか、人を集めることによって、集客

することによってその対応ができるのではないかといったような、前向きなといいますか、原因を

究明して進むという意識を持って取り組んでいただければもう一つ内容が変わってくるのかなとい

うふうな感じがいたしました。そんなことでお伺いしたわけです。 

  続いて、第２問にさせていただきますけれども、旅行業には海外旅行あるいは国内旅行ともに企

画・販売できる第１種、国内旅行だけの第２種、本社所在地と隣接市町村での旅行に限る第３種が

ありまして、2007年５月の旅行業法改正で、営業保証金など財政要件が緩い第３種でも地域限定で

独自に旅行商品を企画・販売できるようになりまして、市町村の観光協会が旅行業に進出する道が

開けたことにより、福井県観光連盟とあわら市観光協会が旅行業資格取得の準備に入り、富山県氷

見市観光協会では３月に旅行業資格を取得しました。背景には、観光地の競争激化と足元の資源を

発掘・活用してほかの地域との違いを鮮明にして観光客をふやす戦略で、大手旅行会社のツアー商

品は、「有名観光地を別にすれば現地のことを詳しく知らない」地元の観光資源に精通している団

体みずから商品を企画・販売すれば内容を充実できるだけでなく、「観光客の反応を直接把握でき、

観光地としての改善点、問題点が見えてくる」単価の安い商品となることが予想されるが、「単価

が安い商品は大手は興味を示さないが、地元にとっては経済効果がある」といった記事が、５月17

日付の日経新聞に掲載されていました。 

  当市には寒河江川の鮎、広葉樹林帯のグリーンセラピー観光に結びつける葉山大円院のユキツバ

キや、100万ドルのサラサドウダン、納豆汁やだし、ひっぱりうどんなどの観光資源にまで発展し

た食、それに自然景観や農村民宿など広域の観光資源もまだまだ多く埋もれていると思いますので、

着地型ツアーとしてぜひ検討されることを望みます。さらに祭りやイベント、先ほど見直しを進め

ておられるということでしたけれども、それぞれに生い立ちや歴史があります。伝統があります。

見直しに当たっては十分な検証を行い、その上で新たなイベントの開発に努めていただきたいと願

っています。また、当市において、他に先駆けて実施してきたイベントなどで他市にお株を持って

いかれた行事もあり、心中穏やかでないのが偽らざる気持ちでいるのは私一人ではないと思います。

これらについてもぜひ検証されておくべきと思いますが、いかがでしょうか。 

  以上について市長のお考えをお伺いし、第２問といたします。 
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○髙橋勝文議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど来お答えをしておりますけれども、観光の資源というものは寒河江、そして

もう少し広い視点に立てば西郡全体の中にもいろいろ埋もれたものも、埋もれている、磨けば玉に

なる資源というものもたくさんあるというふうに認識しております。観光の振興の方策というのは、

大量の観光誘客をする大規模なものと、やはりきめ細かい地域に密着したおもてなしの心をはぐく

む観光と、大きく二つがあるのではないかというふうに私はこのごろ思っています。その両方につ

いてやはり推進して、全体として振興を図っていくということが必要であろうかというふうに思い

ます。そういった意味で、先ほど石山議員の御指摘の、地域の皆さんの温かいおもてなしを介した

その資源の活用というものについては、やはり我々もいろいろ勉強させていただきながら、そうし

たネットワークづくりなども進めていく必要があるというふうに思っているところであります。 

  それから、祭りの見直しに関してはやはり何百年も続いたお祭りというものは、いつの時代も同

じお祭りをしておきながら多くの観光客を呼んでいるお祭りということが一つあろうかと思います。

そういったこともおっしゃっているのかなというふうに思いますので、そういった伝統、歴史とい

うものを踏まえた上で、さらに大きな観光資源としての祭りをどうしていくかということについて、

見直しを行っていきたいというふうに思っているところであります。 

  ぜひ、皆さん方の、議員からもいろいろな御指摘をいただきましたけれども、これからの寒河江

市のお祭り、観光というものの推進にさらに頑張っていかなければならないというふうに思います

し、旅行法の改正なども十分検討しながらさらにそういう事例なども研究しながら、さらにいい方

策を研究していきたいというふうに思っているところであります。 

  以上であります。 
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○髙橋勝文議長 石山議員。 

○石山 忠議員 第３問に入らせていただきます。 

  ことしも花咲かフェアＩＮさがえが６月５日から28日までの日程でオープンいたしました。全国

各地から大勢の観光客がお越しになることを願っています。 

  第１問で申しあげましたが、ことしの気象条件により、さくらんぼの最盛期が１週間以上おくれ

ることが予想されています。当市の観光資源の「宝」であるさくらんぼを楽しみに訪れるお客様に

花咲かフェアも楽しんでいただける手立てはできないものでしょうか。市長が先頭に立ってトップ

セールスをしている「紅秀峰の里」を売り出すためにも、万難を排し実現してほしいと思います。 

  少々古い話ですが、平成14年やまがたフェア、花咲かフェア始まりの年、８月７日付山形新聞夕

刊のコラム「気炎」の中で、「寒河江の心意気」と題した一文を御紹介し、質問を終わります。 

  「コラム子というのは何かと批判や苦言を呈する小言幸兵衛的性格を持つ。私も多分その一人だ

ろう。そんな私でもこのたびのさがえ花咲かフェアの５日間延長には関係者の方々へ無条件で賛辞

を贈りたい。 

  国土交通省の提唱で、６月から寒河江市と新庄市でやまがたフェアが開かれてきた。問題はその

会期。新庄市は今月26日までだが、寒河江市はさくらんぼに合わせて半月早く始めたので11日まで

となっていた。妖精の花畑や花楽園、水辺の花回廊やフローラル・イリュージョンなど両会場とも

花と緑の巨大ゾーンに趣向を凝らす。日替わりのイベントに花の学校やら作品展など。どちらも連

日大勢の入場者でにぎわっている。 

  だが、この日程だと寒河江会場はお盆前に閉幕する。これでは帰省者にせっかくの催しが見せら

れないと当初から不満があった。とはいえ主催者はいわゆるお役所。途中で会期の変更なんかとあ

きらめていた。 

  それが盆明け16日まで延長されることになった。正式の会期ではない。同市の推進協議会がボラ

ンティアの協力を得て独自に運営するそうだ。官だけだったらこうはいかない。これまでもチェリ

ーランドなどの先駆的プランを実らせてきた寒河江市ならではだろう。何よりもいろんな人から喜

んでもらおうとする地域のもてなしの心がすばらしい。 

  話は変わる。大阪の巨大施設ユニバーサル・ジャパンは、以前も賞味期限切れの食材を使って問

題になった。今度は、飲み水が工業用水だったこと、花火に規定以上の火薬を使っていることが発

覚した。 

お客を何だと思っているのだろう。寒河江衆のつめのあかでものませてやりたい。」 

  ありがとうございました。 

○髙橋勝文議長 以上で、一般質問は全部終了いたしました。 
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発言取り消しの件 

 

○髙橋勝文議長 この際、お諮りいたします。 

  ６番杉沼孝司議員から、６月３日の本会議の一般質問の発言について会議規則第64条の規定によ

りその一部を取り消したい旨の申し出がありました。この発言取り消しの申し出を許可することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、杉沼孝司議員からの発言取り消しの申し出を許可することに決しました。 

 

散    会    午前１１時５９分 

 

○髙橋勝文議長 本日はこれにて散会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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   議事日程第４号          第２回定例会 

   平成２２年６月１１日（金曜日）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第４８号 寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結に

ついて 

 〃  ２ 議案説明 

 〃  ３ 質疑 

 〃  ４ 予算特別委員会設置 

〃  ５ 委員会付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第４号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前９時３０分 

 

○髙橋勝文議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について、議会運営委員長の報告を求めます。伊藤議会運営委員長。 

   〔伊藤忠男議会運営委員長 登壇〕 

○伊藤忠男議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営については、本日午前９時から議会運営委員会を開催し、協議いたしましたので、

その結果について御報告申しあげます。 

  本日追加されます議案は、議第48号１件であります。 

  追加議案の取り扱いについては、初めに議第48号を上程し、提案理由の説明を受けた後、初日に

提案されました議案、請願と追加議案に対する質疑を行い、委員会付託をすることに決定いたしま

した。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申しあげ、御報告といたします。 

○髙橋勝文議長 お諮りいたします。 

  本日の会議は、ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 



  よって、本日の会議運営は議会運営委員長の報告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第４号によって進めてまいります。 
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議 案 上 程 

 

○髙橋勝文議長 日程第１、議第48号を議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○髙橋勝文議長 日程第２、議案説明であります。市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  それでは、私から議題48号寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の

締結について御説明を申しあげます。 

  浄化センター沈砂池設備の建設工事委託の協定を締結いたしたく、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提案するものでございます。 

  よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申しあげる次第であります。 

  以上であります。 

 

質    疑 

 

○髙橋勝文議長 日程第３、これより質疑に入りますが、所属する委員会の審査案件に関する質疑は

極力控えるとともに、概括的な質疑にとどめていただくようお願いをいたします。 

  承認第１号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  承認第２号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  承認第３号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  議第38号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  議第39号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  議第40号に対する質疑はありませんか。川越議員。 

○川越孝男議員 幾つかの点についてお尋ねをしたいと思います。 

  一つは、現条例では知る権利を保障しているわけですけれども、そこを知る権利を尊重というふ

うに文言を変える中身になっています。そうした場合に、知る権利の保障と知る権利の尊重という

この文言の変化は請求者側からして法律的に格差が生じるのかどうなのか。請求者側の権利が後退

するのではないかというふうにも判断されるわけでありますけれども、この点についてどうなのか

明確にお答えをいただきたい。後退をするのであるとするならば、文言は尊重でなくて現行どおり



保障というふうにしていただきたいというふうに思いますが、この点についての見解をお聞かせを

いただきたいと思います。 

  そしてまた、そういったふうなことが法令審査会の中でも議論されているのかどうなのかも含め

てお答えをいただきたいというふうに思います。 

  それから、２点目ですけれども、40ページのオの部分について、職務に関係ない情報、当該個人

情報が公務員の場合の関係でありますけれども、当該公務員の権利を不当に侵害し、または生活に

不当に影響を与えるおそれがある場合の当該氏名に関する情報を除くというふうになっていますけ

れども、職名でなくて当該氏名を除くというのは理解をしますけれども、そうした場合に職名は公

開されるというふうに理解をするわけでありますけれども、そういう理解でいいのかどうか教えて

いただきたいと思います。 

  それから、ここでいう不当に侵害しまたは生活に不当に影響を与えるおそれがある場合というふ

うになっていますけれども、その基準はどういうふうになっているのか、この点についても教えて

いただきたいと思います。 

  それから、43ページ、18条の情報公開個人情報保護審査委員会の委員の選任についてであります

けれども、第２項にも関係しているのですが、委員の選任に当たって住所要件というのはあるのか

どうなのか。ないというふうに理解をしていますけれども、そうした場合に市外の方であっても当

然選任できるというふうに思いますし、特にこういう部分は法律的に専門的な知識を要する役割、

任務だというふうに私は理解をしています。したがって、そういう観点から住所要件があるのかな

いのかと、そういう専門の人を選任することについての考え方もあわせてお聞かせをいただきたい

と思います。 

  それから次に、手数料の関係ですけれども、イの別表中上記以外のもの、作成に要する費用につ

いては相当額というふうになっていますけれども、この相当額ということについての基本的なこと

を教えていただきたいと思います。 

  それから、手数料の関係の二つ目ですけれども、手数料条例、この議案の中にあります。手数料

の部分。そして二つ目は、個人情報保護ではコピーきりありません。情報公開の方ではさまざまな

ものが手数料として盛られていますけれども、個人情報保護ではコピーきり想定していないのかど

うか、この辺の考え方をお聞かせをいただきたいと思います。 

  以上、お尋ねをいたします。 
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○髙橋勝文議長 今野総務課長。 

○今野要一総務課長 ５点ほど質問があったと思うのですが、順次お答えしていきます。 

  最初に第１条の関係の御質問がありました。知る権利保障を、知る権利を尊重というようなこと

の御質問でございました。 

  第１条につきましては、情報公開条例の目的を明らかにしたものでありまして、この条例の解釈

及び運用の指針となるものでございます。その趣旨につきましては、市民本来の市政を全うするた

めに市が保有する情報は何人にも公開されることが必要であるということから、市の活動状況など

を説明する責務を明確にする、そしてさらに市政に関する情報の公開を請求する権利、公開を請求

する権利はこれまで文言としてはなかったわけですが、今回は請求する権利を明確にしたというよ

うなことで、条例第５条にもありますけれども、知る権利を保障するというようなことを第１条の

目的にぎゅっと明確にしたということでございます。知る権利を保障から尊重に改めることで知る

権利が狭められたというようなことでは全くございませんので、改正の趣旨に沿いながら情報の公

開が拡大され、市政をより一層開かれたものとして市政に対する理解と信頼を深めて民主的かつ効

率的な市政の運営推進を図るということで、あくまでもここでは知る権利を育てていく、尊重して

いく、そして保障していくというような考え方でございますので、後退というような考え方は持っ

ておりませんので御理解賜りたいと思います。 

  続きまして、第６条公務員の関係でございます。公務員のことに関してはこれまでは特に明確に

はしていなかったのですけれども、やはり公務員として職務上必要な仕事については公開していく

ということを大原則に考えているところでございます。ただし、公務員が不当に権利を侵害された

り、あるいは生活に不当な影響を及ぼすというような場合も想定されますので、それについては職

は公開はしますけれども、氏名は公開しないというふうな規定を設けたところでございます。 

  その基準というふうなことでございますけれども、特に基準というのは、個々にいろいろ判断さ

れるというようなことから考えておりませんけれども、今回御質問があった場合のみならず、今回

の改正内容は非常に多岐にわたっておるというようなことから、実施機関や担当者によってその取

り扱いあるいは考え方に差が生じないように、逐条解説を作成して運用の統一を図っていきたいと

いうふうに今考えて準備をしているところでございます。 

  次に、18条、保護審査会の件の住所要件がございました。この条文について特に改正の中身でな

くて、条ずれの関係からここに載っているような今回の改正なのですが、基本的には識見を有する

者のうちから市長が委嘱するとなっておりまして住所要件はありません。もちろん専門性を有する

というようなことも考慮しながら選任していくという考え方には、従来と全く変わりないところで

ございます。 

  手数料条例の関係で上記以外のものというふうなことの御質問でございました。 

  今回いろいろな電子的な記録を含めた条例を改正しているわけですけれども、いろいろ想定をし

ているわけですけれども、その他というのはどういうことかというふうなことですが、具体的なも

のとしては今、市のコピー機械ですとＡ３判までのコピーは複写可能なわけですけれども、それを

超えるような図面とかあるいはそれらに類するものを請求があった場合に市のコピー機械では印刷

できませんので、民間の方にお願いしなければならないというふうなことが想定としてあるわけで



ございます。そうした場合には実費相当分についてかかった経費について手数料として徴収すると

いうようなことでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 

  個人情報保護の手数料に関してでございます。今回、情報公開条例、従来は情報公開条例と個人

情報保護の手数料は全く同じ考え方ですが、情報公開条例の分だけ今回改正したところでございま

す。これは、情報公開条例につきましては、公開する情報が多種多様で非常にボリュームが多い場

合が想定されることから、電子的な記録なども今回入れたというわけですけれども、個人情報保護

に関しては個人にかかわる情報でプライバシーの内容がほとんどでございますので、そんなに情報

量も余り多くないというように現在考えておりますので、今の考え方で十分対応できるのではない

かというふうに考えております。 

  ただ、個人情報の方に係る請求内容についても今後いろいろな請求が出てくると思いますけれど

も、そういった事情に応じて検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 
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○髙橋勝文議長 川越議員。 

  なお、後ほど開会されます委員会の中で詳細審議されますので、この場で質問しなければならな

い事項に絞って要点のみの質問に願います。川越議員。 

○川越孝男議員 私自身の所属する委員会に付託なんなだというと十分できるのですけれども、私の

委員会でない別の委員会に付託なる予定になっていますので、お尋ねをさせていただきたいと思い

ますが…… 

○髙橋勝文議長 要点だけにお願いします。 

○川越孝男議員 もちろん、細部についてはそこの中で審議をさらに深めていただきたいという意味

で、問題だけ提起させてもらうというふうにさせていただきたいと思いますが、１点目の今回の情

報、個人情報保護条例なり情報公開条例なり、いろいろなもの、両方かかわる部分もありますけれ

ども、情報公開条例のすべてだめに、後退という意味でありません。全く大きな前進です。それは

請求する対象者が何人にとなったことは物すごい前進です。それから請求権を明確にしたというの

も前進です。 

  しかし、今まで使われていた「知る権利を保障し」という部分が「知る権利を尊重」というふう

になった場合に、法律的な用語として差がないのかというふうな疑問があったからお尋ねをしたの

です。これは辞書やなんかですというと、明確にそこの部分違うわけですからね、法律的にもそう

いうふうになっていった場合に、後々にこれが後退する結果になったというふうになるとまずいの

でお尋ねをしたというふうなことであります。 

  あと、最後の部分の手数料の個人情報保護の関係では量も多くないと思うので、当面はコピーだ

けにしているということのようでありますけれども、今電算システム化の時代の中で個人の情報も

そういうふうな形で記憶されている部分というのはいっぱいあるというふうに思うんです。そうし

たときの、そのもの、そのものを知りたいというふうになったときにそれを文字にして、書面にし

て見せてもらうというようなのはもちろんわかりますけれども、そうでなくそのものというふうな

請求があった場合に、やはり対処をしておく必要があるのではないかという思いからでありますの

で、その辺も委員会審査の際に十分、今回見直しをするわけですから御検討いただきたいというこ

とで、１点目の関係だけ、さらにそういう意味ですので念を押してというか確認のためにお尋ねを

しますけれどもその部分だけお答えをいただきたいと思います。 

○髙橋勝文議長 今野総務課長。 

○今野要一総務課長 先ほど質問の中で審査会、法令審査会のことに触れませんでしたけれども、今

回の条例改正に向けては事前の配付とその後２回ほど法令審査会を開いて今回の成案にしたところ

でございます。その際、文言一つ一つ検討したわけですけれども、今回の改正するに当たっては先

進地の例なども参酌しながら文言の整理と全体的な文章の整理を図ったというようなことで、今川

越議員のおっしゃるようなことの考え方は毛頭ありませんので、基本的に全体的に保障していくと

いうことで、文言の整理からいくとやはりそういう受け取り方になると思いますけれども、全体的

にはそういうことでございませんので、１条で保障していくというふうに考えておりますので御理

解をお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 
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○髙橋勝文議長 議第41号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  議第42号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  議第43号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  議第44号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  議第45号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  議第46号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  議第47号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  議第48号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  請願第３号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  請願第４号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  請願第５号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これをもって質疑を終結いたします。 
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平成２２年６月第２回定例会 

予算特別委員会設置 

 

○髙橋勝文議長 日程第４、予算特別委員会の設置についてお諮りいたします。 

  議第38号については、議長を除く17人を委員に選任して構成する予算特別委員会を設置し、これ

に付託の上審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第38号については議長を除く17人を委員に選任して構成する予算特別委員会を設置し、

これに付託の上審査することに決しました。 

 

委 員 会 付 託 

 

○髙橋勝文議長 日程第５、委員会付託であります。 

  このことにつきましては、お手元に配付しております委員会付託案件の付託案件表のとおり、そ

れぞれ所管の委員会に付託いたします。 

 

委員会付託案件表 

委 員 会 付 託 案 件 

総務常任委員会 

承認第１号、承認第２号、

議第４０号、議第４１号、

議第４２号、議第４３号、

議第４４号 

厚生経済常任委員会 

承認第３号、議第３９号、

請願第４号、請願第５号、

陳情第２号 

建設文教常任委員会 

議第４５号、議第４６号、

議第４７号、議第４８号、

請願第３号 

予算特別委員会 議第３８号 

 

   散    会     午前９時５２分 

 

○髙橋勝文議長 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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平成２２年６月第２回定例会 

   議事日程第５号          第２回定例会 

   平成２２年６月１６日（水曜日）  午前９時５５分開議 

 

   

   再  開   

日程第 １ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（寒河江市市税条例の一部を改正す

る 

            条例） 

 〃  ２ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（寒河江市都市計画税条例の一部を

改 

            正する条例） 

 〃  ３ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（寒河江市国民健康保険税条例の一

部 

            を改正する条例） 

 〃  ４ 議第３８号 平成２２年度寒河江市一般会計補正予算（第２号） 

 〃  ５ 議第３９号 平成２２年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃  ６ 議第４０号 寒河江市情報公開条例の一部改正について 

 〃  ７ 議第４１号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃  ８ 議第４２号 寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 〃  ９ 議第４３号 寒河江市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 〃 １０ 議第４４号 寒河江市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税課税免除条例の一

部 

            改正について 

 〃 １１ 議第４５号 市道路線の廃止について 

 〃 １２ 議第４６号 市道路線の変更について 

 〃 １３ 議第４７号 市道路線の認定について 

 〃 １４ 議第４８号 寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結

に 

            ついて 

 〃 １５ 請願第３号 ３０人以下学級実現、教員賃金改善、義務教育費国庫負担制度拡充に係る

意 

            見書の提出に関する請願 

 〃 １６ 請願第４号 口蹄疫にかかる万全の危機管理を求める意見書提出に関する請願 

 〃 １７ 請願第５号 主食用米の緊急政府買い入れ等需給調整対策の実施を求める意見書提出に

関 

            する請願  

 〃 １８ 陳情第２号 肺炎球菌ワクチンへの公費助成に関する陳情 



 〃 １９ 委員会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務常任委員長報告 

      （２）厚生経済常任委員長報告 

      （３）建設文教常任委員長報告 

      （４）予算特別委員長報告 

 〃 ２０ 質疑、討論、採決 

 〃 ２１ 議会案第５号 ３０人以下学級実現、教員賃金改善、義務教育費国庫負担制度拡充に係

る 

             意見書の提出について 

 〃 ２２ 議会案第６号 口蹄疫にかかる万全の危機管理を求める意見書の提出について 

 〃 ２３ 議会案第７号 主食用米の緊急政府買い入れ等需給調整対策の実施を求める意見書の提

出 

             について 

 〃 ２４ 議案説明 

 〃 ２５ 質疑、討論、採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 
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再    開     午前９時５５分 

 

○髙橋勝文議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について、議会運営委員長の報告を求めます。伊藤議会運営委員長。 

   〔伊藤忠男議会運営委員長 登壇〕 

○伊藤忠男議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営については、昨日議会運営委員会を開催し、協議いたしましたので、その結果に

ついて御報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます議案について申しあげます。追加議案は議会案第５号、議会案第６号、

議会案第７号の３案件であります。 

  追加議案の取り扱いについては、日程第21、議会案第５号から日程第23、議会案第７号までの３

案件を一括上程し、日程第24で議案説明を省略し、日程第25で質疑、討論、採決を行うことといた

しました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申しあげ、御報告といたします。 

○髙橋勝文議長 お諮りいたします。 

  本日の会議は、ただいまの議会運営委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は議会運営委員長報告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進めてまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○髙橋勝文議長 日程第１、承認第１号から、日程第18、陳情第２号までの18案件を一括議題といた

します。 

 

委員会審査の経過並びに結果報告 

 

○髙橋勝文議長 日程第19、委員会審査の経過並びに結果報告であります。 
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平成２２年６月第２回定例会 

総務常任委員長報告 

 

○髙橋勝文議長 最初に、総務常任委員長の報告を求めます。佐藤総務常任委員長。 

   〔佐藤 毅総務常任委員長 登壇〕 

○佐藤 毅総務常任委員長 総務委員会における審査の経過と結果について御報告申しあげます。 

  本委員会は６月11日委員全員出席、当局より副市長及び関係課長等出席のもと開会いたしました。 

  本委員会に付託されました案件は、承認第１号、承認第２号、議第40号、議第41号、議第42号、

議第43号、議第44号の７案件であります。 

  順を追って、審査の内容を申しあげます。 

  初めに、承認第１号専決処分の承認を求めることについて（寒河江市市税条例の一部を改正する

条例）を議題とし、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

委員より「たばこ税の引き上げの内容について」の問いがあり、当局より「これまでの1,000本

当たり3,298円が4,618円に引き上げとなり、40％の増となります」との答弁がありました。 

  途中休憩を挟み会議を再開しましたが、ほかに質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略して採決

の結果、承認第１号は全会一致をもって承認すべきものと決しました。 

  次に、承認第２号専決処分の承認を求めることについて（寒河江市都市計画税条例の一部を改正

する条例）を議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、質疑を終結し、討

論を省略して採決の結果、承認第２号は全会一致をもって承認すべきものと決しました。 

  次に、議第40号寒河江市情報公開条例の一部改正についてを議題とし、当局の説明を求め、質疑

に入りましたが、質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略して採決の結果、議第40号は全会一致を

もって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第41号寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題とし、

当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略して採決の結果、

議第41号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第42号寒河江市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題とし、当局の

説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略して採決の結果、議第

42号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第43号寒河江市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題とし、当局

の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略して採決の結果、議

第43号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第44号寒河江市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税課税免除条例の一部改正

についてを議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、質疑を終結し、討論

を省略して採決の結果、議第44号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で総務委員会における審査の経過と結果について御報告を終わります。 
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厚生経済常任委員長報告 

 

○髙橋勝文議長 次に、厚生経済常任委員長の報告を求めます。石山厚生経済常任委員長。 

   〔石山 忠厚生経済常任委員長 登壇〕 

○石山 忠厚生経済常任委員長 厚生経済常任委員会における審査の経過と結果について御報告申し

あげます。 

  本委員会は６月11日委員全員出席、当局より関係課長等出席のもと開会いたしました。 

  本委員会に付託されました案件は、承認第３号、議第39号、請願第４号、請願第５号、陳情第２

号の５案件であります。 

  順を追って、審査の内容を申しあげます。 

  初めに、承認第３号専決処分の承認を求めることについて（寒河江市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例）を議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「非自発的失業者に該当する条件、減額になる期間、国民健康保険会計への影響はどう

なのか」との問いがあり、当局より「非自発的失業者は離職の翌日から翌年度末までの雇用保険の

特定受給資格者で、期間はその退職の年から２年間になる。国民健康保険税の減額に対しては特別

調整交付金で補てんになる」との答弁がありました。 

  ほかに質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略して採決の結果、承認第３号は全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第39号平成22年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題とし、当局

の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

委員より「対象者の予想人数は何名なのか」との問いがあり、当局より「５月末現在で申請され

た方は33名です」との答弁がありました。 

  ほかに質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略して採決の結果、議第39号は全会一致をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第４号口蹄疫にかかる万全の危機管理を求める意見書提出に関する請願を議題とし、

担当書記による請願文書朗読の後、審査に入りました。 

  委員より「危機管理を万全にするだけではなく国を挙げて取り組む必要性から願意妥当である」

との意見がありました。 

  ほかに質疑・意見等もなく、質疑・意見等を終結し、討論を省略して採決の結果、請願第４号は

全会一致をもって採択すべきものと決しました。 

  次に、請願第４号が採択されましたので、意見書案について質疑・意見等に入りましたが、質

疑・意見等もなく、質疑・意見等を終結し、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって意見書

案のとおり議会案を提出することに決しました。 

  次に、請願第５号主食用米の緊急政府買い入れ等需給調整対策の実施を求める意見書提出に関す

る請願を議題とし、担当書記による請願文書朗読の後、審査に入りました。 

  委員より「政府は備蓄米の買い上げを考えていない状況で、山形県内でデビューするつや姫の新

米価格も下落が心配されることから願意妥当である」との意見がありました。 



  ほかに質疑・意見等もなく、質疑・意見等を終結し、討論を省略して採決の結果、請願第５号は

全会一致をもって採択すべきものと決しました。 

  次に、請願第５号が採択されましたので、意見書案について質疑・意見等に入りましたが、質

疑・意見等もなく、質疑・意見等を終結し、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって意見書

案のとおり議会案を提出することに決しました。 

  次に、陳情第２号肺炎球菌ワクチンへの公費助成に関する陳情を議題とし、担当書記による陳情

文書朗読の後、審査に入りました。 

  主な質疑・意見等の内容を申しあげます。 

  委員より「山形県内でも公費助成している自治体がふえてきている。再度熟考し、継続審査とし

てはいかがか」との要求がありました。 

  途中休憩を挟み会議を再開しましたが、まず、継続審査について諮ったところ多数をもって継続

審査とすべきものと決しました。 

  以上で厚生経済常任委員会における審査の経過と結果について御報告を終わります。 
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建設文教常任委員長報告 

 

○髙橋勝文議長 次に、建設文教常任委員長の報告を求めます。松田建設文教常任委員長。 

   〔松田 孝建設文教常任委員長 登壇〕 

○松田 孝建設文教常任委員長 おはようございます。 

  建設文教常任委員会における審査の経過と結果について御報告申しあげます。 

  本委員会は６月11日委員全員出席、当局より関係課長等出席のもと開会いたしました。 

  本委員会に付託になりました案件は議第45号、議第46号、議第47号、議第48号及び請願第３号の

５案件であります。 

  一たん休憩し、市道路線の廃止、変更、及び認定に係る現地調査を行った後、会議を再開し審査

に入りました。 

  順を追って、審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第45号市道路線の廃止について、議第46号市道路線の変更について及び議第47号市道

路線の認定については関連があるため一括議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  議第45号については、質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略して採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  議第46号については、質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略して採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第47号については、委員より「市道認定基準の要綱が整備されたが、その要件を満たし

ているかの審査が必要であり、今回のように一括で39路線の中で１路線が課題ありとなった場合、

すべて承認されないことも予想される。よって、問題箇所がないよう、行政として要件をきちっと

満たした上で議会に上程するように」との意見がありました。 

  途中休憩を挟み会議を再開しましたが、議第47号については、ほかに御報告するほどの質疑もな

く、質疑を終結し、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  次に、議第48号寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結につい

てを議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  議第48号については、御報告するほどの質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略して採決の結果、

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第３号30人以下学級実現、教員賃金改善、義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書

の提出に関する請願を議題とし、担当書記による請願文書朗読の後、審査に入りましたが、質疑・

意見等もなく、質疑・意見等を終結し、討論を省略して採決の結果、全会一致で採択すべきものと

決しました。 

  請願第３号が採択されましたので、意見書案を議題とし、質疑・意見等を求めましたが、質疑・

意見等もなく、質疑・意見等を終結し、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって意見書案の

とおり議会案を提出することに決しました。 

  以上で建設文教常任委員会における審査の経過と結果について御報告を終わります。 

 

 

http://192.168.9.1/gijiroku/giji/2010/2206/060.pdf
http://192.168.9.1/gijiroku/giji/2010/2206/062.pdf


平成２２年６月第２回定例会 

予算特別委員長報告 

 

○髙橋勝文議長 次に、予算特別委員長の報告を求めます。那須予算特別委員長。 

   〔那須 稔予算特別委員長 登壇〕 

○那須 稔予算特別委員長 予算特別委員会における審査の経過と結果について御報告を申しあげま

す。 

  本委員会は６月11日委員全員出席、当局からは市長初め関係課長等出席のもと開会をいたしまし

た。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第38号平成22年度寒河江市一般会計補正予算（第２号）

であります。 

  議第38号を議題とし、議案説明を省略して質疑に入りましたが、質疑もなく、質疑を終結し、各

分科会に分担付託を行い、散会いたしました。 

  次に、本日午前９時30分より委員全員出席、当局からは市長初め関係課長等出席のもと再開をい

たしました。 

  議第38号を議題とし、各分科会委員長より、それぞれの分科会における審査の経過と結果につい

て報告を求めた後、質疑、討論、採決に入りましたが、質疑もなく、質疑を終結し、討論を省略し

て採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上をもって予算特別委員会における審査の経過と結果について報告を終わります。 

 

 

 

 

http://192.168.9.1/gijiroku/giji/2010/2206/061.pdf
http://192.168.9.1/gijiroku/giji/2010/2206/063.pdf


平成２２年６月第２回定例会 

質疑、討論、採決 

 

○髙橋勝文議長 日程第20、これより、質疑、討論、採決に入ります。 

  承認第１号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、承認第１号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、承認第１号は原案のとおり承認されました。 

  承認第２号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて、質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、承認第２号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、承認第２号は原案のとおり承認されました。 

  承認第３号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、承認第３号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、承認第３号は原案のとおり承認されました。 

  議第38号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議第38号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議



員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議第38号は原案のとおり可決されました。 

  議第39号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議第39号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議第39号は原案のとおり可決されました。 
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  議第40号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。川越議員。 

○川越孝男議員 委員長報告では、質疑もなく原案を可決すべきものというふうな報告でありました

けれども、当局の提案も含めて、があったというふうに思いますので、２点お尋ねをしたいと思い

ます。 

  一つは、11日の議案に対する質疑の中で、「知る権利を保障する」を、「知る権利を尊重し」に変

えることによって、法的に請求者の知る権利に差が生じるのではないか、後退するのではないかと

の問題提起をしたわけでありますが、そのことについてどのように審議されたのか、あるいは当局

がどのように説明されたのか。問題ないというふうに判断されるに至った根拠をお聞かせいただき

たいというのが一つです。 

  二つ目には、このことについて当局の説明の際に、顧問弁護士も市では抱えているわけでありま

して、専門家と相談している旨のことが説明の中で出されたのかどうか。 

  この２点お尋ねをいたします。 

○髙橋勝文議長 佐藤委員長。 

○佐藤 毅総務常任委員長 審査の経過と結果については、先ほど報告いたしましたけれども、条文

の中で保障と尊重の違いについて当局の説明があったかなかったかと、こういうことでありました

けれども、条文そのまま審議なりましたので、別段説明はありませんでした。 

  それから、もう一つの質問でありますけれども、質疑は、意見もありませんでした。 

  以上です。 
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○髙橋勝文議長 これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。川越孝男議員。 

   〔１６番 川越孝男議員 登壇〕 

○川越孝男議員 議第40号寒河江市情報公開条例の一部改正について、反対の立場から討論を行いま

す。 

  私は議事機関としての議会の役割は、論点・争点を明らかにし、その解決策を探ることにあると

考えています。 

  私自身、これまで寒河江市情報公開条例の改正を求めてきた立場から、今回の一部改正案につい

ては情報公開請求権を明確にしたことや、請求権者を寒河江市に関係する人から、いわゆる何人に

も拡大することなどは大いに評価をするものであります。 

  しかし、11日の議案に対する質疑の場でも指摘させていただきましたが、今回の改正案の中で現

行の「知る権利を保障する」が、「知る権利を尊重」に変更することは、法的な観点から請求者の

知る権利を行使する上で、また当局の対応に差が生じるのではないか、現行条例より後退するので

はないかと、委員会審査に当たって一つの論点を提起をさせていただきました。ところが、委員長

報告によると、質疑もなく全会一致で原案どおり可決すべきものと決定されたそうであります。 

  当局は11日の本会議で、「知る権利を保障する」を「知る権利を尊重し」に変更しても当局の対

応に差はないと言われています。ならばなぜ、「保障する」を「尊重する」に改正する必要がある

のか理解できません。不思議でなりません。 

  また、問題提起されているのに、当局は顧問弁護士がいるのにもかかわらず、法律的な解釈など

相談されていないのではと思われます。 

  国語的には尊重は「重く受けとめること」、保障は「責任を持って一定の地位や状態を守ること」、

と意味が明確に違います。さらに、情報公開に関する文献によると知る権利を保障させることの重

要性が説かれています。駄弁かもしれませんが、日米安全保障条約が日米安全尊重条約などとなら

ないのと同じ性格を有しているものと私は考えます。 

  したがって、私はこれらの点が明らかにされず後退の心配がある中で賛成することは、議員とし

ての責任を果たしたことにならないと思うので、反対いたします。 

  さらに、賛成される方々も論点・争点が明らかになっていると思いますので、この点についての

見解を明らかにしていだきたいと思います。議事機関としての議会の役割をお互いに果たせること

を期待し、同僚議員並びに市民の皆さんの御理解をお願いしまして討論といたします。 
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○髙橋勝文議長 石川忠義議員。 

   〔１２番 石川忠義議員 登壇〕 

○石川忠義議員 議第40号寒河江市情報公開条例の一部改正する条例に新清・公明クラブを代表して

賛成討論をいたします。 

  寒河江市情報公開条例は平成元年に制定されましたが、その後手数料の改正と個人情報保護条例

の制定に伴い一部改正を行いましたが、制定から21年がたち、より一層の公開が求められるように

なっております。主な改正点は三つあります。 

  一つとして、情報公開を請求できる方については現在の市民等と限定せず、市政に関心を持つ方

であれば何人も請求することができることが大きな改正点であります。 

  二つとして、公開の実施方法についてこれまでは紙、文書等による公開としておりましたが、パ

ソコン等の普及により電子情報のまま整理保管する情報もあり、磁気または光ディスク等に複写し

て交付する新たな制定も設けております。 

  三つとしまして、個人情報の保護の必要性が高まる中、情報公開を行う文書等に第三者に関する

情報が記録されている場合において、当該第三者に意見書を提出する機会を設けるなど、さらなる

個人情報を保護する規定を設けたことであります。 

  また、前後しますが、第１条の「知る権利を保障」を、「知る権利を尊重」に改めたことについ

ては、知る権利が狭められるものではなく、ますます情報の公開が拡大され、より一層市政が開か

れたものとして市政に対する理解と信頼を深め、市政の発展に寄与するものであります。先ほど、

委員長報告にありましたとおり、総務常任委員会におきましても全会一致で可決されたものであり

まして、この寒河江市情報公開条例一部改正について賛成討論をするものであります。 
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○髙橋勝文議長 以上で通告による討論は終わりました。これにて討論を終結いたします。 

  これより、議第40号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手多数であります。 

  よって、議第40号は原案のとおり可決されました。 

  議第41号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議第41号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議第41号は原案のとおり可決されました。 

  議第42号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議第42号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議第42号は原案のとおり可決されました。 

  議第43号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議第43号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議第43号は原案のとおり可決されました。 



  議第44号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議第44号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議第44号は原案のとおり可決されました。 

  議第45号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議第45号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議第45号は原案のとおり可決されました。 

  議第46号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議第46号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議第46号は原案のとおり可決されました。 

  議第47号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議第47号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 



  挙手全員であります。 

  よって、議第47号は原案のとおり可決されました。 

  議第48号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議第48号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議第48号は原案のとおり可決されました。 

  請願第３号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、請願第３号を採決いたします。 

  本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、請願第３号は採択することに決しました。 

  請願第４号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、請願第４号を採決いたします。 

  本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の議

員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、請願第４号は採択することに決しました。 

  請願第５号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、請願第５号を採決いたします。 

  本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の議



員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、請願第５号は採択することに決しました。 

  陳情第２号について、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、陳情第２号を採決いたします。 

  本件に対する委員長の報告は継続審査であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手多数であります。 

  よって、陳情第２号は継続審査とすることに決しました。 

  なお、本件について厚生経済常任委員長より閉会中の継続審査の申し出があります。 

  お諮りいたします。 

  厚生経済常任委員長の申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、陳情第２号は閉会中の継続審査に付することに決しました。 

 

 

 

 

http://192.168.9.1/gijiroku/giji/2010/2206/066.pdf
http://192.168.9.1/gijiroku/giji/2010/2206/068.pdf


平成２２年６月第２回定例会 

議 会 案 上 程 

 

○髙橋勝文議長 日程21、議会案第５号から日程第23、議会案第７号までの３案件を一括議題といた

します。 

 

議 案 説 明 

 

○髙橋勝文議長 日程第24、議案説明であります。ただいま議題となっております議会案第５号から

議会案第７号までの３案件については、会議規則第37条第３項の規定により、提案理由の説明を省

略いたしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、提案理由の説明を省略することに決しました。 

 

質疑、討論、採決 

 

○髙橋勝文議長 日程第25、これより質疑、討論、採決に入ります。 

  議会案第５号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議会案第５号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議会案第５号は原案のとおり可決されました。 

  議会案第６号に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議会案第６号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議会案第６号は原案のとおり可決されました。 

  議会案第７号に対する質疑はありませんか。 



   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入りますが、討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

  これより、議会案第７号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

   〔賛成議員 挙手〕 

  挙手全員であります。 

  よって、議会案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

閉    会    午前１０時４５分 

 

○髙橋勝文議長 以上で本定例会の日程は全部終了いたしました。 

  これにて平成22年第２回定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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